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はじめに 

 

Ⅰ．京都メカニズム活用の必要性 

 

１． １９９７年１２月の気候変動枠組み条約第３回締約国会合（ＣＯＰ３）にお

いて署名された京都議定書では、我が国を含む附属書Ⅰ国（先進国）について、

１９９０年を基準年とし、第１約束期間（２００８年～２０１２年）における

温室効果ガス排出削減目標が法的義務として規定されています（我が国の場合、

９０年比▲６％が目標）。この目標を達成するための一つの手段として、いわゆ

る京都メカニズムの枠組みが京都議定書の中に盛り込まれています。 

２． 京都メカニズムには、議定書第６条に基づく共同実施（ＪＩ：Joint 

Implementation）、議定書１２条に基づくクリーン開発制度（ＣＤＭ：Clean 

Development Mechanism）、議定書１７条に基づく排出量取引の３つがあり、そ

れぞれの概要は以下のとおりです。 

（１）共同実施（ＪＩ） 

  附属書Ⅰ国間で省エネプロジェクト等を共同で実施し、当該プロジェクトから

得られる温室効果ガスの追加的削減量の全部又は一部をクレジットとして当事

者間の合意に基づき移転する仕組み 

（２）クリーン開発制度（ＣＤＭ） 

  非附属書Ⅰ国（途上国）において附属書Ⅰ国が省エネプロジェクト等を実施し、

当該プロジェクトから得られる温室効果ガスの追加的削減量または吸収量を第

三者機関が認証してクレジットを発行し、その全部又は一部を当事者間の合意

によって、移転する仕組み 

（３）排出量取引 

  附属書Ⅰ国間で初期割当量の一部や共同実施、クリーン開発制度を通じて獲得

したクレジットを売買する仕組み 

３． 京都メカニズムは温室効果ガス排出削減のための限界費用が低い国から高い国

に移転することによって、費用対効果の高い排出削減に向けた地球規模の取組

を可能にする制度です。とりわけ、既に相当程度の省エネ対策が推進され、温

室効果ガスの限界削減費用が諸外国に比べて高い我が国にとって、京都メカニ

ズムの活用は目標達成に伴う我が国経済への影響を最小限にする上で不可欠で

す。 

４． 京都メカニズムには各国の政府のみならず、民間企業も広く参加することが想

定されています。我が国においても民間企業が創意工夫を活かし、京都メカニ

ズムに基づくプロジェクトの実施やクレジット取引を進め、温室効果ガス削減

に向けた自主的取組みの一環として活用していくことが期待されます。 

５． 京都メカニズムについては、その実施細則に関し、ＣＯＰ３以来、複雑多岐に

わたる国際交渉が行われてきましたが、２００１年１０月末～１１月にマラケ
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シュで開催されたＣＯＰ７において漸く合意（いわゆる「マラケシュアコー

ド」）に達し、京都メカニズムのスキームの骨格が固まりました。このため、

第１約束期間に向けて京都メカニズムを活用しうる条件を如何に整備していく

かが今後の課題になっており、各国もそのための取り組みを強化しています。 

 

Ⅱ．京都メカニズムに関する国内及び国際的動向（Version2.1 以降） 

 

１． 京都メカニズムは第一約束期間の目標達成のために活用されるものですが、そ

のための準備は第一約束期間以前の段階でも開始できます。特にＣＤＭの場合、

早期実施の規定により、２００８年以前でも２０００年以降のプロジェクトの

実施に伴うクレジットを獲得することができ、監督機関であるＣＤＭ理事会も

ＣＯＰ７において立ち上がるなど、国際的な枠組みが確立しつつあります。ま

た共同実施の場合も、クレジットの獲得は２００８年以降になりますが、クレ

ジット獲得に向けたプロジェクトの発掘や諸手続は２００８年以前からでも開

始可能です。 

２． こうした状況とともに、民間企業がプロジェクト実施やクレジット取引といっ

た、市場メカニズムの活用について、ＣＯＰ７以降のこれまでの間に以下のよ

うな国内体制整備が実施されました。 

●２００２年３月１９日 地球温暖化対策推進大綱の策定（地球温暖化推進本部

決定）【参考１】 

●同年６月 ４日 我が国の京都議定書の締結（受託書を国際連合に寄託） 

●同年７月１９日 京都メカニズム活用のための体制整備について決定（地球温

暖化対策推進本部決定）【参考２】 

●同年１０月１６日 共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に

関する指針の決定（京都メカニズム活用連絡会決定）【参考３】 

●同年１０月１８日 共同実施及びクリーン開発メカニズム事業承認受付開始 

 

３． また、経済産業省としても京都メカニズムを活用しうる以下のような基盤整備

を積極的に進めることにしています。 

（１） 相手国政府へのプロジェクト推進の働きかけ、能力育成支援 

  重要相手国との政府間協議や政府主導による具体的プロジェクトの実施を通じ

て、ＣＤＭや共同実施が相手国の温暖化対策にも資するという理解を得つつ、

これら京都メカニズムの積極的活用を促すとともに相手国における透明性の高

い制度の構築を働きかけていきます。また相手国が京都メカニズムの参加要件

を満たすために必要となるモニタリング制度の構築等に対する能力育成支援も

行います。 

（２） 京都メカニズムに関する知見の蓄積・活用 

  政府主導のＦ／Ｓ調査やモデル事業の充実を通じてＣＤＭや共同実施に関する
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知見の蓄積を図るとともに、政府、民間事業者、有識者の間で各種プロジェク

トの活動内容、成果に関する情報を集約し、課題の検証を行っていきます。 

（３） 国際的ルールメーキングへの積極的貢献 

  ＣＤＭや共同実施に関するベースラインの設定やモニタリング方法については、

ＣＤＭ理事会を中心に国際ルールの詳細が検討される予定です。ＣＯＰ７にお

いて設置されたＣＤＭ理事会には日本から経済産業研究所長の岡松壯三郎氏が

選任されており、経済合理的な国際ルールメーキングへの積極的な貢献を行っ

ていきます。 

（４） 民間事業者によるＣＤＭ／ＪＩへの取組の支援 

ＣＤＭ、共同実施への民間事業者の取組を支援するため、経済産業省が既存ス

キーム、ＯＤＡなどを活用するファイナンススキームについて検討を行います。

またＣＤＭ、共同実施において大きな役割を果たす運営機関、独立機関に我が

国の機関が信任されるよう、各種の支援対策（利用ガイドの作成、情報提供

等）を行っていきます。更にＣＤＭ、共同実施は多くの場合、相手国の政府、

政府機関との交渉が必要であることから、民間企業の取り組みをバックアップ

するための政府としての京都メカニズム実施支援も積極的に行っていきます。 

経済産業省では、平成１４年度及び１５年度予算として、国別登録簿のシステ

ム開発事業費や運営組織等の専門家人材育成事業等に関して 2 億 5 千万円（平

成１４年度）、2 億 1 千万円（平成１５年度）あまりを手当し、現在基盤整備を

実施しているところであります。 

これら一連の温室効果ガス削減事業への支援をまとめたものを【参考６】に添

付いたします。 

 

Ⅲ．本利用ガイドの狙い 

 

１． 京都メカニズムは全く新たなスキームであり、かつ、その詳細ルールも今後

更に整備されていくことから、民間事業者の参加を促進するためには上記の基

盤整備と併せ、京都メカニズム全般に関し、幅広く民間企業等の相談、要望、

疑問に対応していくことが不可欠です。このため、経済産業省は２００１年１

１月に産業技術環境局環境政策課内に「京都メカニズムヘルプデスク」を設置

し、産業界からの具体的事業に関する相談受付、詳細ルールに関する情報提供、

今後策定されるガイドラインについての要望受付等を開始しました。 

＜窓口＞ 

  経済産業省産業技術環境局環境政策課京都メカニズムヘルプデスク室 

  担  当：菊地（きくち）、下川（しもかわ）、田邉（たなべ）、島山（しまやま） 

   TEL  ：０３－３５０１－７８３０（直通） 

   FAX  ：０３－３５０１－７６９７ 

      E-mail：kyomecha@meti.go.jp 
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２．また、京都メカニズムの概要、クレジット獲得に至るまでの手続、留意事項を

最新時点のルール、ガイドラインを盛り込んだ平易な利用ガイドを作成し、京都

メカニズムの様々な関係者の用に供することも重要です。本利用ガイド案はこう

した狙いで作成されたものです。 

３．2002年１月に発表したVersion 1.0 は、ＣＯＰ７において採択された京都メカ

ニズムのテキストを中心に構成しましたが、その後国内における体制整備やＣＯ

Ｐ７においてＣＤＭ理事会に付託されたＣＤＭ関連詳細ルールのうち、ＯＥの信

任プロセスについて理事会で決定されたのを受けてVersion2.1を作成いたしまし

た。 

 Version2.1以降、日本の共同実施及びクリーン開発メカニズムの承認手続きが

決定し、承認申請の受付が開始されました。また、国際ルールメーキングの新た

な動きとして、ＣＯＰ８でCDMに関する小規模プロジェクトの簡略化手続き（一

部の付則は除く）が決定されましたので、Version3.2には主にそれらの内容が追

加されました。 

 Version3.2以降、国内におけるプロジェクト支援担当省庁間の役割分担等につ

いて決定され、ＣＤＭ理事会において小規模プロジェクトの簡略化手続きの付則、

運営機関の信任手続きの改訂、ベースライン・モニタリングの新方法論の審査手

続き等が決定されましたので、本Version4.3に反映されています。 

 また、Version4.3以降、2003年12月のＣＯＰ９にて新規植林・再植林に関する

プロジェクトのテキストが決定されましたので、本Version5.4にて追加するとと

もに、巻末に用語集を新たに追加しております。 

 

４．今後、国際ルールの追加的な整備や国内制度の確定を踏まえ、順次、内容を拡

充させていくというアプローチを続けたいと考えております。 

５．経済産業省としては、本利用ガイドを京都メカニズムの様々な関係者にとって

使用しやすい、有益なものにすべく、更に充実・強化していきたいと考えており

ます。本利用ガイド案の内容やＣＯＰ１０等の今後の国際交渉についての、ご質

問、ご意見があれば先述のヘルプデスクまでご連絡いただければ幸甚です。 

   なお、京都メカニズムを活用するにあたっては、マラケシュアコード等の原

典を必ず御参照ください。 

   条約事務局ホームページ＜http://unfccc.int/＞ 

   ＣＤＭ理事会ホームページ＜http://cdm.unfccc.int/＞ 
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（参考１） 

地球温暖化対策推進大綱（京都メカニズム関連部分のみ抜粋） 

                      平 成 １ ４ 年 ３ 月 １ ９ 日              

地球温暖化対策推進本部決定 

 

京都メカニズムの活用 

  

（１） 基本的な考え方  

 

 京都議定書においては、国別の約束の達成に係る柔軟措置として、他国における

排出削減量、他国の割当量（議定書に従って国ごとに定められる排出枠）の一部を

利用できる京都メカニズム（共同実施（JI）、クリーン開発メカニズム（CDM）及び

排出量取引）の活用が認められている。京都メカニズムの当該機能等にかんがみる

と、京都議定書の約束を費用効果的に達成するためには、京都メカニズムの利用が

国内対策に対して補足的であるとの原則を踏まえつつ、これを適切に活用していく

ことが重要である。 

 

京都メカニズムの活用に必要となる施策等 

 

① 当面必要となる措置等の実施  

 

 京都メカニズムのうち、共同実施（JI）は、議定書第 6 条の規定に基づく事業

活動であり、先進国又は市場経済移行国（以下「先進国等」という。）における

排出削減事業又は吸収源事業によって生じた排出削減量又は吸収量を当該事業に

貢献した他の先進国等の事業参加者が「排出削減単位」として獲得できる仕組み

である。また、クリーン開発メカニズム（CDM）は、議定書第 12 条に規定する低

排出型の開発の制度であり、途上国における排出削減事業又は植林事業によって

生じた排出削減量又は吸収量を当該事業に貢献した先進国等の事業参加者が「認

証された排出削減量」として獲得できる仕組みである。さらに、排出量取引は、

議定書第 17 条の規定に基づき、先進国等の間で排出枠等の取引を行う仕組みで

ある。     

 京都メカニズムは、民間事業者等による活用も認められており、民間事業者等

が自らの削減をより費用効果的に達成するために活用されることが期待されるが、

民間事業者等が共同実施（JI）又はクリーン開発メカニズム（CDM）の事業を行

い、「排出削減単位」又は「認証された排出削減量」（クレジット）を取得しよう

とする場合には、京都議定書第６条１又は第 12 条５(a)の規定に基づき、関係締

約国の承認を受けることが必要とされている。なお、これらクレジットは、事業

の開始後に国際的に認定された第三者組織による認証（共同実施（JI）の事業に
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ついては、当該事業が実施された先進国（ホスト国）による認証も可能）を受け

ることが必要である。 

 また、共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム（CDM）については、2000

年時点で開始されている事業も対象となるほか、特にクリーン開発メカニズム

（CDM）については、その事業による 2000 年以降の排出削減に係る「認証された

排出削減量」が認められている。 

 このため、この二つの仕組みを活用できるようにするための体制については、

これを早期に整備する。 

 また、我が国が第一約束期間の初めより京都メカニズムを活用する資格を得る

ため、我が国における温室効果ガス排出量及び吸収量の算定のための国内制度や、

我が国の割当量や共同実施(JI)及びクリーン開発メカニズム（CDM）の事業に

よって発生する「排出削減単位」及び「認証された排出削減量」（クレジット）

の移動等を追跡し記録するための国別登録簿を整備し、遅くとも 2006 年夏まで

には、条約事務局にこれら制度等の概要を報告することとする。 

 このため、当面は、主に以下の措置等を講ずるものとする。 

ア 共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム（CDM）に係る事業承認体制

の整備 

  事業参加者が、共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム（CDM）に係

る事業を行い、「排出削減単位」又は「認証された排出削減量」（クレジッ

ト）を取得しようとする場合には、京都議定書第 6 条１(a)及び第 12 条５

（a）の規定に基づき、関係締約国の承認を受けることが必要とされている。 

  このため、関係省庁合同により、共同実施（JI）及びクリーン開発メカニ

ズム（CDM）に係る事業の承認申請の受理・確認等を行うための体制を速や

かに整備するものとする。 

  

イ 国別登録簿等の整備 

  我が国の割当量や共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム（CDM）の

事業によって発生する「排出削減単位」及び「認証された排出削減量」（ク

レジット）の移動等を追跡し記録するための国別登録簿について、第８回気

候変動枠組条約締約国会議（COP8）の結果も踏まえつつ、速やかに整備する

とともに、温室効果ガス排出量及び吸収量の算定のための国内制度を「第６ 

温室効果ガス排出量・吸収量の算定のための国内制度の整備」（後述）に基

づき整備する。 

   

  ウ その他の施策等 

    その他京都メカニズムの円滑な実施等を図る観点から、主に以下の施策等

を実施する。 

   １）民間事業者等による京都メカニズム活用の支援等 
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    ・共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム（CDM）の事業に係る案件の

発掘及び実現可能性等のための調査等の充実を図るとともに、民間事

業者等への情報提供を行う。 

    ・共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム（CDM）への民間事業者等に

よる取組を推進等するため、相手国政府との交渉支援、人材育成を行

う。 

    ・我が国の民間事業者等が共同実施（JI）及びクリーン開発メカニズム

（CDM）の独立組織及び運営組織に係る指定を受けることができるよう、

人材育成、情報提供等の支援を行う。 

    ・相談窓口を設ける等により、京都メカニズムに関する民間事業者等の疑

問、要望に対応する。 

    ・民間事業者等による京都メカニズム活用を円滑化するため、京都メカニ

ズムの利用のための解説書等を整備し、内外のルール策定に応じて逐

次改訂する。 

   ２）相手国政府の理解促進等に向けた取組の実施 

    ・政府間協議やプロジェクト実施等を通じ、共同実施（JI）及びクリーン

開発メカニズム（CDM）の主要相手国における京都メカニズムに対する

理解を深めるとともに、相手国における国内承認手続等に係る透明性

の高い制度の構築を求める。 

    ・共同実施（JI）や排出量取引の主要相手国が京都メカニズムの参加資格

を満たせるよう、モニタリング制度の構築等に係る能力育成支援を行

う。 

   ３）国際的ルールの策定への貢献 

      ＣＤＭ理事会に我が国代表が選任されたことを活かし、環境十全性を

確保するとともに、経済合理的なルールが策定されるよう国際ルール

の策定に積極的に貢献する。 

 

② 2008 年以降の本格的な活用に向けた必要な制度の在り方等の検討  

 

 京都メカニズムについては、排出量取引によるクレジットの移転等その本格的

な機能は、原則 2008 年以降に開始される。また、一部の技術的なルール等につ

いては、今後の国際的な議論に委ねられているほか、実態的な経験や知見の蓄積

も十分ではない。 

 このため、当面は前述の①に掲げる措置を実施するものとするが、2008 年以降

における京都メカニズムの本格的な機能の開始に備え、京都メカニズムのルール

に関する国際的な議論、他国における施策及び取組の状況、実態等について、そ

の知見や経験の蓄積等に努めるものとする。 

 また、これを踏まえて、京都メカニズムを活用するために必要となる制度の在
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り方等について、引き続き検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じる

ものとする。 
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（参考２） 
京都メカニズム活用のための体制整備について 

 

平 成 １ ４ 年 ７ 月 １ ９ 日              

地球温暖化対策推進本部決定 

 

 

「地球温暖化対策推進大綱」（平成１４年３月１９日決定）を踏まえ、京都メカニズ

ム活用のための体制整備について、次のとおり決定する。 

 

１． 京都議定書に基づく共同実施（ＪＩ）及びクリーン開発メカニズム（ＣＤ

Ｍ）に係る締約国としての事業の承認（以下「事業承認」という。）及び事業承

認に係る手続その他必要な事項の決定については、「地球温暖化対策推進本部幹

事会」（以下「幹事会」という。）の下に「京都メカニズム活用連絡会」（以下

「連絡会」という。）を設置して、連絡会がこれを行う。 

 

２． ＪＩ及びＣＤＭの事業実施を促進するため、連絡会は事業に関連の深い省庁

における担当課室長レベルにおいて構成し、その構成省庁は別に幹事会にて定め

る。ただし、必要に応じて、連絡会の構成省庁を追加等することができる。また、

連絡会の庶務は、環境省と経済産業省の協力を得て、内閣官房にてこれを行う。 

 

３． 事業承認に係る地球温暖化対策推進本部への報告その他の連絡会の運営等に

関し必要な事項については、幹事会が別に定める。 

 

４． 国別登録簿の整備については、経済産業省及び環境省が共同で進めるととも

に、国別登録簿管理者として共同で運営管理を行う。また、両省は、国別登録簿

の内容について連絡会に報告する。 

 15



 

京都メカニズム活用のための体制整備について 

 

 

平 成 １ ４ 年 ７ 月 ２ ２ 日                  

地球温暖化対策推進本部 幹事会決定  

 

 

 地球温暖化対策推進本部幹事会（以下「幹事会」という。）は、地球温暖化対策推

進本部決定「京都メカニズム活用のための体制整備について」（以下「本部決定」と

いう。）を踏まえ、次のとおり決定する。 

 

１．京都メカニズム活用連絡会の任務 

 本部決定の１に基づき、京都メカニズム活用連絡会（以下「連絡会」という。）は、

京都議定書に基づく共同実施（ＪＩ）及びクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）に係

る締約国としての事業の承認（以下「事業承認」という。）及び事業承認に係る手続

その他必要な事項の決定を行う。 

 

２．京都メカニズム活用連絡会の構成省庁 

 連絡会は、ＪＩ及びＣＤＭのプロジェクトに関連の深い、内閣官房、環境省及び経

済産業省並びに外務省、農林水産省及び国土交通省の担当課室長で構成する。ただ

し、必要に応じて、連絡会の構成省庁を追加等することができる。また、連絡会の

庶務は、環境省と経済産業省の協力を得て、内閣官房にてこれを行う。 

 

３．事業承認及び支援の体制      

（１）事業承認の申請 

① 個別のプロジェクトに係る承認申請については、当該申請を行う事業者等の

判断に基づき、円滑かつ迅速なプロジェクトの推進を確保する観点から、連絡

会のいずれの構成省庁においても、事業者等の事業承認の申請を受理すること

ができる。 

② 事業承認の申請は、電子的な手続に加えて、書面による手続も行うことがで

きる。 

 

（２）プロジェクト支援担当省庁等について 

① プロジェクト支援担当省庁は、プロジェクトの開始から京都議定書に基づく

排出削減量等の発行に至るまでの進捗状況の把握及び側面支援を行うとととも

に、事業承認の手続における実務を行う。 

  事業承認の申請を受理した連絡会の構成省庁は、連絡会への報告を行う。連絡

会においては、申請を行った事業者等の意向を踏まえてプロジェクト支援担当

省庁を決定し、当該事業者等に連絡する。なお、各プロジェクトについては、

関係省庁が複数にまたがる場合も想定される。  

  連絡会の他の構成省庁において、プロジェクト支援担当省庁等として、追加的

に参加等の意見がある際には、必要に応じて連絡会において調整を行う。 

② 外務省は、在外公館との連絡等の業務、プロジェクト開始から京都議定書に
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基づく排出削減量等の発行に至るまでのホスト国及び関係国際機関等との外交

的手続及び相手国政府の窓口との交渉等必要な業務について、プロジェクト支

援担当省庁と協議の上、これを行う。 

 

（３）承認プロセス等 

 プロジェクト支援担当省庁は、申請内容を審査の上、事業承認をして問題ないと認

める際には、連絡会に対してその旨を報告し、連絡会において事業承認を行う。ま

た、連絡会における事業承認が行われた場合は、当該プロジェクト支援担当省庁に

おいて、政府承認のレターを発行する。 

 

（４）幹事会及び推進本部への報告 

 連絡会は個別プロジェクトの承認に係る結果については、事後にこれをまとめた上

で、幹事会に報告する。報告を受けた幹事会は、推進本部に対してこれを報告する。 

 

４． 国別登録簿の整備等 

 国別登録簿の整備については、経済産業省及び環境省が共同で進めるとともに、国

別登録簿管理者として共同で運営管理を行う。また、両省は国別登録簿の内容につ

いて連絡会に報告する。 

 

５． その他 

（１）京都メカニズム活用のための体制については、国際ルールの策定状況等を踏

まえつつ、必要に応じて改定する。 

（２）上記に定めるもののほか、連絡会の運営等に関して必要な事項については、

連絡会において別に定める。 
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（参考３） 
共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針 

 

                          平成１４年１０月１６日 

 京都メカニズム活用連絡会決定 

 

 平成１４年７月２２日地球温暖化対策推進本部幹事会決定「京都メカニズム活用

のための体制整備について」に基づき、京都議定書に基づく共同実施（ＪＩ）及び

クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）に係る締約国としての事業の承認に関し、手続

その他必要な事項を次のように定める。 

 

１．ＪＩ及びＣＤＭに係る事業の申請 

 

（１）ＪＩ及びＣＤＭに係る事業（以下「プロジェクト」という。）の日本国外での

実施、排出削減量等の獲得及び日本の国別登録簿上の口座への移転を目的とし

て、当該プロジェクトについて日本政府の承認を得ようとする者は、別紙１の

申請書様式に、別紙２の申請の手引きに従い必要な事項を記入し、かつ必要な

書類を添付した上で、当該申請書を、別紙３の京都メカニズム活用連絡会（以

下「連絡会」という。）構成省庁のいずれかの申請窓口に提出するものとする。 

 

（２）申請を受理した省庁は、速やかに、当該申請書の写しを全ての連絡会構成省

庁へ送付する。 

 

（３）連絡会において、プロジェクト支援担当省庁を決定する。決定されたプロ

ジェクト支援担当省庁名は、（８）の政府承認レター交付時に申請者に通知す

る。 

 

（４）申請書に希望するプロジェクト支援担当省庁名の記入がある場合には、当該

意向を踏まえて決定する。ただし、各プロジェクトについては、関係省庁が複

数にまたがる場合も想定されるため、連絡会構成省庁において、プロジェクト

支援担当省庁等として追加的に参加等の意見がある際には、必要に応じて連絡

会において調整を行う。 

 

（５）プロジェクト支援担当省庁は、申請書を、２．の承認基準に従い審査し、審

査結果を連絡会に報告する。 

 

（６）ＣＤＭに係るプロジェクトの資金源に公的資金が含まれており、申請者が、

当該公的資金がＯＤＡの流用ではなく、日本国の資金的義務とは分離され、組
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み込まれていない旨の政府の確認を求めている場合においては、プロジェクト

支援担当省庁は、当該資金を拠出した公的機関に対し、それがＯＤＡか否かを

確認した上で、ＯＤＡである場合には、外務省に対し、当該公的資金がＯＤＡ

の流用でないか否かについて確認を求めることとし、その結果を連絡会に報告

する。 

 

（７）連絡会は、プロジェクト支援担当省庁の審査結果（（６）の場合は外務省も含

む。）を踏まえ、プロジェクトの承認又は不承認を決定する。 

 

（８）プロジェクトが承認された場合には、速やかに、プロジェクト支援担当省庁

より申請者に対し、別紙４の政府承認レターを交付する。 

 

（９）プロジェクトが不承認となった場合には、速やかに、プロジェクト支援担当

省庁より申請者に対し、その旨を、不承認となった理由とともに、文書により

通知する。 

   ただし、不承認となった案件においても、不承認となった理由を踏まえ申請

書類を修正した際には、再度申請を行うことを可能とする。 

 

（10）承認は可能な限り迅速に行うこととし、今後、実際に行われる承認手続に要

する期間等に鑑みて、標準処理期間を定める。 

 

２．承認基準 

 

  承認に当たっては、以下の基準に従って審査を行う。 

  （指定運営組織及びＣＤＭ理事会等が行うような審査を行うものではない。） 

 

（１）プロジェクトの内容が、京都議定書、マラケシュ合意その他の国際的合意事

項に反するものでないこと。 

 

（２）プロジェクト実施主体が、破産その他の事由により、プロジェクトの適確な

遂行が明らかに困難な経営状況等にあると認められるものでないこと。 

 

３．ＪＩ及びＣＤＭに係る事業の報告 

 

（１）プロジェクト実施主体は、別紙５の事業報告の手引きに従い必要な事項を、

プロジェクト支援担当省庁に対して報告する。 

 

（２）プロジェクト支援担当省庁が複数ある場合には、そのいずれかに報告すれば
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よいこととし、報告を受けた省庁は、速やかに、当該報告書の写しを他のプロ

ジェクト支援担当省庁に送付する。 

 

 

４．申請等の方法 

 

 本指針に基づく申請及び報告並びに政府承認レターの交付等については、申請

者等の意向により、電子的な手続又は書面による手続をとることができる。 

 なお、電子的な手続が未整備のプロジェクト支援担当省庁においては、速やか

に実施できるよう措置する。 

 

５．ホスト国政府及び関係国際機関等との連絡及び交渉等 

 

（１）プロジェクト支援担当省庁は、当該プロジェクトの承認時から京都議定書に

基づく排出削減量等の発行に至るまでの進捗状況を把握するとともに、ホスト

国政府及び関係国際機関等による承認等及び排出削減量等の発行を側面支援す

る。 

 

（２）  外務省は、在外公館との連絡等の業務、プロジェクトの承認時から京都議

定書に基づく排出削減量等の発行に至るまでのホスト国政府及び関係国際機関

等との外交的手続及びホスト国政府の窓口との交渉等必要な業務について、プ

ロジェクト支援担当省庁と協議の上、これを行う。 

 

（３）プロジェクト支援担当省庁は、（１）の観点から、プロジェクト実施主体に対

して、指導及び助言を行い、プロジェクトに関する報告を求めることができる。 

 

６．その他 

 

（１）本指針に基づく日本国政府の承認を得るのみでは、国際的にＪＩ及びＣＤＭ

として認められたものにはならず、別途、京都議定書及び関連国際合意に基づ

き、ＪＩについてはホスト国政府の承認等（場合によっては、第三者機関（独

立組織）の審査も含む。）を、ＣＤＭについてはホスト国政府の承認及び第三

者機関（指定運営組織）の審査を受ける必要がある。 

 

（２）本指針については、国際ルールの策定状況等を踏まえつつ、必要に応じて改

定する。特に、新規植林又は再植林を内容とするプロジェクトの承認に関する

指針については、これらの定義や方法等の国際ルールが定められてから（２０

０３年開催の締約国会議第９回会合において決定予定）策定する。 
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（２） 連絡会における報告、協議及び決定については、迅速な対応を図るため、

必ずしも会議の開催を要せず、ファックス又は電子メールによる対応を可能

とする。 
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別紙１ 申請書様式 

 

 

共同実施／クリーン開発メカニズム事業承認申請書 

                                                      年  月  日 

 ○ ○ 大臣 殿 

                   申請者 

                                        住所 

                    名称                               

                     代表者の氏名   （署名又は押印） 

                                        電話番号 

 

 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第６条１(a)／第１２条５(a)に

基づき、共同実施／クリーン開発メカニズムに係る締約国としての事業の承認を受

けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

Ⅰ．プロジェクトの実施主体 

 Ａ．国内のプロジェクト実施主体 

  １）実施主体の名称／住所 

 

                （備考） 

 

  ２）担当者の氏名／役職／連絡先（住所／電話番号／ＦＡＸ番号／Ｅmail ア

ドレス） 

 

  ３）実施主体の主たる事業活動の概要 

 

 Ｂ．プロジェクトを実施する国（ホスト国）におけるプロジェクト実施主体 

  １）実施主体の名称／住所 

 

                （備考） 

 

 ２）担当者の氏名／役職／連絡先（住所／電話番号／ＦＡＸ番号／Ｅmail アド

レス） 

 

  ３）実施主体の主たる事業活動の概要 

 

Ⅱ．プロジェクト情報 

 Ａ．プロジェクトの説明 

  １）プロジェクトの名称 

 

  ２）プロジェクトの対象地区の概要 

 

  ３）プロジェクトの概要 
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   ４）プロジェクトの対象とする温室効果ガス 

 

  ５）プロジェクトの実施スケジュール 

 

  ６）ホスト国の持続可能な開発の達成の支援 

 

  ７）プロジェクトの課題 

 

 Ｂ．ホスト国の承認の可能性に関する情報 

 

 Ｃ．環境への影響 

 

 Ｄ．資金源 

  １）資金源 

 

  ２）ＯＤＡの流用ではなく、日本国の資金的義務とは分離され、組み込まれて

いない旨の確認 

      ※公的資金の拠出主体の名称及び担当者の氏名／役職／連絡先（住所／電

話番号／ＦＡＸ番号／Ｅmail アドレス） 

 

 Ｅ．その他特記事項 

 

Ⅲ．プロジェクト効果の見込み 

 Ａ．ベースラインの考え方及び排出量又は吸収量予測 

 

 Ｂ．プロジェクトを実施した場合の排出削減量又は吸収量予測 

 

Ⅳ．希望するプロジェクト支援担当省庁 
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別紙２ 申請の手引き 

 

以下の各項目について日本語及び英語にて記入してください。 

 

Ⅰ．プロジェクトの実施主体 

 以下の各項目について記入してください。 

 

Ａ．国内のプロジェクト実施主体 

 １）実施主体の名称／住所 

  （注）実施主体が複数の場合は、代表を当該欄に記入し、他の実施主体は同じ

項目について備考欄に記入してください。 

 ２）担当者の氏名／役職／連絡先（住所／電話番号／ＦＡＸ番号／Ｅmail アドレ

ス） 

 ３）実施主体の主たる事業活動の概要 

 

Ｂ．プロジェクトを実施する国（ホスト国）におけるプロジェクト実施主体 

 １）実施主体の名称／住所 

（注）実施主体が複数の場合は、代表を当該欄に記入し、他の事業実施主体は

同じ項目について備考欄に記入してください。 

 ２）担当者の氏名／役職／連絡先（住所／電話番号／ＦＡＸ番号／Ｅmail アドレ

ス） 

 ３）実施主体の主たる事業活動の概要 

 

 

Ⅱ．プロジェクト情報 

 以下の各項目について記入してください。 

 

Ａ．プロジェクトの説明 

 １）プロジェクトの名称 

   ・事業内容を簡潔に表したプロジェクトの名称を記入してください。 

   ・プロジェクトの名称は、プロジェクト設計書に記載する「Title of the      

project activity」と同一のものにしてください。 

 ２）プロジェクトの対象地区の概要 

     ・国名、プロジェクトサイトの住所、その他自然状況、社会・経済状況、政

治状況等関連情報を記入してください。 

      ・プロジェクト対象地区を地図により図示してください。 

 ３）プロジェクトの概要 

      ・プロジェクトの目的、内容、規模、温室効果ガスの削減又は吸収のための
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具体的措置を記入してください。 

   ・小規模ＣＤＭプロジェクトに該当する場合には、その旨の説明をしてくだ

さい。 
      （注）「小規模ＣＤＭプロジェクト」とは以下の規模のものをいいます。 
        タイプⅠ：最大発電容量が１５メガワット（又は同量相当分）ま

での再生可能エネルギープロジェクト 
        タイプⅡ：エネルギーの供給又は需要サイドにおける年間の削減

エネルギー消費量が１５ギガワットアワー（又は同量相当
分）までの省エネルギープロジェクト 

        タイプⅢ：その他の人為的な排出量を削減するプロジェクトで
あって、排出量が二酸化炭素換算で年間１５キロトン未満
のもの 

  ４）プロジェクトの対象とする温室効果ガス 

      ・対象となるガスの種類を記入してください。 

 ５）プロジェクトの実施スケジュール 

      ・フィージビリティスタディの実施時期、プロジェクトの着手／操業／終了

の時期、プロジェクトのモニタリング期間、プロジェクトによる削減又は

吸収効果の発生する時期見込み、プロジェクトによる削減又は吸収効果の

継続期間見込みについて簡潔に記入してください。 

 ６）ホスト国の持続可能な開発の達成の支援 

      ・ＣＤＭは、ホスト国の持続可能な開発の達成を支援することも目的として

います。これを踏まえ、当該プロジェクトがホスト国の持続可能な開発

（経済面、環境面、社会面での発展）の達成を支援するものであることを

簡潔に説明してください。 

 ７）プロジェクトの課題 

・当該プロジェクトの実施に当たっての課題について記入してください。 

・上記課題の克服のため、プロジェクト支援担当省庁に期待する支援内容が

あれば併記してください。 

 

Ｂ．ホスト国の承認の可能性に関する情報 

   ・ＪＩ又はＣＤＭに係るプロジェクトとして認められるためには、我が国政

府のほかホスト国政府が当該プロジェクトにつき事前に承認する必要があ

ります。これを踏まえ、当該プロジェクトがＪＩ又はＣＤＭとしてホスト

国政府が承認する可能性について、プロジェクト実施主体で検討が行われ

ている場合は、その検討の状況を記入してください。 

   ・既にホスト国より承認を受けている場合には、承認書（写）を添付してく

ださい。 

 

Ｃ．環境への影響 

   ・プロジェクト実施主体は、原則として、プロジェクト実施に伴う環境影響

の分析又は評価を行い、第三者認証機関（指定運営組織等）等の有効化、
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適格性審査を受ける必要があります。これを踏まえ、当該プロジェクトの

実施に伴う環境（生態系、大気、水質、土壌等）への負の影響の見通し及

びそれへの対応策について簡潔に記入してください（小規模ＣＤＭを除く）。 

 

Ｄ．資金源 

  １）資金源 

・プロジェクトの全ての資金源及び出資又は融資する主体の名称を記入して

ください。 

２）ＯＤＡの流用ではなく、日本国の資金的義務とは分離され、組み込まれて

いない旨の確認 

・ＣＤＭについては、プロジェクトの資金源に公的資金が含まれている場合

には、当該公的資金がＯＤＡの流用ではなく、日本国の資金的義務とは分

離され、組み込まれていない旨政府又は公的なＯＤＡ実施機関により確認

されていることが必要です。これを踏まえ、政府の確認を求める申請者に

あっては、その旨並びに当該公的機関の拠出主体の名称及び連絡先を記入

してください。 

 

Ｅ．その他特記事項 

・その他プロジェクトに関し補足情報等がある場合は、こちらに記述してく

ださい。 

 

Ⅲ．プロジェクト効果の見込み 

・ＪＩ及びＣＤＭに係るプロジェクトは、当該プロジェクトを実施しない場

合の温室効果ガスの排出量又は吸収量予測（ベースライン）と比較して、

温室効果ガスの追加的な削減又は吸収の効果があることが求められます。

これを踏まえ、以下の項目について簡潔に記入してください。 

 

Ａ．ベースラインの考え方及び排出量又は吸収量予測 

・当該プロジェクトに係るベースラインの考え方及び排出量又は吸収量予測

について記入してください。 

 

Ｂ．プロジェクトを実施した場合の排出削減量又は吸収量予測 

・ベースラインの排出量又は吸収量予測を踏まえ、当該プロジェクトを実施

した場合の温室効果ガスの排出削減量又は吸収量予測について記入してく

ださい。 

・予測する際には、リーケージ（プロジェクト境界外での温室効果ガスの排

出量の増減）も考慮してください（小規模ＣＤＭを除く。）。 
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Ⅳ．希望するプロジェクト支援担当省庁 

・京都メカニズム連絡会構成省庁のうちから、支援を希望する省庁の名称を

記入してください。ただし、特に希望がない場合は、空欄でも構いません。 

 

Ⅴ．その他 

 

Ａ．プロジェクト設計書 

・ホスト国若しくは独立組織（ＪＩの場合）又は指定運営組織（ＣＤＭの場

合）に提出する予定のプロジェクト設計書（英文のみでも可。ＪＩの場合

であって、かつ、ホスト国に提出する場合には、プロジェクト設計書に準

じるもので可。）を申請書に添付してください。 

 

Ｂ．実施主体の財務状況 

・国内のプロジェクト実施主体（複数ある場合にはその代表）の最近の事業

年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書

類を申請書に添付してください。 

 

Ｃ．企業秘密 

・申請者が本申請書の記載事項のうち、競争上の利益の確保の観点から非開示を求

める部分があれば、当該部分にその旨記入してください。申請書の提出に際し、そ

の記入がなかった場合には、申請書又はその記載内容が一般に公開されることがあ

ります。 
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別紙３ 京都メカニズム活用連絡会構成省庁の申請窓口一覧 

 

省庁名  申請窓口 

環境省 

 

 

 

 地球環境局 地球温暖化対策課 

   住所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

  電話番号  03-5521-8330 

  ＦＡＸ番号  03-3580-1382 

  Ｅmail アドレス  kyotomecha@env.go.jp 
経済産業省 

 

 

 

 産業技術環境局 環境政策課 

   住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 

  電話番号  03-3501-1679 

  ＦＡＸ番号  03-3501-7697 

  Ｅmail アドレス kyomecha@meti.go.jp 
外務省 

 

 

 

 国際社会協力部 気候変動枠組条約室 

   住所  〒105-8519 東京都港区芝公園 2-11-1 

  電話番号 03-3580-3311(内 2362,2359,5517) 

  ＦＡＸ番号  03-6402-2538 

  Ｅmail アドレス  siba12f-35@kokushabu.net 
農林水産省 

 

 

 

 大臣官房 環境政策課 

   住所 〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 

  電話番号 03-3502-8056 

  ＦＡＸ番号 03-3508-6640 

  Ｅmail アドレス  kyomecha@nm.maff.go.jp 
国土交通省  総合政策局 環境･海洋課 

   住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 

  電話番号 03-5253-8264 

  ＦＡＸ番号 03-5253-1549 

  Ｅmail アドレス kyomecha@mlit.go.jp 
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別紙４ 政府承認レター様式（和文／英文） 

 

                                                          承認番

号 

        

共同実施／クリーン開発メカニズム事業に関する政府承認について 

 

 住 所 

  名 称 

  代表者の氏名 

 

 上記の者の行う別添の事業について、気候変動に関する国際連合枠組条約

の京都議定書第６条１(a)／第１２条５(a)に基づき承認する。 

 

（指針１．（６）に該当する場合） 

 

 また、本事業に活用される日本国の公的資金は、ＯＤＡの流用ではなく、

日本国の資金的義務とは分離され、組み込まれていない。 

 

                                                  日本国政府 

 

   承認の年月日       年  月  日 

 

                         上記プロジェクトについて支援を担当する。 

                                            ○ ○ 大 臣  印 

 

 

 

       （備考）日本国においては、共同実施及びクリーン開発メカ

ニ ズ ム に 係 る 締 約 国 と 

しての事業の承認の決定については、関係省庁から構成

される「京都メカニズム活用連絡会」が行うこととして

いる。 

� 本レターには、上記の者が日本国政府に提出した申請書の抜      
粋を添付する。   

 29



別紙５ 事業報告の手引き 

 

 承認後、以下の事項については、プロジェクト支援担当省庁（担当省庁が複数あ

る場合にはそのいずれか）に対し、関係書類を添えて報告をしてください。 

 

Ⅰ．申請書記入事項に重大な変更があった場合 

・申請書記入事項について重大な変更（プロジェクト実施主体の名称の変更、

プロジェクト実施主体の構成の変更、プロジェクトの名称の変更を伴うよ

うな内容の大幅変更、プロジェクトの実施国の変更等）があった場合には、

変更部分を報告してください。 

・申請書記入事項の重大な変更の理由が、プロジェクト設計書の内容の変更

に伴うものである場合には、当該変更されたプロジェクト設計書も報告の

際に添付してください。 

・上記変更のため、先の承認が無効となり、再度承認申請をする必要が生じ

ることがあります。 

 

Ⅱ．プロジェクトを中止した場合 

・本承認後に、申請者がプロジェクトを中止した場合には、その旨報告して

ください。 

 

Ⅲ．ホスト国による承認書 

   ・ホスト国により承認を受けた場合は、承認書（写）を提出してください。 

・ただし、本承認申請にホスト国の承認書（写）を添付している場合は、提

出する必要はありません。 

 

Ⅳ．第三者機関によるプロジェクト審査報告書 

   ・ＣＤＭの場合は、第三者機関（指定運営組織）によるプロジェクトの有効

化審査に関する報告書を提出してください。 

・ＪＩの場合は、原則として、ホスト国による審査のみで第三者機関の審査

は不要ですが、ホスト国の状況によっては、ＣＤＭと同様、第三者機関

（独立組織）の適格性審査を受ける必要がありますので、その際は、第三

者機関によるプロジェクトの適格性審査に関する報告書を提出してくださ

い。  

 

Ⅴ．プロジェクトがＪＩ又はＣＤＭとして認められた場合 

・ＣＤＭ理事会により、本プロジェクトがＣＤＭとして認められた場合には、

その旨報告してください。 

・ＪＩの場合、原則として、ホスト国による承認のみでＪＩとして認められ
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ますので、Ⅲの承認書（写）を提出すれば足ります。 ただし、第三者機

関（独立組織）の適格性審査を受けた場合には、最終的に６条監督委員会

によりＪＩとして認められた際に、その旨報告してください。 

 

Ⅵ．排出削減量等が発行・移転された場合 

・ホスト国（ＪＩの場合）又はＣＤＭ理事会（ＣＤＭの場合）より、排出削

減単位（ＥＲＵ）又は認証された排出削減量（ＣＥＲ）が発行され、プロ

ジェクト実施主体に移転された場合には、当該ＥＲＵ又はＣＥＲの識別番

号、移転元・移転先の口座名等を報告してください。 
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（参考４） 
プロジェクト支援担当省庁間の役割分担等について 

 

           

平 成 １ ５ 年 ６ 月 ２ ７ 日               

京都メカニズム活用連絡会決定 

 

 ＪＩ及びＣＤＭに係る事業のプロジェクト支援担当省庁については、「共同実施及

びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針」（平成１４年１０月１６

日京都メカニズム活用連絡会決定）において、申請者の意向を踏まえた上で、京都

メカニズム活用連絡会（以下「連絡会」という。）にて調整を行い、決定することと

されている。 

 プロジェクト支援担当省庁の役割は、事業の実施に当たって必要となる手続等を

事業者が円滑に進めることに資することを第一とするものであり、その支援は合理

的かつ効率的に行うべきである。複数の省庁がプロジェクト支援担当省庁に加わる

ことで、事業者に対し過度の負担を負わせることは避けなければならない。 

 このような観点から、プロジェクト支援担当省庁間の役割分担等について、以下

のとおり明確化を図ることととする。 

 

１．参加申出省庁の取扱いについて 

  申請者の希望するプロジェクト支援担当省庁（以下「申請者希望担当省庁」と 

 いう。）以外に、追加的に参加の意向がある省庁（以下「参加申出省庁」とい 

 う。）がある場合には、連絡会においては、（１）（２）に該当することを確認した 

 うえで、参加申出省庁をプロジェクト支援担当省庁に加えることとする。 

 

（１）参加申出省庁の申請者に対する具体的な貢献が明確であること。 

   この場合において、参加申出省庁は、他の連絡会構成省庁からの要請があれ 

  ば、当該事業に係る支援内容の案を具体的に示すこととする。 

 

（２） プロジェクト支援担当省庁が複数になることにより、事業者への追加的な

負担が課されないこと。 

 

２．プロジェクト支援担当省庁間の役割分担 

  申請者の意向を踏まえることとしている趣旨から、事業者の利便性等を考慮し、   

 原則として申請者希望担当省庁が申請者との連絡等並びにホスト国政府及び関係 

 国際機関等による承認等及び排出削減量等の発行を側面支援することとするが、 

 その状況については他のプロジェクト支援担当省庁にも連絡することとする。 

 申請者希望担当省庁以外のプロジェクト支援担当省庁は、１（１）において確認 
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 された具体的な支援を実施するために、直接に申請者との連絡等を行うことも想 

 定されるが、その状況については他のプロジェクト支援担当省庁にも連絡するこ 

 ととする。 
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（別添）手続のフロー 

 

（１）事業の申請 

  事業の申請  連絡会構成省庁のいずれかに申請書を提出 

        ↓ 

  申請書の受理  受理省庁から申請書の写しをすべての連絡会構成省庁へ送付 

    ↓ 

  プロジェクト支援担当省庁の調整  参加申出省庁があった場合には、（１）       

                  （２）の確認 

 

  プロジェクト支援担当省庁の決定  連絡会で決定 

    ↓ 

  申請書の審査  原則として申請者希望担当省庁が審査結果を他のプロジェク 

          ト支援担当省庁に協議・調整 

       原則として申請者希望担当省庁から連絡会に報告 

 

  プロジェクトの承認の決定  連絡会で決定 

             決定後、原則として申請者希望担当省庁がプロ 

             ジェクト支援担当省庁を代表して公表（プレス 

             リリース） 

   

  政府承認レターの交付  プロジェクト支援担当省庁の連名で交付 

 

（２）事業の報告 

 ○原則として申請者希望担当省庁に報告する。 

 ○報告を受けた省庁は他のプロジェクト支援担当省庁に報告書類を送付する。 

 

（３）ホスト国政府及び関係国際機関等との連絡及び交渉等 

 ○プロジェクトの進捗状況の把握 

   原則として申請者希望担当省庁からプロジェクト実施主体（以下「実施主 

  体」という。）に確認し、その結果は他のプロジェクト支援担当省庁にも連絡 

  する。 

 ○ホスト国政府及び関係国際機関等による承認等及び排出削減量等の発行の側面 

  支援 

   原則として申請者希望担当省庁が中心となって、ホスト国政府及び関係国際       

  機関等による承認等及び排出削減量等の発行の側面支援を行う。 

 ○実施主体への支援 

   申請者希望担当省庁は実施主体に支援を行う。なお、支援を行った場合には、 
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  その内容について他のプロジェクト支援担当省庁に連絡する。 

   申請者希望担当省庁以外のプロジェクト支援担当省庁は、１（１）において 

  支援が確認された事項について実施主体に支援を行う。なお、支援を行った場 

  合には、その内容について他のプロジェクト支援担当省庁に連絡する。 
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（参考５） 

 

これまで日本政府承認されたＣＤＭ／ＪＩプロジェクト 

２００３年１１月２７日現在 

 承認年

月日 

ＣＤＭ

／ＪＩ 

申請者 実施

国 

プロジェクト名 プロジェクトの概要 クレジット

獲得量 

1 平成１４

年１２月

１２日 

ＪＩ 新エネル

ギー・産業技

術総合開発

機構（NEDO） 

カザフ

スタン

熱電併給所省

エネルギーモ

デル事業 

熱電併給所においてお日

本で導入実績のある高効

率のガスタービン及び排

熱回収ボイラによるコジェ

ネ設備を導入する 

年間約６

万２千㌧

ＣＯ２ 

2 平成１４

年１２月

１２日 

ＣＤＭ 豊田通商株

式会社 

ブラジ

ル 

V&M Tubes do 

Brazil 燃料転

換プロジェクト 

バイオマスを利用した鉄

鋼生産 

年間約１

１３万㌧Ｃ

Ｏ２ 

3 平成１５

年５月２

２日 

ＣＤＭ 電源開発株

式会社 

タイ タイ国ヤラにお

けるゴム木廃

材発電計画 

ゴム木廃材を利用したバ

イオマス発電 

年間約６

万㌧ＣＯ２

4 平成１５

年７月１

５日 

ＣＤＭ イネオス ケ

ミカル株式会

社 

韓国 韓国ウルサン

市におけるＨＦ

Ｃ類の破壊事

業 

ＨＣＦＣ２２の副生産物とし

てのＨＦＣ２３の破壊 

年間約１

４０万㌧Ｃ

Ｏ２ 

5 平成１５

年７月２

９日 

ＣＤＭ 関西電力株

式会社 

(ｅ７基金を代

表して申請) 

ブータ

ン王

国 

e7ブータン小規

模水力発電Ｃ

ＤＭプロジェク

ト 

未電化の村に小規模水力

発電所を建設する 

年間約５

００㌧ＣＯ

２ 

6 平成１５

年１２月

７日 

ＣＤＭ 日本ベトナム

石油株式会

社 

ベトナ

ム 

ランドン油田随

伴ガス回収・有

効利用プロジェ

クト 

ランドン油田において当

初、焼却処分（フレア）して

いた随伴ガスを回収し、パ

イプラインを建設して陸上

に供給する。 

年間約６

８万㌧ＣＯ

２ 

 

上記の申請受領省庁はすべて経済産業省である。 
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（参考６） 

海外で行う温室効果ガス削減事業への支援について 

 

                                平成１５年１２月       

経 済 産 業 省        

環 境 経 済 室        

 

１．補助金 ＊国際エネルギー消費効率等協力支援事業及び海外地球温暖化防止支援技術開発 
 民間事業者が、海外において CDM/JI として行う温室効果ガス削減事業に対して補助を行

う制度です。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）を通じて民

間事業者のＣＤＭ／ＪＩ事業に対し補助（補助率は４分の１）を行います。補助対象は、

①事前審査（有効化費用等）、②事業実施（設備費、工事費等）、③事後審査（検証費用

等）で、これらを分けて募集・補助します。 

 補助対象事業を通じて取得された排出削減量（クレジット）は一義的には民間事業者に

帰属することとなりますが、補助の趣旨・目的（国際貢献を通じた我が国の京都議定書約

束の達成）に反しないよう、その一部については政府保有口座へ移転すること等の条件が

つけられます。排出削減量（クレジット）を費用対効果の観点から高く獲得できる事業へ

の補助を優先します。 

 平成１６年度予算額（原案）は２４億円で、その内訳は、エネルギー起源ＣＯ２プロ

ジェクトが約２０億円（特別会計）、非エネルギー起源ＣＯ２プロジェクト、代替フロン、

メタン回収等が約４億円（一般会計）となっています。 

 

 

 

 

       

      

 

 

                          

独立行政法人 NEDO 

日本民間事業者 ＣＤＭ／ＪＩ事業 

補助（補助率は４分の１） 

経済産業省 
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２．ファンド ＊京都メカニズム活用事業促進出資制度 等 
 ＣＤＭ／ＪＩ事業に対して資金拠出等を行うファンドを創設し、ＣＤＭ／ＪＩ事業から

発生した排出削減量（クレジット）を出資者に配分する制度です。こうしたファンドに対

して政府系金融機関からも出資を行います。 

 ファンドの規模や政府系金融機関からの出資金額、創設時期等の詳細については、今後、

民間事業者や政府系金融機関との意見交換を通じて検討することとなっております。 

 現在企業からの問い合わせ、要望等について対応中です。 

 

 

 

 

       

      

 

 政府系金
                          

 

 

３．融資等（国際協力銀行） 

ファンド 

資金拠出 

ＣＤＭ／ＪＩ事業 

融機関 日本民間事業者 

出資 
出資 

クレジット 

クレジット 

 

 CDM/JI 事業に対して、国際協力銀行の有する以下の金
詳しくは、国際協力銀行にお問い合わせ下さい。 

 
（１）輸出金融 
CDM/JI 事業の関連で、我が国から技術・設備等の輸出を
能です。輸出金融には、日本の輸出者に対する融資（サプラ

（または外国の金融機関）に対する融資（バイヤーズ・クレジッ

 
 
 
 
 
 
 
 

輸出者 
（本邦企業） 

輸出 

国際協力銀行 

輸入者 
プロジェク

外国の 
金融機関 

輸出金融 融資 

（２）投資金融 
本邦企業、日系企業等が CDM/JI 事業を行う場合には、投
には、日本の投資者に対するもの、日系合弁企業またはこ

行等に対するものがあります。なお、CDM/JI 事業を対象と

 38
クレジット
融ツールを利用することが出来ます。

行う場合には、輸出金融の利用が可

イヤーズ・クレジット）、外国の輸入者

ト（バンク・ローン））があります。 

CDM/JI事業 
ト実施 

資金融の利用が可能です。投資金融

れに出資・貸付を行う外国の政府・銀

する投資金融には優遇金利の適用が



可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際協力銀行 
投資金融 

CDM/JI事業 

本邦企業 

合弁パートナー 

日系合弁企業等 

外国政府等、 
外国の銀行 

出資 

貸付 貸付・ 出

貸付・ 出資 

プロジェクト実施 
資 
プロジェクト実施 

（３）アンタイド・ローン 
本邦の協力を得て外国の政府、政府機関等が行う CDM/JI 事業から、本邦企業等が排出削減量
（クレジット）を取得する場合に、当該 CDM/JI事業のベース事業に対してアンタイド・ローンを供与
することが出来ます。また外国の政府、政府機関等が CDM/JI 関連のインフラ整備を行う場合や、
政府系金融機関等を通じて CDM/JI に関連する現地企業を育成する場合等において、アンタイ
ド・ローンを活用して CDM/JI事業の周辺環境整備を支援することが出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDM/JI事業 
排出削減 
量取得 

CDM/JI事業 
本邦企業 輸出 

投資 

国際協力銀行 

輸出金融 投資金融 

アンタイド・ローン 

周辺環境整備 

アンタイド・ローン 

（参考）円借款について 

円借款借入国政府が取組むJI/CDM事業に対して、国際協力銀行は円借款を供与することが出

来ます。ただし、CDM事業への円借款の供与については、マラケシュ合意に基づき、ODAの流用

を招かないことが必要となります。 

円借款は開発途上国政府等に対して長期低利の融資を行うもので、森林保全事業や省エネ事

業、代替エネルギー開発事業等に対しては通常の条件よりもさらに優遇された条件の適用が可

能です。 
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４．貿易保険（独立行政法人日本貿易保険） 
 ＣＤＭ／ＪＩ事業の実施に関する投資先国政府等との間で結んだ契約について、特約を

付することにより、相手国政府側による契約違反や一方的な破棄があった場合に受けた損

失をてん補する制度です。 

 案件に応じて個別に付保を検討することとなりますので、付保を希望する場合にはでき

るだけ早めに、具体的な相談は、独立行政法人日本貿易保険の海外投資保険の窓口までお

問い合わせください。 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

５．Ｆ／Ｓ等 
(1) 共同実施等推進基礎調査（独法ＮＥＤＯ） 

 エネルギー有効利用技術（省エネルギー技術、

じ、温室効果ガス排出量削減に有効であり、かつ

民間プロジェクトの発掘を支援するＦ／Ｓ調査で

 対象国は附属書Ⅰ国（市場経済移行国のみ）及

なるために満たさなければならない要件は、①省

ギー事業、②温室効果ガス排出削減に資する事業

いる事業、であること等です。 

 平成１６年予算額（原案）は約８億円です。 

       

      

 

   ①公募        ②提案 

   ③委託        ④成果報告 

 

                        等

相手国政府 

日本貿易保険 

ＣＤＭ／ＪＩ事業 
投資 

本邦企業 

損失カバー 

＊海外投資保険（特約付き） 

約

   ＮＥＤＯ 

日本民間事業者   

調査協力  
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排出権に係る契

（不履行） 
石油代替エネルギー技術）の導入を通

将来のＣＤＭ／ＪＩに結びつく有望な

す。 

び非附属書Ⅰ国(途上国）、対象事業と

エネルギー事業または石油代替エネル

、③CDM/JI としての実施が検討されて

   現地政府機関・企業等 



(2) 地球環境・プラント活性化事業等調査（ＪＥＴＲＯ） 

 地球温暖化防止、プラント活性化等に資する将来の円借款有望案件等を発掘・支援す

るＦ／Ｓ調査です。 

 対象国は円借款供与が可能な途上国、採択案件の審査にあたっては、当該プロジェク

トによる環境保全効果（森林保全・造成、公害防止、省エネ・省資源、自然環境保全、

代替エネルギー、オゾン層保護、海洋汚染、砂漠化防止など）についても考慮されます。

平成１６年度予算（原案）は約１０億円です。 

 なお、CDM 事業への円借款の供与については、マラケシュ合意に基づき、ODA の流用を

招かないことが必要となります。 

 

      

 

   ①公募        ②提案 

   ③委託        ④成果報告 

 

                           

ＪＥＴＲＯ 

 日本民間事業者 現地政府機関・企業等 

調査協力  

 

(3) 国際エネルギー消費効率化等モデル事業（独法ＮＥＤＯ） 

我が国が有するエネルギー有効利用技術（省エネルギー技術・石油代替エネルギー技

術）を、アジア太平洋地域を中心とした発展途上国等においてその技術の有効性を実証

し、定着・普及を推進するためのモデル事業です。 

 対象事業となるために満たさなければならない主な要件は①省エネルギー効果又は石

油代替エネルギー効果（併せて温室効果ガス削減効果等があることが期待されます。）②

相手国における普及蓋然性、等があることです。 

 平成１６年度予算額（原案）は約５９億円です。 

       

                 基本協定書 

   

                              国内調整 

   ①公募        ②提案             普及活動 

   ③委託        ④成果報告           協力依頼 

               

               

                

    

 

               

 

   ＮＥＤＯ 

書 

 相手国政府機関 

  
日本民間事業者 等 
    協定附属
証 
 

 
有効性共同実
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 現地政府機関・企業

等 

研修生受入れ

専門家派遣 

 



６．運営組織等整備事業 
 ＣＤＭプロジェクトの実施に不可欠となる国際ルール等の専門知識及び実務能力を有す

る人材を育成するための事業です。 

平成１５年度においては、①温室効果ガス排出削減事業を実施する事業者等を対象とし

た、プロジェクト設計書、ベースライン方法論を作成するために必要な専門知識及び実務

能力の取得のための研修事業、②ＣＤＭプロジェクトに係る手続きの中で重要な役割を担

う指定運営機関候補を対象とした validation、verification、certification に関する審

査プロセスの解説、実践的なノウハウの取得（海外 CDM 事業候補案件でのプラクティス

等）のための研修事業、等を実施しています。 

 平成１６年度予算額（原案）は、約６千万円です。 

 

７．担当者連絡先 
・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（独法ＮＥＤＯ） 

 （１．補助金及び５．(1)共同実施等推進基礎調査） 

エネルギー対策推進部 

 井上、吉岡、萬木 

 TEL: 03-3987-9319 

 FAX: 03-3590-5803 

 （５．(3)国際エネルギー消費効率化等モデル事業） 

 国際事業部 

伊藤 

TEL: 03-3987-9466 

・日本政策投資銀行（ＤＢＪ） 

 （２．ファンド） 

環境・エネルギー部 

 磯根 

 TEL: 03-3244-1485 

 FAX: 03-3270-2470 

 E-mail: carbonj@dbj.go.jp 

 ・ 国際協力銀行（JBIC） 

 （３．(1)輸出金融及び(3)アンタイド・ローン） 

アジア（中央アジア・コーカサスを除く）及び大洋州 

    国際金融第１部 

    町田 

  TEL: 03-5218-3380 

FAX: 03-5218-3963 

中央アジア・コーカサス、中東、アフリカ及びヨーロッパ 

国際金融第２部 
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安間 

TEL: 03-5218-3423 

FAX: 03-5218-3964 

北米及び中南米 

国際金融第３部 

金森 

TEL: 03-5218-3458 

FAX: 03-5218-3965 

（３．(2)投資金融（資源関連）） 

資源金融部 

長井 

TEL: 03-5218-3494 

FAX: 03-5218-3966 

（３．(2)投資金融及び２．ファンド） 

企業金融部５班 

肥沼 

TEL: 03-5218-3578 

FAX: 03-5218-3967 

・独立行政法人日本貿易保険（ＮＥＸＩ） 

 総務部経営企画グループ 

 遠藤 

 TEL: 03-3512-7654 

・日本貿易振興会（ＪＥＴＲＯ） 

 技術交流部技術交流課 

 TEL: 03-3582-5542 

 FAX: 03-3582-7508 

 E-mail: MAAECOLOGY@jetro.go.jp 

・経済産業省（ＭＥＴＩ） 

 京都メカニズムヘルプデスク 

 菊地、下川、島山、田邉 

 TEL: 03-3501-1679 

 FAX: 03-3501-7697 

  E-mail: Kyomecha@meti.go.jp 
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第１章 

 

京都メカニズムを理解するための基礎知識 

 

ＣＤＭ、ＪＩ、排出量取引の詳しいご説明をする前に、京都メカニズムの理解に

必要な基礎的項目をご説明します。 

 

Ⅰ．附属書Ⅰ国と非附属書Ⅰ国 

 

１． 附属書Ⅰ国とは、気候変動枠組み条約の附属書Ⅰ国に列挙されている国であ

り、京都議定書附属書Ｂに掲げられた排出削減に関する数量目標を有してい

ます。いわゆる先進国、旧ソ連・東欧等の移行経済諸国がこれに該当し、現

在、４１ヶ国が附属書Ⅰ国になっています。なお、附属書Ⅰ国であるが、附

属書Ｂに該当する数値目標を有していない国も少数ではあるが存在します。

マラケシュ・アコードでは、京都メカニズムを利用できるのは「附属書Ｂに

掲げられた数値目標を有する附属書Ⅰ国」とされていますが、本利用ガイド

では、簡略化のため、単に「附属書Ⅰ国」と表記しています。 

２． 非附属書Ⅰ国とはいわゆる発展途上国であり、排出削減に関する数値目標を

有していない国をいいます。現在、１４８ヶ国が非附属書Ⅰ国になっていま

す。 

３． 附属書Ⅰ国、非附属書Ⅰ国、附属書Ｂ国の数値目標については、別添の表を

ご覧下さい。 

 

Ⅱ．各種クレジットと京都メカニズムの関係 

 

１． 京都メカニズムは京都議定書に基づく以下の４つのクレジットの獲得・移転

を伴うものです。 

① ＡＡＵ （Assigned Amount Unit） 

京都議定書３条７項、８項に基づいて計算された附属書Ⅰ国の初期割当量

に相当するクレジットを、第１約束期間前に、当該附属書Ⅰ国が国別登録簿

内に発行。 

② ＥＲＵ （Emission Reduction Unit） 

共同実施を通じて発行されたクレジット 

③ ＣＥＲ (Certified Emission Reduction) 

排出削減のＣＤＭを通じて発行されたクレジット 

④ tCER 及び lCER  (Temporary CER, Long-term CER) 

新規植林・再植林のＣＤＭを通じて発行されたクレジットで（有効期限が

短いものと長いものの２種類がある） 
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⑤ＲＭＵ (Removal Unit) 

京都議定書第３条第３項、第４項に基づく吸収源活動による附属書Ⅰ国の

ネットの吸収量であって、京都議定書第８条の専門家チームのレビューで認

められたものに相当するクレジットを、当該附属書Ⅰ国が国別登録簿内に発

行。 

２． 附属書Ⅰ国が京都議定書の目標を達成するためには、約束期間の温室効果ガ

ス排出実績と同量のクレジットを保有している必要があります。日本の場合、

第１約束期間における温室効果ガス排出実績が９０年比▲６％×５を上回っ

ている限り、超過排出量を相殺する量のＲＭＵを保有するか（日本は９０年

比３．９％分の吸収量を期待）、ＪＩ、ＣＤＭ、排出量取引を通じてＥＲＵ、

ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵを海外から調達してくる必要があります。 

３． ＪＩは附属書Ⅰ国が他の附属書Ⅰ国で省エネプロジェクトや植林プロジェク

トを実施し、それによって生じた追加的な排出削減量（または吸収増大量）

をＥＲＵとして発行し、その全部または一部が当該プロジェクトを実施した

附属書Ⅰ国（投資国）に移転するというメカニズムです。ＥＲＵはプロジェ

クトを受け入れる附属書Ⅰ国（ホスト国）の保有するＡＡＵ、ＲＭＵの一部

を変換することによって発行され、投資国に移転されることになります（排

出削減プロジェクトの場合、ＡＡＵが、吸収源プロジェクトの場合、ＲＭＵ

がＥＲＵに変換されます）。このため、ＥＲＵ移転前のホスト国､投資国のＡ

ＡＵ、ＲＭＵの合計と、ＥＲＵ移転後のホスト国、投資国のＡＡＵ、ＲＭＵ

と投資国に移転したＥＲＵの合計は変わりません（ゼロ・サム）。 

４． ＣＤＭは附属書Ⅰ国が非附属書Ⅰ国で省エネプロジェクト等を実施し、その

結果生じた追加的な排出削減量に相当する分をＣＥＲというクレジットとし

て発行し、当該附属書Ⅰ国がその一部を獲得するものです。ＪＩで発行され

るＥＲＵはホスト国のＡＡＵもしくはＲＭＵの一部が変換するものであり、

ホスト国、投資国間のクレジットのやりとりはゼロ・サムですが、ＣＤＭで

は、ＡＡＵの存在しない非附属書Ⅰ国で、ＣＥＲというクレジットが新たに

生まれるため、ホスト国、投資国間のクレジットのやりとりはプラス・サム

になります。 

５． 排出量取引において、各附属書Ⅰ国が保有するＡＡＵ、ＲＭＵやＪＩ，ＣＤ

Ｍを通じて海外から調達したＥＲＵ、ＣＥＲが、附属書Ⅰ国間で売買される

ことになります。附属書Ⅰ国全体で保有され、取引されるＡＡＵ、ＥＲＵ、

ＲＭＵの合計は約束期間を通じて変わることはありませんが、ＣＤＭプロ

ジェクトによってより多くのＣＥＲが非附属書Ⅰ国で創出されれば、附属書

Ⅰ国間で取引可能なクレジットの総量が増大することになります。 

 

Ⅲ．京都メカニズムと国内対策 
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１． 京都議定書やマラケシュ・アコードでは、京都メカニズムは国内対策に対し

て補足的（supplemental）と規定されています。このため、京都メカニズム

をめぐる国際交渉の中で、京都メカニズムの使用に量的制限を加えるべきと

いう議論もありました。 

２． しかしながら、最終的にはこうした数量制限は導入されず、「国内措置が附属

書Ⅰ国の目標達成に向けての努力の中で大きな要素を占める（constitute a 

significant element）」という定性的な表現が京都メカニズムの決定文の中

に盛り込まれるにとどまりました。この”significant”という用語には定量

的な意味はないとされています。 

したがって民間企業が京都メカニズムを活用する際に、数量上限が設けられるよう

なことはありません。 
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（参考） 

各国の京都議定書締結状況等 

２００３年１１月２６日現在
＊締結とは、条約に拘束されることについて国家の合意を確定すること。締結には、国内手続きの手順の違いにより、

「批准」「承認」「受諾」「加入」の4種類があるが、各条約に特定の規定がない限り、国際的な効力は全て同じ。通常、

署名の後、各国の議会あるいはその他の指定機関（日本の場合は国会）で条文の内容を実施することを承認し、その旨

を国連事務総長に伝える。 

１．附属書Ⅰ国  

 国  名 締結状況 日  付 ％ 削減義務 

1 オーストラリア    108 

2 オーストリア 批准  2002/5/31 0.4% 92 

3 ベラルーシ     

4 ベルギー 批准  2002/5/31 0.8% 92 

5 ブルガリア 批准 2002/8/15 0.6% 92 

6 カナダ 批准 2002/12/17 3.3% 94 

7 クロアチア    95 

8 チェコ 承認 2001/11/15 1.2% 92 

9 デンマーク 批准  2002/5/31 0.4% 92 

10 エストニア 批准 2002/10/14 0.3% 92 

11 ＥＣ 承認  2002/5/31  92 

12 フィンランド 批准  2002/5/31 0.4% 92 

13 フランス 承認 2002/5/31 2.7% 92 

14 ドイツ 批准 2002/5/31 7.4% 92 

15 ギリシャ 批准 2002/5/31 0.6% 92 

16 ハンガリー 加入 2002/8/21 0.5% 94 

17 アイスランド 受託 2002/5/23 0.0% 110 

18 アイルランド 批准 2002/5/31 0.2% 92 

19 イタリア 批准 2002/5/31 3.1% 92 

20 日本 受諾 2002/6/4 8.5% 94 

21 ラトビア 批准  2002/7/5 0.2% 92 

22 リヒテンシュタイン             92 

23 リトアニア 批准 2003/1/3    92 

24 ルクセンブルク 批准  2002/5/31 0.1% 92 

25 モナコ             92 

26 オランダ 加入 2002/5/31 1.2% 92 

27 ニュージーランド 批准     2002/12/19 0.2% 100 

28 ノルウェイ 批准  2002/5/30 0.3% 101 

29 ポーランド  批准   2002/12/17  3.0% 94 

30 ポルトガル 承認  2002/5/31 0.3% 92 

31 ルーマニア 批准  2001/3/19 1.2% 92 

32 ロシア             100 

33 スロバキア 批准  2002/5/31 0.4% 92 

34 スロベニア 批准     2002/8/2  92 

35 スペイン 批准  2002/5/31 1.9% 92 

36 スウェーデン 批准  2002/4/29 0.4% 92 

37 スイス 批准     2003/7/9 0.3% 92 

38 トルコ              
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39 ウクライナ             100 

40 英国 批准  2002/5/31 4.3% 92 

41 米国             93 

 付属書Ⅰ国計 32       44.2%  

注）％は９０年排出量の付属

書Ⅰ国に占める割合 

                  

    

２．非附属書Ⅰ国                   

 国  名 締結状況 日  付   

1 アフガニスタン    

2 アルバニア    

3 アルジェリア    

4 アンゴラ    

5 アンティグァ・バーブー

ダ 

批准  1998/11/3  

6 アルゼンティン 批准  2001/9/28  

7 アルメニア 加入 2003/4/25  

8 アゼルバイジャン 加入 2000/9/28  

9 バハマ 加入 1999/4/9  

10 バーレーン    

11 バングラディシュ 加入 2001/10/22  

12 バルバドス 加入 2000/8/7  

13 ベリーズ 加入 2003/9/26  

14 ベナン 加入 2002/2/25  

15 ブータン 加入 2002/8/26  

16 ボリヴィア 批准  1999/11/30  

17 ボスニア・ヘルツェゴヴ

ビナ 

   

18 ボツワナ 加入 2003/8/8  

19 ブラジル 批准     2002/8/23   

20 ブルキナファソ    

21 ブルンディ 加入 2001/10/18  

22 カンボジア 加入 2002/8/22  

23 カメルーン 加入 2002/8/28  

24 ケープヴェルデ    

25 中央アフリカ    

26 チャド    

27 チリ 批准     2002/8/26   

28 中華人民共和国 承認     2002/8/30   

29 コロンビア 加入 2001/11/30  

30 コモロス    

31 コンゴ    

32 クック諸島 批准  2001/8/27  

33 コスタ・リカ 批准     2002/8/9    

34 コートジボアール    

35 キューバ 批准  2002/4/30  
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36 キプロス 加入 1999/7/16  

37 朝鮮民主主義人民共和国    

38 コンゴ共和国    

39 ジブチ 加入 2002/3/12  

40 ドミニカ    

41 ドミニカ共和国 加入 2002/2/12  

42 エクアドル 批准  2000/1/13  

43 エジプト             

44 エル・サルヴァドル 批准  1998/11/3  

45 赤道ギニア共和国 加入 2000/8/16  

46 エリトリア    

47 エチオピア    

48 フィジー 批准  1998/9/17  

49 ガボン    

50 ガンビア 加入 2001/6/1  

51 グルジア 加入 1999/6/16  

52 ガーナ 加入 2003/5/30  

53 グレナダ 加入 2002/8/6  

54 グアテマラ 批准  1999/10/5  

55 ギニア 加入 2000/9/7  

56 ギニアビサウ    

57 ガイアナ 加入 2003/8/5  

58 ハイチ    

59 ホンジュラス 批准  2000/7/19  

60 インド 加入 2002/8/26  

61 インドネシア             

62 イラン    

63 イスラエル             

64 ジャマイカ 加入 1999/6/28  

65 ヨルダン 加入 2003/1/17  

66 カザフスタン             

67 ケニア    

68 キリバス 加入  2000/9/7  

69 クゥエイト    

70 キルギスタン 加入 2003/5/13  

71 ラオス 加入 2003/2/6  

72 レバノン    

73 レソト 加入 2000/9/6  

74 リベリヤ 加入 2002/11/5  

75 リビア    

76 マダガスカル 加入 2003/9/24  

77 マラウイ 加入 2001/10/26  

78 マレイシア 批准     2002/9/4    

79 モルディヴ 批准  1998/12/30  

80 マリ 批准  2002/3/28  

81 マルタ 批准  2001/11/11  
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82 マーシャル 批准     2003/8/11  

83 モーリタリア    

84 モーリシャス 加入 2001/5/9  

85 メキシコ 批准  2000/9/7  

86 ミクロネシア 批准  1999/6/21  

87 モンゴル 加入 1999/12/15  

88 モロッコ 加入 2002/1/25  

89 モザンビーク    

90 ミャンマー 加入 2003/8/13  

91 ナミビア 加入 2003/9/4  

92 ナウル 批准  2001/8/16  

93 ネパール    

94 ニカラグア 批准  1999/11/18  

95 ニジェール             

96 ナイジェリア    

97 ニウエ 批准  1999/5/6  

98 オマーン    

99 パキスタン    

100 パラオ 加入 1999/12/10  

101 パナマ 批准  1999/3/5  

102 パプアニューギニア 批准  2002/3/28  

103 パラグアイ 批准  1999/8/27  

104 ペルー 批准     2002/9/12   

105 フィリピン 批准     2003/11/20   

106 カタール    

107 大韓民国 批准     2002/11/8   

108 モルドバ 加入 2003/4/22  

109 ルワンダ    

110 セントクリストファー・

ネイビス 

   

111 セントルシア             

112 セント・ヴィンセント及

びグレナディーン諸島 

   

113 サモア 批准  2000/11/27  

114 サンマリノ    

115 サオトメ・プリンシペ    

116 サウジアラビア    

117 セネガル 加入 2001/7/20  

118 セルビア・モンテネグロ    

119 セイシェル 批准  2002/7/22  

120 シエラレオネ    

121 シンガポール    

122 ソロモン諸島 加入     2003/3/13  

123 南アフリカ 加入 2002/7/31  

124 スリランカ 加入 2002/9/3  

125 スーダン    
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126 スリナム    

127 スワジーランド    

128 シリア    

129 タジキスタン    

130 タイ 批准     2002/8/28   

131 マケドニア    

132 トーゴ    

133 トンガ    

134 トリニダッド・トバゴ 批准  1999/1/28  

135 チュニジア 加入 2003/1/22  

136 トルクメニスタン 批准  1999/1/11  

137 ツバル 批准  1998/11/16  

138 ウガンダ 加入 2002/3/25  

139 アラブ首長国連邦    

140 タンザニア 加入 2002/8/26  

141 ウルグァイ 批准  2001/2/5  

142 ウズベキスタン 批准  1999/10/12  

143 バヌアツ 加入 2001/7/17  

144 ベネズエラ    

145 ベトナム 批准 2002/9/25  

146 イエメン    

147 ザンビア    

148 ジンバブエ    

  87   
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送付 

意見（３０日以内） 

承認 

プロジェクト計画事前準備 

検証（Verification） 

登録（Registration） 

ＣＥＲの発行（Issurance） 

モニタリング 

日本国内レジストりーへの

払込 

投資国及びホスト国による承認 

認証（Certification） 

有効化（Validation） 

プロジェクト実施者 ＣＤＭ理事会 投資国政府 
（附属書Ⅰ国） 

その他締約国及び 
ＮＧＯ, Stakeholder 

運営組織（ＯＥ） 

ＣＤＭプロジェクトのフロー 

ホスト国政府 
（非附属書Ⅰ国） 

COP/MOP 

●プロジェクト計画策定に当

たっての留意事項（Ｐ５４～

５５） 

●投資国及びホスト国への承

認申請（Ｐ６１） 
●承認書の運営組織への提出 

●プロジェクト設計書の作成

（Ｐ８５～８６）及び運営

組織への提出（Ｐ６４） 

●事業実施及びモニタリング

（Ｐ７０） 

●モニタリング報告書の作成

及び運営組織への提出（Ｐ

７０） 

●認証報告書受け取り 

●ＣＥＲの振り込み要請（Ｐ

７３） 

● ＣＤＭ理事会による信任

（Ｐ５７～５９、７５～８

３） 
● COP/MOP(COP)による 

●担当政府機関の 
指定（Ｐ５９） 

●京都議定書の批准 
●担当政府機関の指

定（Ｐ５９） 

●新方法論の審

査（Ｐ８８～９

０） 

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

実

施

前 

送付 

検証報告書 

認証（Ｐ７１） 

認証報告書 

検証（Ｐ７１） 

登録申請 

パブリックコメント 

審査（Ｐ６９） 
有効化報告書の作成 

有効化審査 

審査 審査 

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

実

施

後 

 

一般公表 

送付 

送付 

発行申請 

移転申請 

投資国レジストリー

登録決定 
送付 
一般公表 

送付 

 

発行審査・決定 

（Ｐ７２～７３） 

発行通知 

ＣＤＭレジストリー

（Ｐ７３～７４、９

４～９５） 

の移転 
ＣＥＲ
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第２章 

 

ＣＤＭ（クリーン開発制度）利用ガイド 

 

 ＊ＣＤＭプロジェクトにかかる用語については、第７回ＣＤＭ理事会で決定された”Glossary of terms used 

in the CDM project design document (CDM-PDD)”をご参照ください。 

Ⅰ．ＣＤＭプロジェクト総論 

１．クリーン開発制度（ＣＤＭ）とは何か 

（１）ＣＤＭ（クリーン開発制度）とは、京都議定書第１２条に基づくメカニズム

であり、非附属書Ⅰ国において附属書Ⅰ国が省エネプロジェクト等、温室効果ガ

スの削減につながるプロジェクトを実施し、当該プロジェクトが存在しなかった

場合に比して追加的な排出削減があった場合、ＣＤＭ理事会及び指定運営機関の

審査等を経て、当該排出削減量に対してＣＥＲ（Certified Emission 

Reduction）と呼ばれるクレジットを発行し、その全部または一部をプロジェク

トを実施する附属書Ⅰ国が自国の排出削減目標達成に用いることができるという

ものです。以下、便宜上、プロジェクトを実施する側の附属書Ⅰ国を「投資国」、

受け入れる側の非附属書Ⅰ国を「ホスト国」と呼ぶことにします。また参照条文

として記載しているのは、KP であれば京都議定書、MA であれば COP７で決定さ

れた京都議定書の運用ルールが規定されているマラケシュアコード（文書番号：

UNFCCC/CP/2001/13/Add.2）、ＡＲであれば、ＣＯＰ９で決定された植林ＣＤＭの

運用ルールが規定されているもの（文書番号：FCCC/SBSTA/2003/L.27）を指し
ます。 

（２）ＣＤＭは、京都議定書に基づく温室効果ガス排出削減義務を有する附属書Ⅰ

国と、削減義務を有していない非附属書Ⅰ国の間のメカニズムです。非附属書Ⅰ

国においては経済発展に伴い、今後とも温室効果ガス排出量は増大するものと見

込まれることから、ＣＤＭプロジェクトの実施による追加的な排出削減量を厳密

にチェックしない場合、世界全体としての温室効果ガス排出量の削減につながら

ないおそれがあります。後ほど説明するＣＤＭ理事会及び指定運営機関といった

第三者機関がチェックを行うのはこうした理由によるものです。 

 

２．ＣＤＭプロジェクトとは何か 

（１） 対象プロジェクトの範囲（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文前文、P20） 

京都議定書上及びマラケシュアコード上、特定分野のプロジェクトに限定する

（ポジティブリスト）もしくは特定分野のプロジェクトを除外する（ネガティブ

リスト）といった規定はありません。このため、原則としてどのようなプロジェ

クトでも登録申請可能となります。 

  ただし、ＣＤＭは、非附属書Ⅰ国における持続可能な発展と附属書Ⅰ国の目標

達成への貢献という２つの大きな目標を持っているため、ＣＤＭプロジェクトが
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ホスト国の持続可能な発展に貢献することが必要になります。具体的にどのよう

なプロジェクトが持続可能な発展に貢献するかはホスト国が自国の国情に応じて

判断することになります。 

 

（２） プロジェクト選定に当たっての留意事項 

プロジェクトの選定に当たっては、以下の点に留意することが必要です。なお

個別に判断が困難な場合は、政府担当窓口に事前にご相談ください。また小規模

プロジェクトやシンク等、今後更なる検討が行われるものについて､具体的な要

望がある場合も幅広くご相談ください。 

  ①原子力施設（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文、P22） 

原子力施設から得られるクレジットについては、京都議定書の削減義務達、

成に使用することを「差し控える（refrain from）」こととされています。 

  ②シンク（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文パラ１０，１１、P22） 

第一約束期間において、吸収源（シンク）に関するＣＤＭプロジェクトに

ついては、植林・再植林に限定され、いわゆる森林経営によるＣＤＭ事業は

認められないことになっています。なお、植林・再植林に関する手続きにつ

いては、ＣＯＰ９（２００３年１２月）において決定されました。その内容

はこの利用ガイドの第３章をご覧ください。 

  ③小規模プロジェクト（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文パラ６、P21） 

以下の３分野の小規模な排出削減プロジェクトについては、通常のプロ

ジェクトに比して簡易な手続が適用されます。簡易な手続きとは、ベースラ

インの設定やモニタリングの実施、ＣＤＭ実施プロセスの簡略化等に関する

ものであり、ＣＤＭ理事会やＣＤＭ理事会の下に設置された専門家パネルの

議論を経て、ＣＯＰ８で基本的な部分については決定され、さらに簡素化手

法・手続きの付属文書となる小規模ＣＤＭプロジェクトのプロジェクト設計

書（ＰＤＤ）、プロジェクトタイプ別の具体的な簡素化された方法論、デバ

ンドリングを回避する規定について第７回ＣＤＭ理事会にて決定されました

（本章参考９参照）。 

－最大発電容量が１５メガワット（もしくは相当分）までの再生可能エネル

ギープロジェクト 

－エネルギー供給／需要面でエネルギー消費量を最大年間１５ギガワットア

ワー（もしくは相当分）削減する省エネプロジェクト 

－人為的排出量を削減するプロジェクトであって排出量が二酸化炭素換算で 

年間１５キロトン未満のもの 

  ④公的資金を伴うプロジェクト（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文前文、P20） 

政府も参加してプロジェクトを行う場合にあたっては、当該プロジェクト

に対する公的資金は、ＯＤＡが流用されてはならないとされており、プロ

ジェクト設計書（後述Ⅳ．４参照）において、政府の確認書を添付する必要
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があります。 

    また、公的資金を伴うプロジェクトを実施される場合、当該資金の性格や

全体コストに占めるシェアを勘案し、当該プロジェクトから得られるＣＥＲ

について政府と事業者の間での適切な配分を行うことが考えられます。 

 

３．早期ＣＤＭ（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文パラ１２、１３、P23、ＣＯＰ９決定） 

（１）京都メカニズムの中で、ＣＤＭについてはいわゆる「早期実施」を通じて第

一約束期間が始まる前にクレジットを取得することが可能となっています。 

（２）２０００年から２００１年１１月９日（ＣＯＰ７における京都メカニズム決

定の採択の前日）までに開始されたプロジェクト（project activity starting 

as of the year 2000）であって、２００５年末までにＣＤＭ理事会に提出され

たものについては、有効化（validation）及び登録(registration)を受ける資

格があり（※有効化、登録等の具体的な手続については後述Ⅳ．参照）、登録さ

れた場合、２０００年１月１日よりも遡らない範囲で、登録日以前のプロジェ

クト開始日からクレジットが獲得可能となります。他方、２００１年１１月１

０日以降に開始されたプロジェクトについても、ＣＯＰ９にて、２００５年末

までに登録されれば、それ以前のプロジェクトと同様に登録日以前のプロジェ

クト開始日からクレジットが獲得可能になりました。 

（３）「２０００年から開始されたプロジェクト」の「開始」の定義については、第

７回ＣＤＭ理事会で議論され、ＣＤＭプロジェクト活動の開始日は、プロジェ

クト活動の”implementation or construction or real action”が始まる日と
規定され、その日を書面で証明することが求められています。 

 

４．獲得されたクレジットの扱い 

ＣＤＭプロジェクト実施事業者が、獲得したクレジットについては、原則自由

に取引等を行なうことができます。ただし、吸収源からのＣＥＲの獲得や第 2 約

束期間へのバンキング等についても、いくつかの制限がありますので、詳細は

「Ⅴ．ＣＥＲ獲得後の手続や処分」を参照してください。 

 

 

Ⅱ．ＣＤＭ事業に関わる組織とは 

ＣＤＭプロジェクトを実施するに当たっては、ホスト国と投資国以外に京都議

定書締約国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ）、ＣＤＭ理事会、指定運営機関という３つの組

織が関与します。３つの組織の具体的な役割は以下のとおりです。 

１．ＣＯＰ／ＭＯＰ（→ＭＡ／ＣＤＭパラ２－４、P26.27） 

ＣＯＰ／ＭＯＰは京都議定書の実施に関する最高意志決定機関であり、以下の

ようにＣＤＭ実施に対する全般的な権限を有し、ガイダンスを与える立場にあ

ります。なお、ＣＤＭプロジェクト実施事業者が直接にＣＯＰ／ＭＯＰとやり
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とりするようなケースは想定されません。 

 ①ＣＤＭ理事会の手続について決定すること、 

 ②ＣＤＭ理事会の信任する運営組織及び信任基準について決定すること、 

 ③ＣＤＭ理事会が作成する年次報告のレビューを行うこと、 

 ④ＣＤＭプロジェクトや運営組織の地理的配分のレビューを行うこと 

 

２．ＣＤＭ理事会（Executive Board） 

 

（１）任務（→ＭＡ／ＣＤＭパラ５、P27） 

  ＣＤＭ理事会は、ＣＯＰ／ＭＯＰの下でＣＤＭ事業を実質的に管理・監督しま

す。その具体的な権能は以下のとおりです。 

①ＣＤＭ事業の手続に関する規約をＣＯＰ／ＭＯＰに提言すること、 

②ベースライン、モニタリング、プロジェクト境界に関する方法やガイドライ

ンの承認（本章Ⅳ．４及び参考６参照） 

③小規模プロジェクトの定義や当該プロジェクトに係る簡易な手続に関する規

定のレビュー（本章参考９参照） 

④運営組織の指定について、その基準やレビューとともにＣＯＰ／ＭＯＰへの

提示（後述３．参照） 

⑤運営組織の信任に係る事務 

⑥ＣＤＭプロジェクトの地理的配分に関するＣＯＰ／ＭＯＰへの報告 

⑦各種の手続や方法、ガイドラインについて決定する前に、少なくても８週間

のパブリックコメントを行うこと、 

⑧ＣＤＭ資金のアレンジのため、投資家に対するＣＤＭプロジェクトに関する

様々な情報の公表や提供を行なうこと 

⑨ＣＤＭ登録簿の開発・維持（本章参考８参照）  など 

 

（２）構成（→ＭＡ／ＣＤＭパラ７、８、P28/29） 

ＣＤＭ理事会の委員は、現在１０名であり、国連方式５地域代表の５名、附属

書Ⅰ国２名、非附属書Ⅰ国２名、島嶼国１名で構成されています（合計すると附

属書Ⅰ国から４名、非附属書Ⅰ国から６名になります）。我が国からは、経済産

業研究所理事長の岡松壯三郎氏がＣＤＭ理事会メンバーとして選任されており、

我が国としても全面的にバックアップしてまいります。なお、委員の任期は２年

となっています。（立ち上げ期は、５人は３年、残り５人は２年となっています

が、岡松壯三郎氏の任期は３年です。） 

 

（３）開催頻度・定足数（→ＭＡ／ＣＤＭパラ１３―１６、P30） 

ＣＤＭ理事会は年に３回以上開催されることになっており、定足数は附属書Ⅰ

国の多数（３名以上）、非附属書Ⅰ国の多数（４名以上）の参加を得て、３分の
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２以上（７名以上）が出席することが必要です。またＣＤＭ理事会には全締約国

の政府関係者やＵＮＦＣＣＣ（国連気候変動枠組条約事務局）の指定するオブ

ザーバー、利害関係者が全てオブザーバーとして参加することが出来ます。オブ

ザーバーの指定手続きは今後、ＣＤＭ理事会で決定されることになりますが、オ

ブザーバー参加を希望される場合には、政府担当窓口までご相談ください。 

 

（４）議決（→ＭＡ／ＣＤＭパラ１５、P30） 

ＣＤＭ理事会の議決は原則コンセンサスですが、それが困難な場合、出席メン

バーの４分の３の多数決によって決定されることになります。 

 

３．指定運営機関（Designated Operational Entity） 

指定運営機関とは、ＣＤＭ理事会からの信任に基づき、ＣＯＰ／ＭＯＰの指定

を受け、ＣＤＭプロジェクトが議定書１２条や関連ガイドラインの要件を満たし

ているかの内容をチェックし、当該プロジェクトに伴う追加的排出削減量の認証

作業を行う法人ないし国際機関のことをいいます。 

このように指定運営機関はＣＤＭプロジェクトに係わる手続きの中で重要な役

割を担うものであり、我が国の機関が運営機関として信任・指定を受けることに

より国内のプロジェクト参加者の利便性が高まることから、政府としてもそのた

めの支援策を講じていく予定です。 

なお、経済産業省としては、平成１４年度予算として運営機関の実務担当者向

けの研修コースを実施しました。また、平成１５年度も引き続き当該事業を平成

１６年１月及び２月に行います。 

 

（１）信任手続き（→ＭＡ／ＣＤＭパラ２０、附則Ａ、P30、P41） 

指定運営機関はＣＤＭ理事会によって信任を受けることになりますが、その

ためには人員面、資金面、責任体制、ＣＤＭに関する専門的知見、独立性、信

頼性等の面で厳しい基準をクリアすることが必要です。具体的な基準について

は、本ガイドの参考１をご覧下さい。また、指定運営機関の信任手続きや応募

様式については、２００２年８月のＣＤＭ理事会で決定しており（２００３年

１月のＣＤＭ理事会で改訂）、応募受付は同年８月９日より開始しております。

信任手続きや応募様式については、本章の参考２をご覧下さい。 

 

（２）指定運営機関の機能（→ＭＡ／ＣＤＭパラ２７、P31） 

ＣＤＭ理事会による信任を経てＣＯＰ／ＭＯＰから指定を受けた運営機関

（指定運営機関）は、以下の業務を行うことになります。 

※有効化、検証、認証等の具体的手続きについてはⅣ．を参照して下さい。 

①申請されたＣＤＭ事業の有効化審査 

②有効化されたＣＤＭ事業の排出削減についての検証、認証 

 57



③ホスト国の法令の遵守 

④有効化、検証、認証を行うＣＤＭプロジェクトとの利害関係のないことを 

証明 

⑤有効化、検証、認証を行うＣＤＭ事業のリストの維持・公開 

⑥ＣＤＭ理事会に対する年次報告の提出 

⑦ＣＤＭ理事会から求められた場合、ＣＤＭ事業者から得た情報を公表(但し、

企業秘密に関わる事項についてはＣＤＭ事業者の了解なしには公表しない。

ベースライン方法論や環境影響評価に関する情報は企業秘密とは見なさない)。 

 

（３）指定運営機関の指定取り消し（→ＭＡ／ＣＤＭパラ２１、P31） 

具体的な指定の取消しに係る手続は、以下の手順に則って行われます。指定

の取消しを受けた運営組織がその地位を回復する手続について明文の規定は存

在していませんが、再度指定の申請手続を行えば足ると考えられます。 

①ＣＤＭ理事会は指定運営組織に対するレビューの結果、信任基準を満たして

いない場合、ＣＯＰ／ＭＯＰに対して指定の停止・剥奪を勧告します。 

②ＣＤＭ理事会が上記①の勧告を行うに当たっては事前に、当該運営組織に聴

聞の機会を与えることとなっています。また、影響を受けるプロジェクト実

施者にも聴聞の機会を与えることとなっています。 

③ＣＤＭ理事会が上記①の勧告を行った場合は、ＣＯＰ／ＭＯＰが最終決定を

行うまでの間は暫定的に、指定が停止されます。 

④ＣＤＭ理事会が上記①の勧告を行う場合、当該運営組織は書面で通知を受け、

ＣＤＭ理事会の勧告内容、ＣＯＰ／ＭＯＰの決定は公表されます。 

 

（４）運営機関の指定停止・剥奪がプロジェクトに与える影響（→ＭＡ／ＣＤＭパ

ラ２２－２４、P31） 

自分のプロジェクトの有効化、検証、認証を行った指定運営機関の指定が停

止・剥奪されることは大きな問題であり、指定運営機関の資格停止・剥奪が公

表される場合は注意が必要です。 

マラケシュアコードでは、既に登録済みのＣＤＭプロジェクトについては、

有効化、検証、認証を行った運営機関の指定が停止・剥奪されたとしても「有

効化、検証、認証の内容に重大な問題がない限り」原則として影響を受けない

こととされています（ただし、いかなる場合が「重大な問題」に該当するかの

具体的基準は未だ整備されていません）。 

有効化、検証、認証の内容に大きな問題がある場合、ＣＤＭ理事会が指定す

る代理の運営組織が有効化、検証、認証内容のレビューを行います。 

レビューの結果、指定を停止ないし剥奪となった運営組織の有効化・検証・

認証に基づき、過剰なクレジットが付与されていた場合は、レビュー終了後３

０日以内に、当該指定を停止ないし剥奪となった運営組織は過剰分を獲得し、
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ＣＤＭ理事会が保有するＣＤＭ登録簿の相殺勘定（cancellation account）に

登録しなければなりません。 

なお、レビューに要する費用については、指定を停止ないし剥奪された運営

組織が負担することになります。 

 

Ⅲ．ＣＤＭの参加資格 

ＣＤＭを活用するためには、ホスト国、投資国が一定の参加資格を満たしている

ことが前提になります。 

なお、京都議定書発効前におけるＣＤＭプロジェクトの参加資格については、有

効化段階ではＣＤＭプロジェクト当事国（投資国・ホスト国）は気候変動枠組条約

批准国であれば参加資格があるとみなされますが、登録段階では京都議定書を批准

していなければ参加資格は認められません。 

 

１．担当政府機関の指定（→ＭＡ／ＣＤＭパラ２９、P32） 

（１） ホスト国、投資国の担当政府機関が具体的に指定されていることが必要です。

ＣＤＭの手続きにおいては、Ⅳ．で説明するように、ＣＤＭプロジェクトに

ついては、プロジェクトの承認が必要である他、運営組織から有効化、検証、

認証結果の通知の受付、ＣＤＭに対するレビュー要請その他、ホスト国、投

資国の政府の役割が規定されており、担当政府機関の指定が必要になります。

我が国においては、２００２年７月１９日に設置された京都メカニズム活用

連絡会（構成：内閣官房、経済省、環境省、外務省、農林水産省、国土交通

省）がこれに当たり、事業承認については本連絡会が行います。なお、事業

承認の申請については、連絡会のいずれの省庁においても受理できるように

なっております。 

（２） 経済産業省では、産業技術環境局環境政策課に設置された京都メカニズムヘ

ルプデスク室が窓口となり、プロジェクトの承認のみならず、ＣＤＭプロ

ジェクトの実施全般に関し、幅広くご相談に対応していくこととしています。 

 

２．ホスト国の参加資格（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３０、P32） 

非附属書Ⅰ国がＣＤＭプロジェクトのホスト国となるためには、京都議定書を

批准していることが必要です（２００３年１１月２６日時点の各国の批准状況に

ついては、第１章の表参照）。 

 

３．投資国の参加資格 

（１） 附属書Ⅰ国の参加要件（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３１、P32） 

附属書Ⅰ国が、ＣＤＭ事業を通じて取得したＣＥＲを京都議定書第３条に規定

する削減目標達成のために使用するためには、以下の要件を満たしておく必要が

あります。ただし、削減目標達成を一義的に担っているのは、日本国政府ですの
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で、ＣＤＭ実施事業者が直接的に負う事項はありません。 

① 京都議定書の締約国であること 

② 京都議定書の規定に基づき、初期割当量が確定されていること 

③ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、国内における排出量、

吸収量の算定システムを有していること 

④ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づく国別登録簿を有している

こと 

⑤ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、直近のインベントリー

が提出されていること（第１約束期間については、内容審査は排出源からの

排出量のインベントリーにかかわるものに限られ、吸収源のインベントリー

については提出の有無のみをチェック） 

⑥ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、初期割当量の算定に関

する補足情報が提出されていること 

 

（２）参加資格の発生（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３２、P33） 

  附属書Ⅰ国は、上記の参加資格を満たしていることを事務局に報告してから、

１６ヶ月間の間に、京都メカニズムの参加資格を管轄する遵守委員会執行部か

ら特段の問題提起がなされない限り、参加資格を満たしているとみなされます。

また遵守委員会執行部が参加資格との関係で問題を提起しない旨の決定を行っ

た場合、１６ヶ月経過する以前の段階でも参加資格が発生します。 

遵守委員会執行部は、京都議定書第３条に基づく温室効果ガス削減義務の履

行、第５条１項、第７条１項及び４項の報告義務の履行、京都メカニズムの参

加資格について判断責任を有しており、１０名（国連方式５地域代表の５名、

附属書Ⅰ国２名、非附属書Ⅰ国２名、島嶼国１名）で構成されます（合計する

と附属書Ⅰ国４名、非附属書Ⅰ国６名になります）。 

 

（３）条約事務局によるリストの公表（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３４、P33） 

  条約事務局は、京都議定書を批准した非附属書Ⅰ国および３．の参加資格を

満たしていない国もしくは資格停止を受けた附属書Ⅰ国のリストを公表します。

（公表方法としては、条約事務局のホームページ＜http://www.unfccc.int/＞

への掲載などが想定されます。）我が国の参加資格が発生した場合、条約事務

局が有する無資格国リストから外れると同時に、我が国政府も内外にその旨を

適切な方法で公表する予定です。 

 

４．民間企業の参加（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３３、P33） 

（１） マラケシュアコードでは、「締約国による民間／公的主体（private and/or 

public entities）のＣＤＭへの参加の承認（authorization）」が明文化さ

れており、民間企業のＣＤＭの参加が想定されています。日本国の法人のＣ
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ＤＭへの参加承認については、後ほどご説明する政府によるＣＤＭプロジェ

クトの承認がこれに該当します（本章Ⅳ．１参照）。 

（２） 締約国政府が民間企業の参加を承認した場合であっても、京都議定書の履行

義務は、引き続き当該政府の責任になります。 

（３） また、民間企業がＣＥＲの移転・獲得を行うためには、その時点で民間企業

の参加を承認した締約国がＣＥＲの移転・獲得を行う資格を有していること

が必要です。ただし、ＣＤＭ理事会によるＣＥＲの発行自体については、投

資国政府の参加資格の発生が要件になっておりませんので、我が国の参加資

格が発生する以前からＣＤＭプロジェクトの手続を進めて問題ありません。 

 

５．参加資格を喪失した場合とその回復手続き（→ＭＡ／遵守 XV．パラ４、X．パ

ラ２） 

（１）仮に遵守委員会執行部が、ある附属書Ⅰ国が、ＣＥＲを目標達成に使用する

ために必要な上記３．（１）の資格を満たさなくなったと判断した場合、当該

附属書Ⅰ国の参加資格が停止されることになります（この場合、参加承認を

受けた民間企業も同様の扱いとなります）。 

（２）資格停止となった附属書Ⅰ国は、所要の措置を講じた上で、遵守委員会執行

部に対して資格回復の申請を行うことができます。専門家審査チームが

チェックを行い、参加資格に係わる問題が解決したとの報告書を提出した場

合は、遵守委員会執行部が「引き続き問題がある」との決定を下さない限り、

参加資格が回復されます（これに伴い、民間企業の参加資格も回復されるこ

とになります）。なお、遵守委員会で「問題がある」との決定を下すには、出

席者の４分の３以上、かつ附属書Ⅰ国、非附属書Ⅰ国それぞれで過半数の支

持を得ることが必要です。 

 

Ⅳ．ＣＥＲ獲得までの手続 

 

ＣＥＲを獲得するまでには、諸々のステップを踏んで指定運営機関、ＣＤＭ理事

会の審査を受ける必要があります。ここでは、ＣＤＭプロジェクトを行おうとする

事業者がＣＥＲを獲得するために、どのような手続を踏めばよいのか等についてご

説明します。 

 

１投資国、ホスト国によるＣＤＭプロジェクト承認（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４０（ａ）、

P35） 

 ＣＤＭプロジェクトを実施しようとする事業者は、投資国とホスト国からＣＤＭ

プロジェクト実施に関して書面で承認を得ておく必要があります。この承認書は、

５．で説明する指定運営機関によるＣＤＭプロジェクト有効化手続きの際に、指定

運営機関に提出する必要があるものです。 

 61



  

(1)日本国政府による承認手続 

 日本国政府によるプロジェクト承認は、指定運営機関やＣＤＭ理事会が行うよ

うなプロジェクト内容の審査を目的とするものではなく、むしろ日本政府が、日

本企業の関与しているＣＤＭプロジェクトを把握し、必要に応じ支援することを

趣旨とするものです。 

 我が国の承認決定を行う機関としては、先述の通り京都メカニズム活用連絡会

と決定いたしましたが、承認申請に当たっての詳細な手続き（承認申請書等）に

ついては２００２年１０月１６日に決定し、同年１０月１８日より承認申請の受

付を開始しました（本ガイドはじめに 参考３参照）。 

 ①政府担当窓口 

事業承認の窓口となり、またプロジェクトの開始から京都議定書に基づく排

出削減量等の発行に至るまでの側面支援を行うプロジェクト支援担当省庁につ

いては、内閣官房、経済産業省、環境省、外務省、農林水産省、国土交通省の

中からプロジェクト実施者が選択することが可能となります。事業承認申請の

みならず側面支援も行う担当省庁を選択するということとなりますので、当該

ＣＤＭプロジェクトの性格に照らして最も知見を有している政府の省庁に承認

申請を行なうことが適当と考えられます。経済産業省では、環境政策課に設置

された京都メカニズムヘルプデスク室が、プロジェクト実施に係る相手国政府

との連絡・調整や承認手続き等を含め、種々のご相談事項に対応させていただ

きます。 

 ②申請に係る手続き及び提出書類 

以下の項目を盛り込んだ申請書類を作成し、上記いずれかの政府担当窓口に提

出していただくこととなります。 

◇実施主体（国内及びホスト国における実施主体の名称、担当者名、住所、連絡

先） 

 ◇プロジェクト概要 

・ プロジェクトの名称 

・ プロジェクトの対象地区の概要 

・ プロジェクトの概要 

・ プロジェクトの対象とする温室効果ガス 

・ プロジェクトの実施スケジュール 

・ ホスト国の持続可能な開発の達成の支援 

・ ホスト国の承認の可能性に関する情報 

・ 環境への影響 

・ 資金源 

・ ベースライン 

・ 予想される温室効果ガス排出削減量又は吸収量 等 
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 ③政府部内における申請の処理、及び承認の発出 

冒頭述べたように、プロジェクト内容の実質的審査を目的とするものではない

ため、政府担当窓口として、申請書類を受理すれば、提出書類につき不備がな

いかを確認の上、承認基準に照らし承認書の発出・送付を行います。仮に、形

式要件不備の場合には、その旨を申請事業者にご連絡します。 

 ④公的資金に関する情報 

ＣＤＭプロジェクトが公的資金を伴うものである場合、指定運営機関に提出

されるプロジェクト設計書（４．参照）に、「公的資金の使用がＯＤＡの流用

（diversion）ではない」旨の確認書を添付する必要があります。 

 

(2)ホスト国による承認の手続 

ホスト国によるプロジェクト承認については、別途、ホスト国が定める国内手続

きに基づいて行われます。ホスト国政府との関係等で不明な点等あれば、政府担

当窓口までご相談下さい。 

 

２．指定運営機関の選定（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３５、P34） 

指定運営機関が、ＣＤＭ事業者の提出するプロジェクト設計書（後述４．参

照）の内容に基づき、ＣＤＭに係る各種要件に照らして、当該プロジェクトを事

前に審査するプロセスを有効化（Validation）と言います。このため、有効化の

手続きに入る前に、指定運営機関を選定する必要があります。指定運営機関はⅡ．

３でご説明した手続きにしたがってＣＤＭ理事会が信任し、ＣＯＰ／ＭＯＰが指

定することになります（詳細なプロセスは本章参考２参照）。指定運営機関のリ

ストは公表（条約事務局のホームページ＜http://cdm.unfccc.int/DOE＞）され

ますので、その中から適当な機関を選んでいただき、契約に基づき、プロジェク

トの有効化を依頼することになります。 

 

３．地元利害関係者からのコメント及び環境影響評価の実施 

（１）地元利害関係者からのコメント（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３７（ｂ）、P34） 

指定運営機関に提出するプロジェクト設計書の中で、ＣＤＭ実施事業者は、地

元利害関係者（local stakeholder）からのコメントを受付け、コメントに対し

ていかなる対応をしたかを盛り込む必要があります。「利害関係者」とは「ＣＤ

Ｍプロジェクトによって影響を受ける、もしくは受ける可能性のある個人、グ

ループ、共同体（community）などの一般人」とされており、「地元利害関係者」

の対象範囲の絞り方やコメント受付期間等の具体的な手続きについては、明確で

はありません。今後、ＣＤＭ理事会において個別案件の蓄積を通じて相場が形成

されてくると思われますが、ＣＤＭ事業推進の不要な妨げとなるような非合理的

なものにならないよう、ＣＤＭ理事会での働きかけを行っていく予定です。   
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（２）環境影響評価（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３７（ｃ）、P34） 

プロジェクト設計書には、当該プロジェクトの実施地点及びその周辺地域への

環境影響分析を盛り込むことが必要です。また環境への影響が大きいと判断され

る場合には、環境影響評価を実施する必要があります（環境影響分析は、環境影

響評価に比して相当程度簡略化されたペーパーで足りると解されています）。こ

のため、プロジェクト設計書の提出に先立って環境影響分析（もしくは評価）の

実施が必要になります。ただし、環境影響分析、環境影響評価の要否、手続き、

両者の区別等については、ホスト国の国内手続きに従って行うこととされており、

ホスト国で求められる以上の作業を行う必要はありません。このため、ホスト国

の国内制度を事前によく調査する必要があります。 

 

４．プロジェクト設計書（ＰＤＤ）の提出 

（１） プロジェクト設計書（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３７、P34） 

ＣＤＭ実施事業者は、プロジェクト設計書を指定運営機関に提出し、当該指定

運営機関の有効化審査を受けます。プロジェクト設計書には以下のような項目が

盛り込まれていることが必要です（詳細は本章参考４をご覧下さい）が、具体的

なプロジェクト設計書の様式については、条約事務局のホームページ＜

http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents＞に掲載されています（小規模プ

ロジェクト用のＰＤＤも同サイトに掲載されています）。またプロジェクト設計

書作成上、重要な位置づけを占めるベースライン、クレジット期間、リーケージ、

モニタリングについては、下記の（２）～（５）をご覧下さい。 

① プロジェクト概要 

② 使用するベースライン方法 

③ プロジェクトの推定される実施期間及び選択したクレジット獲得期間 

④ プロジェクトがない場合に比べての追加的な排出削減が生じていることの

説明 

⑤ 環境影響分析、必要に応じた環境影響評価の結果 

⑥ 公的資金に関する情報とＯＤＡの流用でないことの宣誓書 

⑦ 利害関係者のコメントとそれへの対応 

⑧ モニタリング計画 

⑨ 追加的な排出削減に関する計算 

⑩ 参考資料 

 

（２）ベースライン（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４３―４８、P36/37） 

ベースラインとは、当該ＣＤＭプロジェクトが存在しなかった場合に、生じて

いたであろう温室効果ガスの排出状況の予想を意味します。ベースラインとプロ

ジェクトの実施による実際の温室効果ガス排出量との差分が、クレジットとして

発行されることになるため、ベースラインの設定方法は極めて重要です。ベース
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ラインは以下の考え方に基づいてプロジェクト実施事業者が設定することになり

ます。 

① ＣＤＭ理事会に承認された方法を用いること（新たな方法を用いる場合、

５．（２）の手続きが必要となります。） 

② ベースラインの設定における方法論、前提条件、パラメーター、データ

ソース等については、プロジェクトの不確実性を考慮に入れて、透明性、

過剰にクレジットを算定しないように防止することを担保すること 

③ プロジェクトベース（個々のプロジェクトに応じて設定されるもの）であ

ること 

④ 一定の要件を満たす小規模ＣＤＭプロジェクトについては、簡易な手続を

とること 

⑤ホスト国における様々な情勢を考慮したものであること 

⑥ ベースラインの方法論選定については、以下の中から最も適切なものを選

択すること 

      ・これまでの実績排出量のうちで適切なもの 

    ・経済的に最適な技術を用いた場合の排出量 

    ・過去５年間において実施された類似のプロジェクトであって、その活動が

同一の分野において上位２０％に入っているものにおける平均排出量 

   

ベースラインの設定方法に関しては、専門家の知見を踏まえ、ＣＤＭ理事会が、

更に詳細なガイドラインを作成することになっています。２００２年６月に開催

された第４回ＣＤＭ理事会において専門家パネルが設置されましたが、これまで

検討がなかなか進んでおりません。詳細なガイドライン作成という進め方ではな

く、実際のプロジェクト申請に先立ち行われる新ベースライン方法論

（methodology）の承認申請を専門家パネルが検討し、理事会で決定するプロセ

スの蓄積によって今後、詳細が固まっていきます。なお、小規模プロジェクトに

関するベースラインの簡素化手続きについては、第７回 CDM 理事会でプロジェク

トタイプ別の具体的な簡素化された方法論が決定されました（本章参考９参照）。

我が国としてもＣＤＭ理事会のメンバーになっていることから、ベースライン方

法論の承認に当たって、引き続き積極的にインプットを図っていく予定です。 

 

（３）クレジット期間（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４９、P37） 

  クレジット期間とは、ＣＤＭプロジェクトからＣＥＲを生み出すことができ

る期間のことです。プロジェクト設計書の中で、プロジェクト実施事業者は以下

の２つのアプローチから選択をすることになります。 

  ①最大７年で、最多２回まで更新可能（計２１年）。但し、更新に当たっては、

指定運営組織がベースラインの有効性もしくは新たなベースラインの使用につ

き判断を行い、ＣＤＭ理事会に対して通知することが必要です。 
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②最大１０年、更新なし。 

   

（４）リーケージ（→ＭＡ／ＣＤＭパラ５０－５２、P37） 

リーケージとは、プロジェクト境界（project boundary）の外で生ずる温室

効果ガスの排出増であって、「計測可能であり、かつプロジェクトとの因果関係

があるもの（measurable and attributable to the CDM project）」 をいいま

す。プロジェクト境界とは、「プロジェクト実施事業者の管理が及ぶ顕著な

（significant）全ての人為的温室効果ガス排出であって、その要因をＣＤＭプ

ロジェクトに帰することが妥当な（reasonably attributable）もの」と定義さ

れています。ＣＤＭプロジェクトによる追加的排出削減量を計算する際に、

リーケージが生じている場合は、その分が差し引かれることになります。ただ

し 、 measurable や significant と は ど の 程 度 な の か 、 reasonably 

attributable とはどの程度の因果関係を意味するのか等は現在のところ明確で

はありません。今後、個々のプロジェクトに応じてＣＤＭ理事会で判断されて

いくことになりますが、ＣＤＭ事業をディスカレッジするような非合理的なも

のにならないよう、ＣＤＭ理事会の場で働きかけを行っていく予定です。 

 

（５）モニタリング計画（→ＭＡ／ＣＤＭパラ５３―５５、P38） 

モニタリングとは、プロジェクトの実施に伴う実際の排出量を計測・評価する

ことです。ベースラインとモニタリングを通じて計測された実際の排出量との差

分がＣＥＲの発行につながるため、ベースライン設定と並び、モニタリングの厳

密な実施も極めて重要です。 

 モニタリング計画は、ベースラインと同様、既にＣＤＭ理事会で承認した方法

論を用いることが求められ、以下のような項目が盛り込まれていることが必要で

す（新たな方法論を用いる場合は５．（２）の手続きが必要）。なお、小規模プロ

ジェクトについては簡便な手続き（本章参考９参照）が適用されます。 

 

① クレジット期間内におけるプロジェクト境界内の全温室効果ガスの計測・評

価に必要な全関連データを収集し保存すること 

② クレジット期間内におけるプロジェクト境界内のベースライン設定に必要な

全関連データを収集し保存すること 

③ クレジット期間内にプロジェクト境界外で生じた排出量増加であって、プロ

ジェクトと因果関係のあるものに関するデータを収集し保存すること、 

④ 環境影響分析及び評価に関する情報を収集し保存すること、 

⑤ モニタリングプロセスの品質保証や品質管理手続 

⑥ ＣＤＭ事業からの排出削減量やリーケージを定期的に計測するための手続 

 

モニタリングの方法に関しては、専門家の知見を踏まえ、ＣＤＭ理事会が、更
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に詳細なガイドラインを作成することになっています。２００２年６月に開催さ

れた第４回ＣＤＭ理事会において専門家パネルが設置されましたが、これまで議

論がなかなか進んでおりません。詳細なガイドライン作成という進め方ではなく、

実際のプロジェクト申請に先立ち行われる新規モニタリング計画の承認申請を専

門家パネルが検討し、理事会で決定するプロセスの蓄積によって今後、詳細が固

まっていきます。なお、小規模プロジェクトに関するモニタリング計画の簡素化

手続きについては、第７回 CDM 理事会にてプロジェクトタイプ別の具体的な簡素

化された方法論が決定されました（本章参考９参照）。我が国からもＣＤＭ理事

会のメンバーになっていることから、モニタリング計画の承認に当たって、引き

続き積極的にインプットを図っていく予定です。 

 

５．指定運営機関による有効化審査 

プロジェクト設計書の提出を受けた指定運営機関は、以下のようなステップを

踏んで有効化審査を行います。 

（１） 有効化の要件のチェック（→ＭＡ／ＣＤＭパラ３７(a)～(g)、P34） 

提出されたプロジェクト設計書を踏まえ、以下のようなＣＤＭプロジェクトの

要件が満たされているかどうかを審査します。 

① ＣＤＭのホスト国、投資国（日本政府）の政府担当窓口が決まっていること 
② ホスト国が京都議定書を批准していること 
③ プロジェクト実施者が、利害関係者のコメントを受け付け、対応結果を提出
していること 

④ プロジェクト実施者が、ホスト国の手続きに従い、環境影響分析もしくは環
境影響評価を実施していること 

⑤ プロジェクトが存在しなかった場合に比べて追加的な排出削減があること 
⑥ ＣＤＭ理事会によって既に承認されたベースライン、モニタリング方法論を
用いていること（新たな方法論を用いる場合は、下記（２）の所定の手続き

を踏んで承認されたものであること） 

⑦ モニタリング方法論が規定に従ったものであること 
⑧ プロジェクトがマラケシュアコード、ＣＯＰ／ＭＯＰやＣＤＭ理事会での関
連決定に沿ったものであること 

 

（２）新たなベースライン、モニタリング方法論が用いられている場合の扱い（→

ＭＡ／ＣＤＭパラ３８、３９、P35） 

既にＣＤＭ理事会で承認されているベースライン、モニタリング方法論とは別

の新たな方法論が用いられている場合は、指定運営機関の有効化に先立って、Ｃ

ＤＭ理事会によるレビューが行われます（本章参考６参照）。ＣＤＭ理事会は最

大４か月以内に新たな方法論を審査し、承認した場合にはその旨が公表され、有

効化手続きを前に進めることができます。ただし、ＣＤＭ理事会から承認を受け
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たベースライン、モニタリング方法論についてＣＯＰ／ＭＯＰから見直しの要請

が来た場合、今後、当該方法論を用いることはできなくなり、ＣＯＰ／ＭＯＰか

らの指示に基づく見直しが必要になります。なお、この場合であっても、当該方

法論に基づいて既に登録を受け、クレジット期間に入っているプロジェクトは影

響を受けません。 

    ２００３年３月からベースラインとモニタリング計画の新方法論の申請受付

が開始され、これまで第９回から第１１回ＣＤＭ理事会にて３５件の方法論が審

査されました。（本章参考７参照） 

 

  また、方法論審査の過程において、指定されたＯＥ（ＤＯＥ）が行うべき個

別プロジェクトの審査との混同が見られたため、追加性の立証、新方法論審査様

式、排出係数の計算方法等についてガイダンスが出されるとともに、事業者との

コミュニケーションを加える等新方法論審査手続きも改訂されました。 

 特に、提案されたプロジェクトの排出量が、「そのプロジェクトなかりせばの

場合」と比較して追加的に削減されること（いわゆる追加性）の立証については、

個別プロジェクトの追加性の説明は、ＤＯＥがＰＤＤ本体を見て審査すること、

そして方法論パネルは、方法論として追加性をどのように説明するかを審査する

ことが確認されました。また、追加性の説明の仕方の例として下記のようなツー

ルを用いることが認められました。 

① 複数の起こりうるベースラインオプションから最も起こりうる１つのオプ 

ションを示す 

② 複数の起こりうるベースラインオプションの量的・質的な評価を行い、提

案されているプロジェクト以外の事例がより起こりやすいことを示す 

③  提案されたプロジェクトは実現を妨げている障害があることを量的・質的

な評価によって示す 

④ 提案されたプロジェクトは、その地域では常識的には起こりそうもない、

あるいはその国の政府の法律・規制で求められていないことを示す 

 

（３）ホスト国、投資国の承認書等の確認（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４０（ａ）、P35） 

ＣＤＭ実施事業者から提出されたホスト国、投資国（日本政府）からプロ

ジェクト承認書、当該プロジェクトが持続可能な発展に資する旨のホスト国か

らの確認書を確認します。 

 

（４）プロジェクト設計書の公表・パブリックコメント（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４０

（ｂ）―（ｃ）、P35 及び第９回ＣＤＭ理事会報告書 Annex7） 

  指定運営機関は、ＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイトにリンクしているプロジェクト設計書が   

掲載されるウェブサイトを立ち上げるか、あるいは直接ＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイト上で   

プロジェクト設計書を公表するかのいずれかを行います。また、指定運営機関は事務   
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局に対しウェブページのアドレス、ＣＤＭプロジェクトの名称、有効化要件へのコメント

の開始日と締め切り日につきプロジェクト設計書が公表される１０日前に通知します。 

  事務局はＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイト上に指定運営機関のウェブページのリンクを貼

るか、あるいはプロジェクト設計書を掲載します。事務局は、ＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイト

上とＣＤＭニュースにてプロジェクト設計書の掲載場所、ＣＤＭプロジェクトの名称、有

効化要件へのコメントの開始日と締め切り日につきアナウンスします。事務局はアナ

ウンスされた段階で直ちに指定運営機関に告知します。 

  指定運営機関は、ＣＤＭ実施事業者から提出されたプロジェクト設計書を公表し、

３０日以内にＣＤＭ事業の有効化要件につき、締結国、利害関係者、ＵＮＦＣＣＣが指

定するＮＧＯからのコメントを受け付け、そのコメントは公表されます。 

（５）有効化の決定（→ＭＡ／ＣＤＭ４０（ｄ）～（ｅ）、P35） 

コメント受付期間を経過した後、指定運営機関は、プロジェクト設計書等、

実施事業者から提出された資料や、受領されたコメントを踏まえて、当該ＣＤ

Ｍプロジェクトの有効化の可否を決定します。有効化が決定された場合、指定

運営機関からプロジェクト実施事業者に対して、有効化の確認とＣＤＭ理事会

への有効化報告の提出（これが６．の登録要請に該当します）の日程を通知し

ます。有効化の決定がなされなかった場合は、その理由を通知することとなり

ます。 

  

６．ＣＤＭ理事会による登録 

（１） 指定運営機関からの登録要請（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４０（ｆ）、（ｇ）、 

P36） 

指定運営機関は、有効化を決定した後、ＣＤＭ理事会に対し、プロジェクト設

計書、ホスト国からの確認書、受領したコメントへの対処を含む有効化報告書

を提出し、当該ＣＤＭ事業の登録を要請すると同時に、同報告書を公表します。

登録（registration）とは、ＣＤＭ理事会がプロジェクトをＣＤＭプロジェク

トとして公式に受け入れることであり、その後の検証（verification）、認証

（certification）、ＣＥＲの発行（issuance）といった一連のプロセスの前提

条件となります。詳細な手続きについては、第９回ＣＤＭ理事会で決定されて

います。 

なお、登録費用（Registration fee）については、以下の通りＣＯ２の削減

量別に５段階に分類することが決定されています。 

   
クレジット期間中の平均ＣＯ２換算削減量 US $ 

15,000トン以下 5,000 
15,001トン～50,000トン 10,000 

50,001 トン～100,000トン 15,000 
100,001トン～200,000トン 20,000 

 

200,001トン以上 30,000 
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（２）ＣＤＭ理事会による登録決定（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４１、P36） 

指定運営機関がＣＤＭ理事会に対して登録要請をした日から８週間以内に、

関係国（すなわち、日本国政府とホスト国政府）やＣＤＭ理事会の委員３名以

上から有効化要件に関するレビュー要請がなければ、当該ＣＤＭ事業はＣＤＭ

理事会の登録を受けることになります。 

 

（３）ＣＤＭ理事会によるレビュー（→ＭＡ／ＣＤＭパラ４１―４２、P36） 

   レビュー要請があった場合、ＣＤＭ理事会は遅くとも次回ＣＤＭ理事会会合

までにレビューを終了し、決定内容及びその理由をプロジェクト参加者に通知

するとともに、公表することとされています。なお、登録されなかったプロ

ジェクトは、適切な見直しを行えば、再度、有効化や登録の手続を行うことが

できます（本章参考１０参照）。 

 

７．ＣＤＭ実施事業者によるモニタリング 

ＣＤＭ理事会の登録を受けたプロジェクトはＣＤＭプロジェクトとして実施に移

されますが、ＣＥＲを獲得するためには、プロジェクトから実際に温室効果ガス

の追加的な排出削減が生じていることが必要です。そのため、プロジェクト実施

後にモニタリング、検証、認証といった一連のプロセスが必要になります。 

（１）ＣＤＭ実施事業者によるモニタリング計画の実施（→ＭＡ／ＣＤＭパラ５６

－５８、P38.39） 

プロジェクト実施後、ＣＤＭ実施事業者は、プロジェクト設計書に記載したモ

ニタリング計画を実施することとなります。プロジェクト設計書に記載されたモ

ニタリング計画を実施することは、後述するクレジットの発行及び発行の前提と

なる検証や認証の条件となっています。 

   仮にモニタリング計画を変更する場合は、計画変更がより正確なモニタリング

実施のための改善に資することをＣＤＭ実施事業者が証明し、指定運営組織の審

査を経て有効化の判断を受けることが必要です。 

 

（２）モニタリング結果の報告（→ＭＡ／ＣＤＭパラ５９－６０、P39） 

  ＣＤＭ実施事業者は、指定運営機関に対し、モニタリング結果を報告します。

モニタリング結果報告を踏まえ、ベースライン排出量から実際の排出量を差し引

き、リーケージ分を調整した上で、モニタリング期間中にＣＤＭ事業から生じた

ＣＥＲが計算されることになります。 

 

８．指定運営機関による検証 

（１）検証（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６１、P39）  

検証（verification）とは、指定運営組織が、プロジェクト実施事業者のモニ

タリング報告を踏まえ、定期的に行う独立のレビューであり、ＣＤＭ事業による
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人為的な排出量削減を事後的に決定し、ＣＥＲ発行の基礎となる重要なプロセス

です。検証を行なう頻度について具体的規定はありませんが、年一回程度を想定

しているものと思われます。 

 

（２）検証手続（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６２（ａ）－（ｇ）、P39,40） 

指定運営組織は、プロジェクト実施事業者から送付されたモニタリング報告を

公表すると共に、以下のような検証を実施します。  

① 事業者から提出されてくる各種書類が、登録されたプロジェクト設計書の内
容と齟齬がないかを確認 

② 必要があれば立入検査等も実施し、プロジェクト実績のレビューや地元利害
関係者のインタビュー、計測データの収集、モニタリング計測器の正確性

チェックを実施 

③ 必要に応じ、他の情報源からのデータも使用 
④ モニタリング結果をレビューし、モニタリング方法論が正しく適用され、書
類が完全で透明性のあるものであることを認証 

⑤ 必要があれば、モニタリング方法論の変更を勧告 
⑥ ①～③及びあらかじめ設定したベースラインを用いてＣＤＭプロジェクトが
存在してなければ生じてなかった排出削減量を決定 

⑦ 現実のプロジェクト活動と登録済みのプロジェクト設計書との間に不一致が
ある場合、事業者に通知し、追加的情報を聴取 

 

（３）検証報告書の提出（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６２（ｈ）、P40） 

指定運営機関は、上記の手続きを経て、ＣＤＭ事業参加者、関係国（日本国政

府及びホスト国政府）、及びＣＤＭ理事会に対して、検証報告書を通知し、報告

書内容を公表します。 

 

９．指定運営機関による認証（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６１、６３、P39,40） 

  認証（certification）とは、指定運営機関が上記８．の検証報告書を踏まえ、

一定期間内にＣＤＭ事業が達成した追加的排出削減量（当該プロジェクトが存在

しなければ発生していなかった削減量）を書面で確認することをいいます。指定

運営組織は、当該認証後、速やかにＣＤＭ実施事業者、関係国（日本国政府及び

ホスト国政府）、ＣＤＭ理事会に対して書面で認証報告書を通知し、その内容が

公表されます。 

  指定運営機関からＣＤＭ理事会への認証報告書の提出をもって認証された量に

相当するＣＥＲの発行をＣＤＭ理事会に要請したことになります。検証報告書と

認証報告書の違いについては、前者が指定運営機関によるチェックプロセスの報

告であるのに対し、認証報告書の提出はＣＤＭ理事会に対するＣＥＲの発行要請

を意味するという点です。例えば検証報告書を数回提出した後、当該検証期間を
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まとめて認証報告書を提出することも有り得ます。 

 

10．ＣＤＭ理事会によるＣＥＲの発行 

（１）指定運営機関によるＣＥＲ発行の要請（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６４、P40） 

指定運営機関が行うＣＤＭ理事会への認証報告書の提出によって、認証された

排出削減量と同量のクレジット発行がＣＤＭ理事会に申請されたこととなります。 

 

（２）ＣＤＭ理事会によるＣＥＲ発行決定（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６５、P40） 

ＣＤＭ理事会が、指定運営機関からの認証報告書を受理し、１５日以内に関係

国（すなわち日本国政府及びホスト国政府）かＣＤＭ理事会委員のうち少なくて

も３人以上がレビューを要請しない限り、ＣＥＲが発行されることになります。 

 

（３）ＣＤＭ理事会によるレビュー（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６５、P40） 

レビューについては、詐欺や指定運営機関の能力不足による原因といった事項

に限定し、以下の手続で行われます。 

①ＣＤＭ理事会は、上記（２）のレビュー要請を受け、次回の会合で対応を決定

し、レビュー要請が正当であると判断された場合、レビューを実施し、クレ

ジット発行の是非を決定。 

②レビュー実施の決定後、３０日以内にレビューを終了。 

③ＣＤＭ理事会は、ＣＤＭ実施事業者にレビュー結果を通知し、クレジット発行

の是非についての決定及びその理由を一般に公表。 

 

（４）ＣＥＲの発行（→ＭＡ／ＣＤＭパラ６６、P40） 

ＣＤＭ理事会からのクレジット発行指示を受け、今後特定される予定のＣＤＭ

登録簿管理者は、遅滞なくクレジットをＣＤＭ理事会の保留口座（pending 

account）に発行します。発行後、ＣＤＭ登録簿管理者は以下を速やかに実施しま

す。ＣＤＭ登録簿についての詳細は本章の参考８をご覧下さい。 

 ①保留口座に発行されたＣＥＲからＣＤＭの事務コスト、途上国の適応活動に

必要な収益の配分（Share of Proceeds）に相当する分を、ＣＤＭ登録簿内に

設けられた口座に移転します。なお、途上国の適応活動に必要な収益の配分

（Share of Proceeds） は発行されるクレジットの２％、事務コストに必要な

収益の配分（Share of Proceeds） はＣＤＭ理事会で検討し、ＣＯＰ／ＭＯＰ

で決定されることになっています。 

 ②上記①の後、収益の配分（Share of Proceeds）を差し引いた残りのクレジッ

トは、ＣＤＭ実施事業者、ホスト国及び投資国の要請に応じて、各々の登録簿

口座に移転されます。 
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Ⅴ．ＣＥＲ獲得後の手続や処分  

 

１．ＣＤＭ登録簿と国別登録簿との関係 

（１） ＣＤＭ事業に伴うＣＥＲはＣＤＭ登録簿の保留口座に発行され、上記のとお

り、収益の配分（Share of Proceeds）を差し引いた後、要請に応じてプロ

ジェクト実施事業者の口座に移転されることになりますが、そのためには日

本の国別登録簿が整備され、その中にプロジェクト実施事業者の口座が開設

されることが前提になります。したがって国別登録簿が整備されるまでの間

は、発行されたＣＥＲはＣＤＭ理事会の下でＣＤＭ登録簿管理者が管理する

ＣＤＭ登録簿内に保管されることとなります。 

（２）日本政府が保有・管理すべき国別登録簿については、京都メカニズム活用の

ための基本的なインフラ整備の一環として、平成１４年度よりシステム開発

を開始いたしました。経済産業省は、約１億円の予算を計上し、口座開設機

能、口座間のクレジット移転機能等について開発を進めています。平成１５

年度には、国別登録簿の試行的運用を経て、国際交渉の動向等を踏まえなが

ら、更にシステム開発を進めていく予定です。（予算規模：約１億円程度） 

 国別登録簿が整備された後は、プロジェクト実施事業者は、取得クレジッ

トを事業者自身が国別登録簿に開設した口座に移転することが可能になりま

す。 

 なお、当該登録簿については、地球温暖化対策推進本部幹事会決定に従い、

環境省と協力してシステム開発を行っております。 

 

２．国別登録簿への移転手続 

以下のような手続が想定されます。 

（１） まず、ＣＤＭ実施事業者は、国別登録簿において口座を開設する申請を、国

別登録簿管理者（経済産業省及び環境省）あてに申請していただきます。具

体的な手続きについては、決定次第、公表周知いたします。 

（２） その後、ＣＤＭ登録簿管理者へ、日本国の国別登録簿に開設した口座（ＣＤ

Ｍ実施事業者の個別保有口座となります）に、クレジットを移転する旨の連

絡をしていただくことが想定されます。 

 

 

３．事業者間のクレジット移転について 

（１） ２００８年から開始される排出量取引の枠組みにおいて、獲得したクレジッ

トの国際売買が可能となります。したがって、ＣＤＭ事業から取得したＣＥ

Ｒについて、２００８年以前では国際的な取引を行うことはできません。た

だし、事業者間で２００８年以降に移転するという契約を結ぶことは自由と

考えられます。 
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（２） 国際的な取引は２００８年からですが、日本国内において国別登録簿上での

取引・移転については国際ルール上の規制はありません。したがって、ＣＤ

Ｍのクレジットを取得した国内事業者甲が、当該クレジットを国内事業者乙

に売却し、クレジットの口座移転を行うことは可能と考えられます。 

 

４．ＣＤＭ事業によるクレジットにかかる諸制限について 

（１） 森林シンクの事業により獲得したクレジットは、獲得及び移転差し引きの

ネットで国全体として、２０１２年末の第一約束期間終了時点において、１９

９０年の総排出量の１％以内に留める必要があります。（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文

パラ７(b)、P22） 

（２） （２）ＣＤＭクレジットを次期約束期間にバンキングできる量は、国全体

で初期割当量の２．５％以内に留める必要があります。（→ＭＡ／７条４項パラ

１５(b)、P61） 

（３） したがって、以上(1)(2)のようなケースにおいては、日本としての遵守・

不遵守が確定する２０１５年夏までにおいて状況に応じ、保有しているクレ

ジットにつき、国内外での売却等、所要の対応が必要な可能性があります。 

（４） また、結果として、日本国が削減目標を達成できず不遵守となった場合は、

事業者の有するＣＥＲの翌期へのバンキングは不可能になりますのであらかじ

めご留意いただく必要があります。不遵守の場合、排出量取引に基づく移転資

格も停止されるため、海外への売却はできません。このため、日本としての遵

守・不遵守が確定する２０１５年夏までには、日本政府や他の日本法人への売

却などの対応が必要になる可能性があります。 
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（参考１） 

運営機関信任のためのガイドライン（Appendix A、P41） 

 

１．運営機関は以下の要件を満たしていることが求められる。 

（１） 法人であること（国内法人でも国際組織でも可能） 

（２） 責任を有する上級経営者の下に、ＣＤＭの有効化、検証、認証を行うために

必要な能力を有する十分な数のスタッフが雇用されていること 

（３） 事業活動を行うに必要な資金的安定性、保険による担保、リソースを有して

いること 

（４） 事業活動に伴う法的、資金的責任をカバーする手当てができていること 

（５） 組織内の責任分担、苦情処理等に関する内部手続きを文書化しており、それ

が公表されていること 

（６） ＣＤＭのルールやＣＯＰ／ＭＯＰにおける関連の決定に規定された運営機関

の機能を遂行する専門的能力を有しており、特に以下の点について十分な知

識、理解を有しているか、もしくはこれらにアクセス可能であること。 

① ＣＤＭの実施に関するルール（マラケシュアコード）、ＣＯＰ／ＭＯＰ

やＣＤＭ理事会における決定事項 

② ＣＤＭ事業の有効化、認証、検証に関する事項（特に環境関連） 

③ ベースラインの設定、排出のモニタリングに関する専門知識等、ＣＤ

Ｍ事業に関する技術的事項 

④ ＣＤＭ事業に関連する環境監査の要件、手法 

⑤ ＣＤＭ事業が実施される地域やセクターの特性 

（７） 運営機関の行う事業の実施や有効化、認証、検証に関する決定について、ク

オリティ保証も含め、責任を負う経営体制が確立されていること。ＣＤＭ理

事会に指定を申請するにあたって、以下の点を明らかにしていること。 

① 代表経営者、役員、上級スタッフその他、上級経営スタッフの氏名、

資格、経験、任務 

② 代表経営者以下の責任分担、機能分担、管理体制を示す組織図 

③ 品質保証の方針、手続き 

④ 書類管理を含む事務手続き 

⑤ 的確な有効化、検証、認証を行うための職員の採用、訓練及び職務遂

行状況のモニタリングに関する方針、手続き 

⑥ 苦情、上訴、紛争処理に関する手続き 

（８） 訴訟係争中の案件、詐欺その他、指定運営機関として不適切な事案を有して

いないこと 

 

２．信任を受けようとする運営機関は、以下の要件を満たしていることが求められ

る。 
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（１） 関連法令を遵守しつつ、信頼性、独立性、無差別、透明性を確保して業務を

遂行し、特に以下の要件を満たしていること 

① 公平性を確保するための規定等が文書化されていること 

② 指定を申請する運営機関が、大きな組織の一部局である場合であって、当該

組織の一部がＣＤＭ事業の開発や資金調達に関与している、もしくは関与す

る可能性がある場合は、以下の条件を満たすこと 

    －当該組織が関与している（もしくは関与する予定の）ＣＤＭ事業及び当該

事業に関与する部局を全て明らかにすること。 

    －当該組織の他の部局との関係を明らかにし、利害関係がないことを証明す

ること 

    －運営機関としての業務と、当該組織の他の業務との間に利害対立がないこ

とを証明し、不公平性を最小化するための業務遂行方法を明らかにするこ

と 

    －ＣＤＭ事業にかかわる判断に影響を与えたり、判断の独立性や運営組織の

活動に関連して十全性を損なうような商業面、資金面の活動に関与してお

らず、関連のルールに従うことを明らかにすること 

（２）ＣＤＭ実施事業者から得た情報の秘密保持に関する手当てができていること 
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（参考２） 

運営機関の信任手続きの概要（平成１５年１月２１日 第７回ＣＤＭ理事会決定） 
 

１． 関連組織（→ＣＤＭ理事会決定 Procedural Guidelines for Accrediting 

OE（以後ＰＧ／ＡＯＥ）パラ３～５） 

 

（１） ＣＯＰ／ＭＯＰ（本章Ⅱ．１参照） 

 

（２） ＣＤＭ理事会（ＥＢ）（本章Ⅱ．２参照） 

 

（３） ＣＤＭ信任パネル（ＣＤＭ－ＡＰ） 

 ＣＤＭ信任パネルは、ＣＤＭ理事会の下でＯＥ候補を審査するための常設パネル

で、個別の下記ＯＥ候補別に組織されるＣＤＭ信任チームによる審査結果を基にＣ

ＤＭ理事会にそのＯＥ候補を信任するかどうかの推薦をします。 

 その構成は、国連地域別５区から各１名ずつの５名とＣＤＭ理事会メンバーから

同パネルの議長、副議長として委任された２名の合計７名となっており、パネルメ

ンバーは信任に知見のある専門家から選ばれています。なお、日本からは（財）日

本適合性認定協会（ＪＡＢ）常任顧問の大坪氏が選任されております。メンバーの

任期は、１年半で２期３年まで可能です。 

 ＣＤＭ信任パネルは、ＣＤＭ理事会と同様に、年３回以上開催されることとなっ

ております。 

 

（４） ＣＤＭ信任チーム（ＣＤＭ－ＡＴ） 

 ＣＤＭ信任チームは、ＣＤＭ信任パネルの下でＯＥ候補の詳細審査を実施し、基

準に達していない項目がないかどうかをチェックし、パネルに報告することとなっ

ております。チームメンバーは登録された専門家の中からパネルが選任することと

なっています。また、チームは３名以上から構成されますが、パネルの判断でＯＥ

候補の規模に応じて人数を増やすことも可能となっています。 

 

（５）事務局 

 ＣＤＭ理事会の事務局はこうしたＯＥ信任プロセス実施面での事務的なサポート

を行う役割も担うこととされています。 

 

（６）ＯＥ候補の信任手続きは、基本的に以下の３つによって構成されています。 

①書類審査（Desk Review） 

②現地調査（On-site Assessment） 

③立会検査（Witnessing） 

＊信任のための立会検査の際に審査したプロジェクトについての有効化等の報 
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 告は、ＯＥ候補が信任されれば有効と見なされます。 

 その他、ＣＤＭ理事会は、スポットチェック（Spot-Check）を行うことがありま

す。 

 

２． 信任のスコープ（→ＰＧ／ＡＯＥパラ６～１８） 

 信任スコープとは、ある指定運営機関が有効化、検証及び認証行為を行う際、仕

事をしてもいい範囲を規定したセクターのことを指しており、当該指定運営機関の

業務は申請時に記載されたセクターのみに制限されることとなっています。ＯＥ候

補は最低１つのセクターを登録する必要があります。また、スコープ（セクター）

の追加も可能です。 

 また、ＣＤＭ理事会がＯＥ候補を信任するにあたっては、有効化段階と検証及び

認証段階の２つの段階別並びにセクタースコープ別に分けて信任することがとなっ

ています。例えば有効化の立会検査まで終了すれば、有効化段階に限定した信任が

可能となっています。 スコープのリストはＵＮＦＣＣのＣＤＭウェブサイトの

“指定運営機関”＜http://cdm.unfccc.int/DOE＞で公開されています（現在、１３

のスコープがリストアップされています）。ＯＥ候補はこのリストに載っていない新

しいセクター範囲の定義を提案することも可能となっています。 

   

３． 信任プロセス（→ＰＧ／ＡＯＥパラ１９～５２） 

（１） ＯＥ候補による申請 

  OE 候補者は所定の申請フォームに記載し事務局に提出することから信任プロ

セスが開始します。申請フォームはＵＮＦＣＣのホームページ＜

http://cdm.unfccc.int/DOE＞からダウンロード可能となっています。 

 

（２） 信任パネルによる申請ファイル書類審査 

 審査は申請料として１件当たり 15,000ＵＳドル（原則払い戻し不可）の支払

いが完了してから開始されます。従って審査の順番も申請料の支払い完了の順

となります。ＣＤＭ理事会の事務局は書類に不備がないかどうかをチェックし、

不備がある場合には申請者に連絡をすることとなります。その場合その後の審

査は全ての必要書類が提出されてから再開されることになります。 

 なお、申請時には、ＯＥ候補名とセクタースコープが公表されることになり

ます。 

 書類が全て整っている場合、事務局はａ申請書類、ｂ信任チームの候補者リ

スト、ｃ信任パネルの作業計画からなる申請ファイルを作成します。 

 信任パネルは信任チームメンバーを選び、その中からチームリーダーを決め

ます。チームは最低３人から構成されますが、申請者の規模・申請書類・申請

スコープに応じて人数を増やすことも可能となっています。また、書類を審査

し、必要であれば事務局が用意した信任チームの作業計画に修正を加えます。 
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 信任パネルは申請者に対し信任チームメンバーを通知しますが、申請者はそ

のチームメンバーに不満がある場合、通知から６営業日以内にメンバーの中に

利害関係の点で適格でないメンバーがいる旨書面で異議を申し出ることが可能

となっています。パネルは申請者からのメンバー拒否の申し出が適切であるか

どうかを審議し、その申し出が適切と認められる場合当該メンバーを入れ替え

ます。 

 

（３） 信任チームによる申請ファイル書類審査（Desk Review） 

    信任チームは事務局のサポートを受けながら申請ファイルの書類審査を行

い、最低１回は必要である立会検査の必要性及びその内容を決めます。また、

作業計画の詳細、特に現地調査の詳細な点や立会検査について必要であれば修

正を加えます。 

  パネルは信任チームの作業計画案を実施に移す前に、最終作業計画案を承認し、

その作業計画（現地調査及び立会検査）を事務局から申請者に通知します。申

請者は通知を受けてから６営業日以内に書面で立会検査の機会を設定します。

信任チームはその機会が適切かどうかを決定し、現地調査及び立会検査の日時

を設定します。その際可能であれば現地調査と立会検査は一緒にすることを考

慮するよう求められています。もし、申請者が適切な立会検査の機会を設定で

きない場合、信任チームは申請者に対し６日以内に立会検査機会の提供遅延の

届け出（書面）がない限り現地調査を進める旨通知します。遅延の届け出から

３ヶ月以内に立会検査の機会が提供できない場合、申請者は現地調査を進める

か、申請を取り消すかを明らかにしなければなりません。 

 

（４） 信任チームによる現地調査（On-site Assessment） 

 信任チームはＣＤＭに関するＭ＆Ｐに含まれている要件や、申請しているセ

クターに関する要件を申請者が満たしているかどうかの評価を行い、現地調査

報告書をパネルに提出します。先に述べたように、可能であれば現地調査と同

時に立会検査も実施します。 

 現地調査終了後、立会検査が残っている場合、パネルは申請者が書面審査及

び現地調査に合格したことを示すレターを出すかどうか決定します。 

 

（５） 信任チームによる立会検査（Witnessing） 

  各立会検査は最低２名の認定された専門家により行われることとなっていま

す。チームメンバーは立会検査終了時に報告書を準備しますが、その報告書には、

申請されたセクターに関連する有効化等の業務の評価及び規定されているプロ

ジェクト活動に関連する要件についての知識についての評価が含まれます。立会

検査ないし現地調査の状況によっては追加の立会検査を行うこともあります。そ

の際は作業計画の修正をし、パネルの了承を得る必要があります。 
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（６） 信任チームによる信任パネルへの報告 

  チームは立会検査終了後６週間以内にプレ報告書を完成させます。申請者は

この期間中、このレポートのドラフトを受領後６営業日以内に確認とコメントを

する機会が与えられます。 

 また、プレ報告書がパネルに提出された後、申請者はまず３０日以内に基準に

満たなかったところに関する改善案を提示し、６ヶ月以内にその全ての改善案を

終了させなければなりません。もし６ヶ月以内に改善することができなかった場

合は、自動的に申請は却下されます。ただし、新規に信任の申請を出すことは可

能となっています。 

 信任チームは基準に合致しなかった点の改善策の実施を検証し、最終報告書の

ドラフトを作成します。申請者はこのドラフトに対し６日以内にコメントをする

機会が与えられます。 

 その後、チームは最終報告書をパネルに提出します。最終報告書にはプレ報告

書、プレ報告書で指摘された基準に合致しなかった事項に関する改善点の説明、

申請者からの最終報告書ドラフトへのコメント及びチームの対応、パネルによる

信任検討に関する結論から構成されます。 

 

（７） 信任パネルによるＣＤＭ理事会への信任勧告 

信任パネルは信任チームが提出した最終報告書を基にＣＤＭ理事会への勧告を

決定します。その決定は申請者にも通知され、その決定に不服がある場合は６

日以内に不服申立てをするか申請を取消すことが可能となっています。 

 

（８）ＣＤＭ理事会による信任決定及びＣＯＰ／ＭＯＰによる指定勧告 

 ＣＤＭ理事会は申告されたセクターに対するＯＥ候補者を信任し、ＣＯＰ／Ｍ

ＯＰに指定の勧告をするか、又は申請を却下するかどうかを決定します。 

 ＣＤＭ理事会は申請者にその決定を通知し、ＣＤＭ理事会ルールに則りその決

定を公開します。 

 信任の効力はＣＯＰ／ＭＯＰによる指定された日から３年間有効で、その３年

間に定期的な調査は行われることはありません。しかし、不定期な調査（スポッ

トチェック）は下記に基づき実施されることとなっています。 

 指定運営機関は下記にある手続きに基づいて再信任を受ける機会を提供されて

います。 

 

４．スポットチェック（→ＰＧ／ＡＯＥパラ５３～５９） 

 ＣＤＭ理事会はＭ＆Ｐに基づき指定運営機関に対しいつでもスポットチェックを

行うことが出来ます。 

 スポットチェックは下記のいずれかの要件により発動されます。 
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① プロジェクト活動ないしＣＥＲの発行に関連するＭ＆Ｐの規定に則っての

レビュー要請 

② 所有者、組織構造、内部方針及び手続き、技術的専門家等、指定運営機関

のクオリティーに重大な影響を与えるような変更の情報を受け取った時 

③ 他の指定運営機関やＵＮＦＣＣＣにより認められたＮＧＯ及び利害関係者

から書面で寄せられた指定運営機関の要件に違反があるとの抗議でその内容を証

明する証拠が提示されているもの 

 

一旦理事会がスポットチェックを実施すると決定したら、事務局は指摘を受けた

指定運営機関に及び信任パネルに通知します。当該指定運営機関はスポットチェッ

クにかかる費用をまず支払わなければなりません。 

 信任パネルはそのケースを考慮し、ａ信任の中断を理事会に勧告し、当該指定運

営機関が依然として信任要件に合致しているかどうかの評価をさせるために信任

チームを設立するか、または、ｂ指定の中断をしないまま、当該指定運営機関が依

然として信任要件に合致しているかどうかの評価をさせるために信任チームを設立

するかを決定します。 

 スポットチェックは信任の際と同様のプロセスを経て実施されます。 

 信任パネルにより提出された書類を基に、理事会は当該指定運営機関の信任及び

指定を確認するか、指定の中断を確認し、ＣＯＰ／ＭＯＰに対し指定の取消を勧告

するかのどちらかを決定します。また、指定の取消しはＭ＆Ｐによれば勧告した時

点で効力をすぐに発生し、ＣＯＰ／ＭＯＰの最終決定まで暫定的な効力を維持する

こととなっています。 

 事務局は指定運営機関に理事会の決定を通知し、関連の記録を更新し、公開され

ている指定運営機関のリストに必要な変更を加えます。 

 

５．再信任（→ＰＧ／ＡＯＥパラ６０～６３） 

 事務局は指定運営機関に対し、スコープの有効期限を通知し、再信任申請をする

かどうかの確認をすることとなっています。 

 指定運営機関は規定されている申請書類を事務局に提出しなければなりません。 

 指定運営機関はいくつかのスコープの再信任または信任プロセスをひとつの再信

任プロセスにまとめるため、期限よりも前に再信任を申請することも可能となって

います。 

 申請後は、通常の信任プロセスと同じプロセスが適用されます。 

  

６． スコープ追加のための信任（→ＰＧ／ＡＯＥパラ６４～６７） 

 指定運営機関はスコープを追加するためにいつでも申請をすることが可能となっ

ています。その信任プロセスは先に記載した信任プロセス（３．信任プロセス）が

適用されます。 
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 スコープの追加を申請している指定運営機関は、その申請と同時に、既に信任さ

れている他のセクタースコープの再信任をリクエストする機会が与えられます。こ

れにより指定運営機関は再信任スケジュールをまとめ、よって再信任のコストを下

げることが可能となります。 

 信任パネル及びチームの作業は、すでに指定されたスコープに関しては、コスト

を可能な限り最小化するように考慮されます。 

 

７．書類審査及び現地調査に合格した旨のレターを出した場合の手続き（→ＰＧ／

ＡＯＥパラ６８～７５） 

 書類審査及び現地調査に合格したものの、立会検査の場を提供できるＯＥ候補者

は限られるのではないかとの議論がＣＤＭ理事会でなされ、そうした候補者のため

にプロジェクト実施者等から立会検査の場を提供してもらえる助けになるような措

置を設けるという点で合意し、書類審査及び現地調査に合格した旨のレターを出す

こととなった。 

 この場合は、プレ報告書が２回必要となる。１回目のプレ報告書は書類審査及び

現地調査に関する部分のみで、２回目のプレ報告書では、立会検査に関する部分が

記載される。 

 

８． 記載内容の変更届け（→ＰＧ／ＡＯＥパラ７６） 

 指定運営機関は下記に関し重大な変更が生じた場合、１０日以内に事務局に通知

しなければなりません。 

① 法的、商業的、組織的地位 

② 重要な職員 

③ マネージメントシステム 

④ 信任要件の遵守 

 

９． 不服申立ての手続き（→ＰＧ／ＡＯＥ Annex: ”Appeals procedure”） 

 信任パネルにより理事会に対し勧告がなされた後、申請者はその勧告に対し６日

以内に書面にて不服申立ての機会を与えられています。不服申立ては信任チームの

要件かプロセスの不適切性に関してのみ受け付けられます。 

 指定された職員は直ちに信任パネル及び理事会に対し不服申立てがなされたこと

を通告します。その通告を受け、理事会は３名から構成される不服申立てパネルを

設置し、その案件を審議させ、次回理事会にて当該パネルの審議を踏まえた上で決

定します。 

 なお、不服申立てにかかる費用はまず申請者が支払わなければなりません。ただ

し、不服申立てが通った場合は支払った費用は全額返却されます。 

 

１０． 各種料金（→ＰＧ／ＡＯＥ Annex: ”Fees”） 
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 ＯＥの信任に関し、ＯＥ候補者は下記の料金を支払う必要があります。また、料

金の支払いが確認された後に各種審査が行われるというシステムになっています。 

① 申請料（払い戻し原則なし）…１５，０００ＵＳドル 

② 現地調査費用…信任チーム分のビジネスクラス航空チケット、宿泊料、謝金 

③ 立会検査費用…信任チーム分のビジネスクラス航空チケット、宿泊料、謝金 

④ スポットチェック費用  

⑤ 不服申立て費用 
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（参考３） 

運営機関信任の審査状況 
２００３年１１月２７日現在 

 機関名 国 書類審査 現地審査 Indicative 

Letter発行

立会検査

1 Japan Quality Assurance Organization 

(JQA) 

日本 ○ ○ 2003/12/1  

2 Japan Audit and Certification Organization 

for Environment and Quality(JACO) 

日本 ○    

3 Det Norsk Veritas Certification Ltd. (DNV) ノル

ウェー

○ ○ 2003/12/1  

4 ChuoAoyama PwC Sustainbility Research 

Institute Corporation 

日本 ○    

5 TUV Suddeutschland Bau und Betrib 

GmbH(TUV Suddeutschland) 

ドイツ ○ ○ 2003/12/1  

6 Tohmatsu Evaluation and Certification 

Organization (TECO) 

日本 ○ ○ 2003/12/1  

7 Japan Consulting Institute (JCI) 日本 ○    

8 Asahi & Co. 日本 ○ ○   

9 SGS スイス ○    

10 BVQI Holdings Ltd イギリ

ス 

○    

11 Korea Energy Management Corporation 韓国 ○    

12 PricewaterhouseCoopers Certification B.V. オラン

ダ 

○    

13 TUV Anlagentechnik GmbH ドイツ ○    

14 KPMG Certification B.V. オラン

ダ 

○    

15 URS Verification Ltd イギリ

ス 

○    

16 ERM Certification and Verification Services 

Ltd. (ERM CVS) 

イギリ

ス 

    

17 Clouston Environmental Sdn.Bhd マレー

シア 

    

18 British Standards Institution (BSI) イギリ

ス 

    

19 Nexant Inc アメリカ     

 84



（参考４） 

ＣＤＭプロジェクト設計書（Appendix B、P42） 

 

プロジェクト設計書に盛り込まれるべき情報の概要は以下のとおり。 

 

１． プロジェクト内容の説明（目的、技術的事項、移転される技術、プロジェクト

境界（ＣＤＭプロジェクトと因果関係を有し、プロジェクト実施事業者の監督

下にある全ての温室効果ガスをカバーすることをいいます。）） 

２． 使用するベースライン方法論 

  （１）既に（ＣＤＭ理事会により）承認されているベースライン方法を用いる

場合は、その内容及び当該ベースライン方法がプロジェクトにどう適用され

るかについての説明 

  （２）新たなベースライン方法論を用いる場合は、以下の点を提出 

    － ベースライン方法論の説明及び当該方法論を選択した妥当性 

    － ベースライン設計に用いた指標・データ・前提条件及び不確実性に関す

る評価 

    － ベースラインによる排出量の見通し 

    － 可能性のあるリーケージ（プロジェクト境界の外で生ずる排出増で

あって、計測可能であり、かつ当該プロジェクトとの因果関係が明らかな

ものをいいます。）について当該ベースライン方法はどのように評価する

かその内容 

  （３）その他の考慮事項（当該方法は如何に透明かつ安全サイドでのスタンス

で確立されたかについての説明など） 

３．プロジェクトの推定される実施期間及び選択したクレジット獲得期間（１０年

か７年で２回までの更新可のいずれか） 

４．プロジェクトがない場合に比べてどの程度排出量が減少しているかについての

説明 

５．環境影響分析、必要に応じた環境影響評価の結果とそれらに係る補足説明 

６．プロジェクトに含まれる公的資金に関する情報と日本国政府から交付されたＯ

ＤＡの流用でないことの確認書 

７．利害関係者のコメントとそれへの対応 

８．モニタリング計画 

  （１）必要とされるデータとデータ品質に関する証明 

  （２）データ収集やモニタリング方法論 

  （３）ＣＤＭ理事会で承認されていない新たなモニタリング方法を用いる場合

は、そのモニタリング方法論に関する説明及びその評価が必要となるほか、

一定の小規模ＣＤＭプロジェクトについては、モニタリングについて簡便な

手続が可能 
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９．計算 

  （１）排出量算定のための計算式に関する説明 

  （２）リーケージ算定のための計算式に関する説明 

  （３）上記（１）と（２）の合計 

  （４）ベースライン排出量算定のための計算式に関する説明 

  （５）ベースラインのリーケージ算定のための計算式に関する説明 

  （６）上記（４）と（５）の合計 

  （７）上記（６）と（３）の差分 

１０．参考資料 
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（参考５） 

ベースライン、モニタリング方法論の確立に関する参照事項（Appendix C、P45） 

 

  ＣＤＭ理事会は、専門家の知見を得つつ、ベースライン、モニタリング方法論

に関し、１.の諸点を目的とした一般的ガイドラインと２．の諸点に関わる特定のガ

イダンスを策定し、ＣＯＰ／ＭＯＰに提言。 

  

１． 以下を目的とする一般的ガイドラインを策定。 

（１） マラケシュアコードに盛り込まれたベースライン、モニタリング方法論関連

規定をより具体化 

（２） 整合性、透明性、予見可能性を推進 

（３） ネットの人為的排出量削減が厳密に計測可能であり、プロジェクト境界内で

生じた事態を正確に反映したものであることを確保 

（４） 異なる地域及びプロジェクト分類における適用可能性の確保 

（５） 追加性を確保 

 

２． 以下の分野における特定ガイダンスを策定 

（１） ベースライン、モニタリング設定において共通の特色を有するプロジェクト

分類（セクター、サブセクター、プロジェクトタイプ、技術、立地地域等）

の定義 

（２） プロジェクトが存在しなかった場合の状況を適切に示すベースライン方法論 

（３） プロジェクトによる人為的な排出量削減を正確に計測するモニタリング方法

論 

（４） 最適な方法論を選定するための樹形図（Decision tree） 

（５） プロジェクトが存在しなかった場合の予測を目的としたベースライン設定手

法の標準化（ただし、排出削減量の過大評価にならないような保守的なも

の） 

（６） 全ての温室効果ガスを算入したプロジェクト境界の確定。リーケージのレ

ベルを事後評価できるようなプロジェクト境界の設定、手法のあり方 

（７） 国家政策及び国別、地域別の事情（セクター別の改革状況、燃料の利用可能

性、発電部門の拡張計画、経済状況等）の考慮 

（８） 同一セクターで別の技術、燃料を用いた場合との比較等、ベースラインの幅  

 

３． 上記のガイドライン、ガイダンスを策定する際には、ホスト国、地域にお

ける現状、プロジェクトの最小コストオプション等を考慮。 
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（参考６） 
 

新方法論の提出及び審査手続き概要（平成１５年７月第１０回ＣＤＭ理事会決定） 
 
１． 背景（→ＣＤＭ理事会決定 Procedures for the submission and 

consideration of a proposed new methodology (Version3)（以後ＰforＮＭ）パ
ラ１～４） 
 この文書はＭＡパラ３８に書かれている提案された新方法論の審査についての手続きを

定めたものになります。 

 ＭＡパラ３８には、ＤＯＥが提案されたプロジェクトが新しいベースラインないしモニタリン

グ方法論を使う意図があると判断した場合、ＤＯＥはそのプロジェクトの登録の前に、提案

された方法論をその審査にかけ、承認を得るために理事会に提出する必要があると書か

れております。理事会は、可能であれば次回の理事会、しかし遅くとも提案された新方法

論を受け取った日から４ヶ月以内に、提案された方法論を審査します。理事会で承認され

ると、その方法論は公表され、ＤＯＥはプロジェクトの有効化審査を進め、ＰＤＤをプロジェク

トの登録のために提出することが可能となります。 

 第４回理事会にて、この新方法論審査手続きを機能させるため、理事会は方法論

パネルに対し、ベースライン及びモニタリング方法論に関するガイドラインを作成

し、事務局が作成する専門家リストから選ばれた専門家の書類審査に基づき、提案

された新方法論について承認するかどうか勧告するよう指示を出しています。 
 
２． 提案された新方法論の提出（→ＰforＮＭパラ５～８） 
（１） もし、プロジェクト参加者が新しいベースラインあるいはモニタリングの

方法論を提案し、理事会による審査・承認を得たい場合、プロジェクト参加

者はＰＤＤのドラフトを準備し、最低限、セクションＡからＥまでそして関

連のアネックスを記載しなければなりません。 
（２） プロジェクト参加者によって契約されたＤＯＥは、そのＰＤＤ及び関連の

アネックスが理事会の関連のガイドラインに基づき記載されているかどうか

を判断しなければなりません。もし、そう判断される場合、ＤＯＥは、何も

分析せずに、提案された新方法論を所定の様式を用いて理事会に提出し、理

事会による審査及び承認を待たなければなりません。 
（３） ＣＤＭ理事会事務局は申請様式及びＤＯＥにより提出された書類が適切に

記載されているかどうかのチェックをした後、提出された申請書を理事会及

び方法論パネルに送付します。理事会へ送付された日が申請受付日となりま

す。 
（４） 同時に、理事会の慣習に基づき、提出された新方法論をＵＮＦＣＣＣの

ウェブサイトに公表し、１５日間パブリックコメントにかけます。パブリッ

クコメントは所定の様式を用いることとし、受領したコメントは受け取り後
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すぐに方法論パネルに転送され、１５日のパブコメの最終日に公開されるこ

ととなります。 
 
３． 方法論パネルによる分析及び理事会による決定（→ＰforＮＭパラ９～１
５） 
（１） 提案された新方法論は方法論パネル会合の最低７週間前に提出されなけれ

ばなりません。事務局は、ＵＮＦＣＣＣのウェブサイトを通じて、方法論パネ

ル会合の日程及びそれに対応する７週間前の締切日を公表します。 
（２） 提案された新方法論が方法論パネルに提出され次第、パネルはそれらを分

析し、可能な限り次回の会合で、理事会に対し承認・不承認の推薦をしなけれ

ばなりません。 
（３） 提案された新方法論の受付に当たり、方法論パネルから２名が、アルファ

ベット順で、その方法論の担当として選ばれます。担当の２名は、他のパネル

メンバーからのインプットを含む異なるインプットをまとめ、パネル議長の指

導のもと、理事会への勧告ドラフトをまとめます。当該２名のパネルメンバー

には１日分の謝金がドラフト作成分として支払われることとなっています。 
（４） パネル議長及び副議長は、2 名のパネルメンバー及び事務局の協力を得た上
で、新方法論申請受付日から７日以内に書類審査を担当する２名の専門家を選

びます。 
（５） 選ばれた２名の専門家は、パネル議長及び副議長の指導のもと、方法論パ

ネルへの報告をまとめます。各専門家は１０日以内に、所定の様式に沿って報

告を提出しなければなりません。 
（６） 方法論パネルは、パブリックコメント及び２名の専門家のコメントを考慮

に入れた上で、所定の様式を用いて提案された新方法論の承認に関するプレ報

告書をまとめなけらばなりません。 
（７） プレ報告書をまとめる前に、方法論パネルは、事務局及びＤＯＥを通じて、

プロジェクト参加者に対し、審査の上で必要で追加的な技術的情報をパネル議

長が定める期限内に求めることが可能です。プロジェクト参加者から提供され

た追加的な情報は、受領次第パネル及び理事会にも送られ、そして一般にも公

開されます。 
（８） 方法論パネルは、事務局及びＤＯＥを通じて、プレ報告書をプロジェクト

参加者に送付します。 
（９） パネルによるプレ報告書がＤＯＥに送られた後７日以内に、プロジェクト

参加者は、ＤＯＥ及び事務局を通じて、同プレ報告書でとりあげられた技術的

な問題についてパネルに確認（clarification）をすることが可能です.。質問は
理事会にも送付され、かつ、公表されることとなっています。 

（１０） もし、プロジェクト参加者が７日以内に何も質問しない場合、あるいは、

パネルが承認する方向で結論が出されている場合、プレ報告書は最終報告書と
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され、理事会に提出されるとともに公表されます。 
（１１） もし、プロジェクト参加者が７日以内に確認した場合、方法論パネルはプ

ロジェクト参加者から出された確認事項を次回のパネル会合で検討し、最終報

告書を用意します。最終報告は理事会に提出され、公表されます。 
（１２） 理事会は次回会合で方法論パネルから提出された新方法論に関する最終報

告書を検討します。 
 

運営組織
(Designated Operational Entity / Applicant Entity)

専門家
(Expert)

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ方法論ﾊﾟﾈﾙ
(Methodology Panel)

CDM理事会
(Executive Board)

事務局
(Secretariat)

事業参加者
(Project Participant)

１．新方法論の提出

３．公表
パブリック
(Public)

３．審査

６．審議

９．審議

決定

２．形式的な
書式審査

４．勧告

８．勧告

４．コメント

新方法論審査のフローチャート

最大４か月

５．７．技術的問
い合わせ及び
それへの対応
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（参考７） 

新方法論の審査状況 
２００３年１１月２７日現在 
審査状況 受付

番号 

プロジェクトカテ

ゴリー 

プロジェクト名 ホスト

国

運営機関 ベースライン執筆者 

成否 経緯 

備考 

1 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

 

"Vale do Rosario Bagasse 
Cogeneration (VRBC) 
Project" 

ブラジ

ル 

TÜV 
Süddeutschland

ECONERGY（ブラジル） 承認(EB12) EB09 Ｂ 
EB12 Ａ 

 

2 バイオマス燃料

転換、メタン回収 

 

"V&M do Brasil Fuel 
Switch Project" 

ブラジ

ル 

DNV 

Certification 

Ltd 

EcoSecurities（英）  EB09 Ｃ 

 

 

日本政府承認案

件（豊田通商） 

3 アンモニア製造

過程でのＣＯ２

排出削減 

"Construction of new 
methanol production 
plant (called: M 5001) in 
the Republic of Trinidad 
and Tobago" 
 

トリニ

ダット・

ドバゴ

TÜV 
Süddeutschland

Hamburg Institute of 
International 
Economics（独） 

 EB09 Ｃ  

4 メタン回収＆発
電 

"Salvador da Bahia 
Landfill Gas Project" 
 

ブラジ

ル 

DNV 

Certification 

Ltd 

ICF Consulting（英） 承認
（EB10） 

EB09 Ｂ 

EB10 Ａ 

 

5 メタン回収＆発
電 

"NovaGerar landfill Gas 
to Energy Project" 
 

ブラジ

ル 

DNV 

Certification 

Ltd 

EcoSecurities（英） 承認
（EB11） 

EB09 Ｂ 

EB11 Ａ 

 

6 水力発電 "Guatemala El Canada 
Hydoelectric Project" 

グアテ

マラ 

DNV 

Certification 

Ltd 

Mr. Hernan Garcia（コ
ンサルタント）、世銀ＰＣ

Ｆ、Energía Global 
International, LLC. 
(EGI) 
 

 EB09 Ｃ  

7 ＨＦＣ回収・破壊 "HFC Decomposition 
Project in Ulsan" 

韓国 Japan Quality 

Assurance 

Organisation 

(JQA=日本品質

保証機構)  

 

Climate Experts（日） 承認
（EB10） 

EB09 Ｂ 

EB10 Ａ 

日本政府承認案

件（イネオス・ケミ

カル） 

8 水力発電 "Peñas Blancas 
Hydroelectric Project" 

コスタ

リカ 

DNV 

Certification 

Ltd 

Oficina Costarricense 
de Implementación 
Conjunta（コスタリカ） 
 

 EB09 Ｃ  

9 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

AT Biopower Rice Husk 
Power Project in Thailand 
- Displacem nt of grid 
el c ricity 

e
e t

タイ DNV 

Certification 

Ltd 

三菱証券クリーンエネル

ギーファイナンス委員会

（日） 

 EB09 Ｃ 

EB11

（NM0019と

して再提

出） 

 

 

10 メタン回収＆発
電 

"Durban Landfill-gas-to-
electricity project" 
 

南アフ

リカ 

TÜV 
Süddeutschland

世銀ＰＣＦ 承認

（EB11） 

EB09 Ｂ 

EB11 Ａ 

 

11 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

"27 MW Bagasse / 
Biomass based 
Cogeneration Power 
Project" 

インド TÜV 
Süddeutschland

Experts and 
Consultants of SCM 
Sugars Limited（インド） 

 EB09 Ｃ  

12 風力発電 Wigton Wind Farm 
project 

ジャマ

イカ 

SGS UK Ltd. 

(SGS = Société 
Générale de 
Surveillance)  

EcoSecurities（オランダ）  EB09 Ｂ  

13 メタン回収＆発

電 

FELDA Lepar Hilir Palm 
Oil Mill Biogas Project in 
Malaysia 
 

マレー

シア 

中央青山 九州工業大学（日）  EB10 書

式不備のた

め差し戻し
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14 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

AT Biopower Rice Husk 
Power Project in Thailand 
- Displacem nt of steam e

９、１５

と同じ

９、１５と同じ ９、１５と同じ（日）  EB09 Ｃ  

15 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

AT Biopower Rice Husk 
Power Project in Thailand 
- Methane avoidance 

９、１４

と同じ

９、１４と同じ ９、１５と同じ（日）  EB09 Ｃ 

EB11

（NM0019と

して再提

出） 

 

 

16 燃料転換（石炭

＆石油→天然ガ

ス）、メタン回収 

"Graneros Pland Fuel 
Switching Project" 

チリ DNV 

Certification 

Ltd 

MGM International（アル

ゼンチン） 

承認

（EB11） 

EB10 Ｂ 

EB11 Ａ 

 

17 省エネ "Steam System Efficiency 
Improvements in 
Refineries in Fushun" 

中国 SGS UK Ltd. 

(SGS = Société 
Générale de 
Surveillance)  

Quality Tonnes（中国）  Meth Panel 

審査中 

 

18 省エネ "Metrogas Package 
Cogeneration Project" 

チリ DNV 

Certification 

Ltd 

MGM International (ア
ルゼンチン) 

 Meth Panel 

審査中 

 

19 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

"AT Biopower Rice Husk 
Power Project in Thailand 
- Methane avoidance" 

タイ DNV 

Certification 

Ltd 

三菱証券クリーンエネル

ギーファイナンス委員会

（日） 

承認

（EB11） 

EB11 Ａ

（NM0009・

0015） 

 

20 水力発電 "La Vuelta and La 
Herradura Hydroelectric 
Project" 

コロン

ビア 

DNV 

Certification 

Ltd 

MGM International (ア
ルゼンチン) 

 Meth Panel 

審査中 

 

21 メタン回収＆発
電 

"Onyx gas recovey 
project-Brazil" 

ブラジ

ル 

Pricewaterhou
seCoopers 
Certification 
B.V. 

ONYX（フランス） 承認(EB12) EB12 Ａ  

22 家畜廃棄物 メ

タン回収 

"Methane capture and  
combustion from swine 
manure treatment for 
Peralillo" 

チリ DNV 

Certification 

Ltd 

POCH AMBIENTAL 
Ltda.（チリ） 

 Meth Panel 

審査中 

 

23 水力発電 "El Gallo Hydroelectric 
Project" 

メキシ

コ 

DNV 

Certification 

Ltd 

Tellus Institute（米）、
世銀ＰＣＦ 

承認(EB12) EB12 Ａ  

24 風力発電 "Jepirachi Wind Power 
Project" 

コスタ

リカ 

SGS UK Ltd. 

(SGS = Société 
Générale de 
Surveillance)  

世銀ＰＣＦ、Colombian 

Ministry of Mines and 

Energy（コロンビア） 

 Meth Panel 

審査中 

 

25 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

"18 MW Biomass Power 
Project In Tamilnadu, 
India" 

インド DNV 

Certification 

Ltd 

Zenith Corporate 

Servises (P) Ltd.(インド）

 Meth Panel 

審査中 

 

26 フレアガス回収
＆発電 

"Rang Dong Oil Field 
Associated Gas Recovery 
and Utilization Project" 

ベトナ

ム 

DNV 

Certification 

Ltd 

Japan Vietnam Petroleum 

Company（日） 

 Meth Panel 

審査中 

日本政府承認案

件（日本ベトナム

石油） 

27 バイオマス発電 "Catanduva Sugarcane 
Mill, Biomass Power 
Plant Expansion" 

ブラジ

ル 

TÜV 
Süddeutschland

Ecoinvest（ブラジル）  Meth Panel 

審査中 

l 

28 バイオマス・コ

ジェネレーショ

ン、燃料転換 

"TA Sugars proposed 
Sugar Cogeneration plant 
and Fuel Switch Project" 

インド DNV 

Certification 

Ltd 

Winrock International 
India（インド）、世銀ＰＣＦ 

 Meth Panel 

審査中 

 

29 バイオマス燃料

転換回避、メタン

回収 

 

"V&M do Brasil Avoided 
Fuel Switch Project" 

ブラジ

ル 

DNV 

Certification 

Ltd 

EcoSecurities（英）  Meth Panel 

審査中 

日本政府承認案

件（豊田通商） 

＊理事会のガイ

ダンスを待って審

査される 
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30 バイオマス・コ

ジェネレーション

（発電＆熱供給） 

"Haidergarh Bagasse 
Based Co-generation 
Power Project" 

インド TÜV 
Anlagentechnik 

BCML and their 

associated experts（イン

ド） 

 Meth Panel 

審査中 

l 

31 省エネ "OSIL-10MW Waste Heat 
Recovery Based Captive 
Power Project" 

インド TÜV 
Anlagentechnik 

Experts and Consultants 

of OSIL（インド） 

 Meth Panel 

審査中 

l 

32 メタン回収＆発

電 

"Municipal Solid Waste 
Treatment cum Energy 
Generation Project, 
Lucknow, India" 

インド DNV 

Certification 

Ltd 

Infrastructure 

Development Finance 

Company Limited（インド） 

 Meth Panel 

審査中 

 

33 省エネ "Holcim Costa Rica's 
Cartago Plant Expansion 
Project" 

コスタ

リカ 

KPMG HOLCIM Costa Rica（コス

タリカ） 

 Meth Panel 

審査中 

 

34 家畜廃棄物 メ

タン回収 

"Granja Becker 
Greenhouse Gas 
Mitigation Project" 

ブラジ

ル 

Pricewaterhouse

Coopers 

Certification 

B.V. 

AgCert Canada Co.（カナ

ダ） 

 Meth Panel 

審査中 

 

35 バイオマス・コ

ジェネレーショ

ン、燃料転換 

"TA Sugars proposed 
Sugar Cogeneration plant 
and Fuel Switch Project" 

インド DNV 

Certification 

Ltd 

Winrock International 
India（インド）、世銀ＰＣＦ 

 Meth Panel 

審査中 
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（参考８） 

ＣＤＭ登録簿（Appendix D、P47） 

 

１． ＣＤＭ理事会は非附属書Ⅰ国によるＣＥＲの発行、保有、移転、獲得を正

確に計上することを目的としてＣＤＭ登録簿を確立し、これを維持。ＣＤＭ登録

簿をＣＤＭ理事会の管理の下に維持すべく、登録簿管理者を特定。 

 

２． ＣＤＭ登録簿は標準化された電子データベースであり、その構造、データ

フォーマットについては、国別登録簿、ＣＤＭ登録簿、トランザクション・ログ

の間でのデータ交換の正確性、透明性、効率性を確保するためにＣＯＰ／ＭＯＰ

で採択される技術基準に準拠。 

 

３． ＣＤＭ登録簿は以下の口座を保有。 

（１） ＣＤＭ理事会のための１つの保留口座（pending account）。他の口座に移転

する前にまず保留口座にＣＥＲを発行。 

（２） 自国内でＣＤＭプロジェクトを実施するか、口座開設を要請する非附属書Ⅰ

国のための最低１つの保有口座（holding account） 

（３） ＣＤＭ理事会の決定にしたがい、過剰に発行されたＣＥＲと同量のＥＲＵ、

ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵを取消し（cancellation）するための最低１つの口座 

(４) ＣＤＭの事務コスト、適応費用に必要な収益配分（Share of Proceeds）に相

当するＣＥＲを保有、移転するための最低１つの口座。同口座は、それ以外の場

合にはＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの獲得はできない。 

 

４． 各ＣＥＲを登録簿内の複数の口座で同時に保有してはならない。 

 

５． ＣＤＭ登録簿内の各口座は、以下の要素を含む特定の口座番号を保有。 

（１） 締約国／組織識別番号（ＣＤＭ登録簿内に口座を保有する締約国については、

ＩＳＯ３１６６の２桁の国別番号を使用） 

（２） 締約国、組織の保有する口座のための特定番号 

 

６． ＣＤＭ理事会から、あるＣＤＭプロジェクトに対し、ＣＥＲ発行の指示を

受けると、登録簿管理者は７条４項の規定に従い、以下を実施。 

（１） 特定量のＣＥＲをＣＤＭ理事会の保留口座（３．（１））に発行 

（２） 収益配分に相当するＣＥＲを、ＣＤＭ登録簿内の口座（３．（４））に移転 

（３） 残りのＣＥＲを配分合意に従い、プロジェクト実施事業者、関係国の登録簿

口座に移転 

 

７． 各ＣＥＲは以下を内容とするシリアル番号を保有。 
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（１） 約束期間：ＣＥＲが発行された約束期間 

（２） 原産締約国（Party of Origin）：ＩＳＯ３１６６の２桁番号を使用 

（３） タイプ：ＣＥＲであることを識別 

（４） ユニット：識別された約束期間及び原産締約国のＣＥＲに特定の番号 

（５） プロジェクト識別番号：当該プロジェクトに特定の番号 

 

８． 指定運営機関の信任が剥奪・停止された場合は、ＣＤＭ理事会の決定に従

い、過剰発行されたＣＥＲに相当するＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵがＣＤＭ

登録簿内の取消し口座に移転。同口座に移転されたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、Ｒ

ＭＵを更に移転させたり、附属書Ⅰ国の削減目標達成に用いたりしてはならない。 

 

９． ＣＤＭ登録簿は、秘密でない（non-confidential）情報は公開し、イン

ターネットを通じてアクセス可能なユーザーインターフェースを提供。 

 

10．９．に規定する公開情報には登録簿内の口座番号に関する以下の最新情報を含

む。 

（１） 口座の保有者名 

（２） 口座保有者の代表者 

（３） 代表者の氏名、連絡先 

 

11．９．の公開情報の中にはプロジェクトに関する以下の情報を含む。 

（１） プロジェクト名 

（２） プロジェクトの場所（ホスト国、都市あるいは地域） 

（３） ＣＥＲの発行年 

（４） 有効化、検証、認証に関与した運営機関名 

（５） 現行ルール上、公表するとされている書類（プロジェクト設計書、有効化報

告、ＣＤＭ理事会によるレビュー結果、モニタリング報告書、検証報告書、認証

報告書） 

 

12．９．の公開情報の中にはＣＤＭ登録簿の保有、移転状況に関する年次情報を含

む。 

（１）  年初における各口座にあるＣＥＲの総量 

（２）  発行されたＣＥＲの総量及びシリアルナンバー 

（３）  移転されたＣＥＲの総量及びＣＥＲを獲得した口座、登録簿名 

（４）  ８．に基づいて取消しされたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量及び

シリアルナンバー 

（５）  各口座における現時点でのＣＥＲ保有量 
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（参考９） 
小規模プロジェクト簡略化手続きの概要 

（ＣＯＰ８決定文書 Simplified modalities and procedures for small-scale 
CDM project activities（FCCC/CP/2002/3 AnnexⅡ）（以後ＳＭ＆Ｐ／ＳＳ） 
 

１．イントロ（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ９～１１） 

 小規模プロジェクトも MA Decision 17 で規定されているＣＤＭのプロジェクトサ

イクル（投資国、ホスト国によるＣＤＭプロジェクトの承認、指定運営機関の選定、

地元関係者からのコメント及び環境影響評価の実施、プロジェクト設計書の提出、

指定運営機関による有効化審査、ＣＤＭ理事会による登録、ＣＤＭ実施事業者によ

るモニタリング、指定運営機関による検証及び認証、ＣＤＭ理事会によるＣＥＲの

発行という一連のプロセス）の簡略化は行わず、プロジェクトサイクルの各ステッ

プ内を簡略化することとなっています。 

（１）小規模プロジェクトはＰＤＤ、有効化、登録、モニタリング、検証及び認証

において複数をまとめて行う（バンドリングする）ことが可能です。 

（２）ＰＤＤの要件は第７回ＣＤＭ理事会において決定され、簡略化されています。 

（３）プロジェクトカテゴリー毎にベースライン方法論が簡略化されています。そ

のプロジェクト毎のベースラインの簡略化案はＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B

に記載されています。（詳細は第７回ＣＤＭ理事会報告書 Annex6 参照。条約

事務局ホームページ＜http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/007/eb7ra06.pdf

＞）。 

（４）モニタリング計画も（３）と同様に簡略化されています。 

（５）同一の運営機関が有効化、検証及び認証を行うことが可能です。 

 小規模プロジェクトについては、通常のプロジェクトのプロセスについて規定さ

れている Decision 17 のアネックスのパラ３７～６０の代わりに本 FCCC/CP/2002/3 

AnnexⅡのパラ１２～３９が代用されることとなっています。 

 

２．簡略化のポイント（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ１２～２１） 

（１）簡略化された手続きを使用するためには次の条件を全て満たす必要があり

ます。 

・ ＭＡで定義されている小規模プロジェクトに該当すること 

・ ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B に記載されているいずれかのプロジェクト

カテゴリー（１３種類）に合致すること 

・ １つの大規模プロジェクトをいくつもの小規模プロジェクトに切り分けて、

小規模プロジェクトの手続きを不正に使用することによって、大規模プロ

ジェクトに必要な手続きを迂回する行為（デバンドリング）でないこと。

ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix C（詳細は第７回ＣＤＭ理事会報告書 Annex7

参 照 。 条 約 事 務 局 ホ ー ム ペ ー ジ ＜
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http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/007/eb7ra07.pdf＞）に基づくと、

下記要件の全てが当てはまるとデバンドリングにあたるとされます。ただ

し、全てのプロジェクト合計が小規模ＣＤＭの要件に当てはまる場合は除

きます。 

①同一の実施事業者 

②同タイプのプロジェクト 

③地理的に１km 以内 

④時間的に２年以内の他の小規模ＣＤＭが存在する、または申請中 

（２）簡略化された小規模用ＰＤＤ（ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix A（詳細は第７回

ＣＤＭ理事会報告書 Annex5 参 照。条約事務局ホームページ＜

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/007/eb7ra05.pdf＞）） 

（３）ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B に記載されている簡略化されたベースライン・

モニタリング方法論を用いることが可能です。 

（４）ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B に記載されている簡略化されたベースライン・

モニタリング方法論を変更や、同 Appendix B に記載されていないプロジェク

トカテゴリーを申請することも可能です。 

（５）ＣＤＭ理事会はＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B を最低年に１回は見直します。 

（６）ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B の変更は変更後に登録されたプロジェクトに適

用されます。 

（７）幾つかの小規模プロジェクトは有効化審査をまとめて行うこと（バンドリン

グ）が可能です。 

（８）同一の運営機関が有効化、検証及び認証を行うことが可能です。 

（９）小規模ＣＤＭについては、ＣＤＭの share of proceeds は通常のプロジェク

トより少なくするようＣＤＭ理事会で検討します。 

 

 以下は本利用ガイドのⅣ．４～７に沿った形式で小規模プロジェクトの手続きに

ついて簡略化された点を解説したものとなっています。 

 

３．プロジェクト設計書の提出（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ１３～１９、２９～３４） 

（１） プロジェクト設計書（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ１３） 

  簡略化された小規模用ＰＤＤを使用することが可能です。プロジェクト設計書

には以下のような項目が盛り込まれていることが必要ですが、具体的なプロジェ

ク ト 設 計 書 の 様 式 に つ い て は 、 条 約 事 務 局 の ホ ー ム ペ ー ジ

〈http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents〉をご覧ください。 

①プロジェクト概要 

②使用するベースライン方法 

③プロジェクトの推定される実施期間及び選択したクレジット獲得期間 

④モニタリング方法と計画 
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⑤追加的な排出削減に関する計算 

⑥環境影響評価 

 ⑦利害関係者のコメント 

（２） ベースライン（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ１４～１９、２６～２８） 

本利用ガイドⅣ．の４（２）ベースラインに、④一定の要件を満たす小規模プ

ロジェクトについては、簡易な手続きをとることとなっています。その簡易な手

続きについては、プロジェクト実施者が指定運営機関に対し当該プロジェクトが

そのプロジェクトなかりせばＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B の Attachment A に記

載されているひとつ以上の定性的な障壁（バリヤー）により実施されないことを

示すことが必要です。 

なお、簡略化されたベースライン方法は、ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B にプロ

ジェクトカテゴリー毎に記載されています。 

 

（３） クレジット期間（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ２９） 

  通常プロジェクトと変更ありません。 

 

（４） リーケージ（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ３０、３１） 

 リーケージの定義は通常のプロジェクトの場合と同じ。ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの

Appendix B に記載されているリーケージを使用可能。プロジェクト境界の定義が

通常の場合は「プロジェクト実施事業者の管理が及ぶ全ての顕著な

（significant）人為的温室効果ガス排出であって、その要因をＣＤＭプロジェク

トに帰することが妥当なもの（reasonably attributable）」となっているところ、

小規模の場合は、「プロジェクト実施事業者の管理が及ぶ温室効果ガス排出であっ

て、その要因をＣＤＭプロジェクトに帰することが妥当なもの（reasonably 

attributable）」と「全ての（all）」「顕著な（significant）」が省略されていま

す。 

 

（５） モニタリング計画（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ１４～１９、３２～３４） 

本利用ガイド 39 ページの（５）モニタリング計画に、小規模プロジェクトにつ

いては、簡便な手続きが適用される（MA／CDM パラ５５）となっています。その

簡便な手続きについては、プロジェクト実施者が指定運営機関に対し当該プロ

ジェクトがそのプロジェクトなかりせばＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B の

Attachment A に記載されているひとつ以上の定性的な障壁（バリヤー）により実

施されないことを示すことが可能な場合、ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B に記載さ

れる簡略化されたモニタリング方法論を用いることが可能です。 

 

４．指定運営機関による有効化審査（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ１５～１８、２２～２

３） 
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（１） 有効化の要件チェック（通常の場合と比較して簡略化されているのは③、

④、⑤）（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ２２） 

① ＣＤＭのホスト国、投資国（日本政府）の政府の参加要件が満たされてい

ること 

② プロジェクト実施者が地元利害関係者のコメントを受け付け、対応結果を

提出していること 

③ プロジェクト実施者がホスト国の手続きに従い、環境影響分析を提出して

いること 

④ プロジェクトが存在しなかった場合に比べて追加的な排出削減があること 

⑤ ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B に記載されているプロジェクトカテゴリーの

いずれかに合致し、そのカテゴリーでの簡略化手法を用いていること、あるい

は、小規模プロジェクトのバンドリングがバンドリングの条件を満たし、全て

のモニタリングプランが適切であること 

⑥ プロジェクトがマラケシュアコード、ＣＯＰ／ＭＯＰやＣＤＭ理事会での

関連決定に沿ったものであること 

 

（２） ＳＭ＆Ｐ／ＳＳの Appendix B に記載されていないカテゴリーのプロジェク

トないし同 Appendix B に記載されていない簡略化ベースライン、モニタリン

グ方法論を用いたい場合の扱い（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ１５～１８） 

 こうした場合は、新しいプロジェクトカテゴリーや方法論の変更申請を望むプ

ロジェクト実施者は、理事会に必要な情報（新しい技術・カテゴリー及びそのカ

テゴリーではどのような簡略化されたベースライン・モニタリング方法論が適用

されるか）を記載した書面でその要請を提出しなければなりません。理事会は適

宜専門家に聞きながら、申請された新カテゴリー及び方法論の見直しを検討しま

す。理事会は可能な限り次回の理事会までにレビューし、決定します。決定され

次第理事会は同 Appendix B を改定します。 

 

（３） ホスト国、投資国の承認書等の確認（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ２３（ａ）） 

  通常プロジェクトと変更ありません。 

 

（４） プロジェクト設計書の公表・パブリックコメント（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ

２３（ｂ）,（ｃ）） 

  通常プロジェクトと変更ありません。 

 

（５） 有効化の決定（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ２３（ｄ）,（ｅ）） 

  通常プロジェクトと変更ありません。 

 

５． ＣＤＭ理事会による登録（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ２４～２５） 
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 通常プロジェクトと変更ありません。 

 

６．ＣＤＭ実施事業者によるモニタリング（→ＳＭ＆Ｐ／ＳＳパラ３５～３９） 

通常プロジェクトと変更ありません。 
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（参考１０） 

 

プロジェクト登録に係るＣＤＭ理事会によるレビューの概要 

（平成１５年６月ＣＤＭ理事会決定） 

 

 

１．レビュー要請 

(1) プロジェクト活動関係国によるレビュー要請は、事務局を通じ、正式ルートで

ＣＤＭ理事会に担当政府機関（ＤＮＡ）によって送付される。事務局はレ

ビュー要請の受理後、直ちにＣＤＭ理事会に転送する。 

(2) ＣＤＭ理事会に通知することによって、理事会メンバーによるレビュー要請が

行われたとみなされる。  

(3) レビューは有効化の要件と関連すべき。 

(4) レビュー要請には、レビュー要請の理由と様式「ＣＤＭプロジェクト活動登録

レビュー」が含まれる。 

(5) レビュー要請は事務局が受理した日付でＣＤＭ理事会によって受理されたと考

えられるべき。登録要請の受理８週間後の１７時以降に受理された場合、レ

ビュー要請は理事会によって検討されない。 

(6) ＣＤＭプロジェクト活動に関係している締約国、あるいは３名のＣＤＭ理事会

メンバーが提案したプロジェクト活動のレビュー要請後、直ちに次の行動が取

られる。 

① プロジェクト活動のレビューは次回ＣＤＭ理事会アジェンダに含められる。 

② ＣＤＭ理事会は、プロジェクト参加者とプロジェクト活動を有効化した指定

運営機関にレビュー要請の事実を通知する。プロジェクト参加者と指定運営

機関は、レビュー要請が検討される次回以降のＣＤＭ理事会の日付と開催場

所を通知される。レビュープロセスに関心のある関係者は、次回以降のＣＤ

Ｍ理事会に出席することが可能。 

③ プロジェクト参加者と有効化した指定運営機関は、レビューを検討するＣＤ

Ｍ理事会の会議中（電話会議も含む）にＣＤＭ理事会からの質問に対応する

場合のために、コンタクトパーソンの用意をする。 

④ 当該プロジェクト活動は、UNFCCC CDM のウェブサイトで“レビュー中”と表

示され、ＣＤＭニュースを通じて通知される。 

 

２．レビューのスコープと方法  

(1) ＣＤＭ理事会は、次回会合においてレビュー要請を検討する。そして当該プ

ロジェクトレビューを行うか、あるいはＣＤＭプロジェクト活動として登録

するかを決定する。 

(2) ＣＤＭ理事会が当該プロジェクトをレビューすることを決定した場合、その
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会合において次の事項を決定する 

① 有効化要件に関連する問題のレビューのスコープ 

② レビューチームの構成（２名のＣＤＭ理事会メンバーと必要に応じ外部専

門家で構成される） 

(3) 担当ＣＤＭ理事会メンバーの指導のもと、レビューチームはプロジェクト参

加者と指定運営機関への確認や更なる情報提供の要請等の準備を行い、また、

レビューで得られた情報の分析を行う。 

 

３．レビュープロセス 

(1) レビューのスコープに関するＣＤＭ理事会の決定は、ＣＤＭ理事会報告の一

部として公表される。 

(2) プロジェクト参加者と有効化した指定運営機関は、理事会決定を通知される。 

(3) 確認と更なる情報の要請は、プロジェクト参加者と指定運営機関に通知され

る。回答は、要請受理後５日営業日以内に事務局を通じてレビューチームに提

出される。 

(4) 担当の２名のＣＤＭ理事会メンバーは、得られた情報やコメントの編集に関

して責任を有し、少なくとも次回ＣＤＭ理事会の２週間前にはＣＤＭへの勧告

を準備する。 

 

４．レビュー決定 

(1) ＣＤＭ理事会によるレビューは、レビューを検討した次のＣＤＭ理事会まで

に終了する。 

(2) レビュー担当の２名のＣＤＭ理事会メンバーによる勧告を考慮し、ＣＤＭ理

事会は次のいづれかを決定する 

① 当該プロジェクト活動を登録する。 

② 登録を行う前に、指定運営機関とプロジェクト参加者に対し、レビューに

よって判明した事実に基づき訂正を求める。 

③ 当該プロジェクト活動を拒否する。 

(3) ＣＤＭ理事会は、プロジェクト参加者、当該プロジェクト活動を有効化した

指定運営機関及び一般に決定を通知する。 

(4) レビューが指定運営機関の能力を指摘している場合、ＣＤＭ理事会はスポッ

トチェックを行うか否かを検討する。 

 

５．レビュー要請のコスト 

 ＣＤＭ理事会はレビューコストを負担する。仮にＣＤＭ理事会が当該プロジェク

トを拒否する場合、指定運営機関の不正、あるいは能力不足が明らかになった場合、

指定運営機関はレビューにかかったコストを補償する。 
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第３章 

 

吸収源ＣＤＭ利用ガイド 

 

吸収源ＣＤＭに関する手続き（ＣＯＰ９決定 FCCC/SBSTA/2003/L.27（以後Ａ
Ｒ） 

 
Ⅰ．吸収源ＣＤＭプロジェクト総論 

１．吸収源ＣＤＭとは何か 

（１）吸収源ＣＤＭとは、前述の通常のＣＤＭと同様、京都議定書第１２条に基づ

くメカニズムであり、非附属書Ⅰ国において附属書Ⅰ国が二酸化炭素の吸収量増

加につながるプロジェクトを実施し、当該プロジェクトが存在しなかった場合に

比して追加的な純吸収量増加があった場合、ＣＤＭ理事会及び指定運営機関の審

査等を経て、当該吸収量増加量に対して tＣＥＲあるいは lＣＥＲと呼ばれるク

レジットを発行し、その全部または一部のプロジェクトを実施する附属書Ⅰ国が

自国の排出削減目標達成に用いることができるというものです。 

 

２．吸収源ＣＤＭプロジェクトとは何か 

（１）対象プロジェクトの範囲（→ＭＡ／ＣＤＭ決定文前文パラ７(a)、P22） 

京都議定書上及びマラケシュアコード上、吸収源のプロジェクトは、新規植林

及び再植林に限定されております。この新規植林及び再植林とは、過去５０年間

森林でなかった土地に植林すること（新規植林）及び１９８９年以前に森林でな

かった土地に植林をすること（再植林）となります。なお、森林とは、次の３つ

の最低値をすべて超えるものとされています。①最低面積（0.05-1.0ha）、②最

低樹幹率（10-30%）、③成木の最低樹高（2-5m）。このような定義にあてはまるプ

ロジェクトであれば登録申請可能となります。 

  ただし、ＣＤＭは、非附属書Ⅰ国における持続可能な発展と附属書Ⅰ国の目標

達成への貢献という２つの大きな目標を持っているため、植林・再植林ＣＤＭプ

ロジェクトがホスト国の持続可能な発展に貢献することが必要になります。具体

的にどのようなプロジェクトが持続可能な発展に貢献するかはホスト国が自国の

国情に応じて判断することになります。 

 

（２）プロジェクト選定に当たっての留意事項 

プロジェクトの選定に当たっては、以下の点に留意することが必要です。なお

個別に判断が困難な場合は、政府担当窓口に事前にご相談ください。また小規模

プロジェクトの簡略化等、今後更なる検討が行われるものについて､具体的な要

望がある場合も幅広くご相談ください。 

① 他の国際条約との関係（→ＡＲ前文、P2） 
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 新規植林及び再植林ＣＤＭプロジェクトに適用される可能性のある関連の

国際条約を認識することとされています。 

③ 外来侵入性樹種及びＧＭＯ（遺伝子組換体）（→ＡＲ前文、P2） 

 外来侵入性樹種及びＧＭＯの使用については、ホスト国がそれらの使用に関

連する危険性をホスト国の国内法規で評価し、附属書Ⅰ国もそれらを使用した

植林からのクレジットを使用することを国内法規で評価することをそれぞれ認

識すべきとされています。 

④ 小規模プロジェクト（→ＡＲ決定文パラ３、P21 及びパラ１(i)、P5） 

  植林・再植林のＣＤＭに関しては、以下の小規模なプロジェクトについて、

通常の植林・再植林のプロジェクトに比して簡易な手続きが適用されます。

簡易な手続きとは、ベースラインの設定やモニタリングの実施、ＣＤＭ実施

プロセスの簡略化等に関するものであり、締約国会合（ＣＯＰ）の下にある

補助機関会合（ＳＢＳＴＡ）での議論を経て、ＣＯＰ１０で簡素化手法・手

続きが決定されることとなっております。 

－人為的吸収量を増加するプロジェクトであって純吸収量が二酸化炭素換算

で年間８キロトン未満のものであって、ホスト国によって定められるコ

ミュニティ・貧困層がプロジェクトの開発あるいは実施に関与しているも

の 

 

４． 早期 CDM 

通常の CDMと変更ありません。 
 

５． 獲得されたクレジットの扱い 

植林・再植林ＣＤＭプロジェクト実施事業者が、獲得したクレジットについて

は、原則自由に取引等を行なうことができます。ただし、吸収源からのＣＥＲの

獲得は２０１２年末の第一約束期間終了時点において、１９９０年の総排出量の

１％以内に留める必要があること、また、第 2 約束期間へのバンキングはできな

い等、いくつかの制限がありますので、詳細は「Ⅴ．ＣＥＲ獲得後の手続や処

分」を参照してください。 

 

 

Ⅱ．ＣＤＭ事業に関わる組織 

通常のＣＤＭと変更ありません。 

 

 
Ⅲ．ＣＤＭの参加資格 

通常のＣＤＭの参加資格以外に、追加で下記の条件がホスト国の参加資格とされ

ています。 
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１．ホスト国の参加資格（→ＡＲパラ８、P6） 

非附属書Ⅰ国が植林・再植林ＣＤＭプロジェクトのホスト国となるためには、

以下の情報をＣＤＭ理事会に登録することが必要です。 

① 最低樹幹率（10％～30％） 
② 最低面積（0.05～1.0ha） 
③ 最低樹高（2～5m） 
 

 

Ⅳ．クレジット獲得までの手続 

 

クレジットを獲得するまでには、諸々のステップを踏んで指定運営機関、ＣＤＭ

理事会の審査を受ける必要があります。ここでは、植林・再植林ＣＤＭプロジェク

トを行おうとする事業者が tＣＥＲあるいは lＣＥＲを獲得するために、どのような

手続を踏めばよいのか等についてご説明します。 

 

１．投資国、ホスト国によるＣＤＭプロジェクト承認（→ＡＲパラ１５（ａ）、P8） 

 ＣＤＭプロジェクトを実施しようとする事業者は、投資国とホスト国からＣＤＭ

プロジェクト実施に関して書面で承認を得ておく必要があります。この承認書は、

５．で説明する指定運営機関によるＣＤＭプロジェクト有効化手続きの際に、指定

運営機関に提出する必要があるものです。 

  

(1)日本国政府による承認手続 

 日本国政府によるプロジェクト承認は、指定運営機関やＣＤＭ理事会が行うよ

うなプロジェクト内容の審査を目的とするものではなく、むしろ日本政府が、日

本企業の関与しているＣＤＭプロジェクトを把握し、必要に応じ支援することを

趣旨とするものです。 

 我が国の承認決定を行う機関としては、先述の通り京都メカニズム活用連絡会

と決定いたしましたが、植林・再植林ＣＤＭ承認申請に当たっての手続き（承認

申請書等）については今後、ＣＤＭ理事会等でのＰＤＤ様式の決定等の準備作業

を考慮しつつ策定する予定です。 

 

(2)ホスト国による承認の手続 

 ホスト国によるプロジェクト承認については、別途、ホスト国が定める国内手

続きに基づいて行われます。ホスト国政府との関係等で不明な点等あれば、政府

担当窓口までご相談下さい。 
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２．指定運営機関の選定（→ＡＲパラ１０、P6） 

指定運営機関が、ＣＤＭ事業者の提出するプロジェクト設計書（後述４．参

照）の内容に基づき、植林・再植林ＣＤＭに係る各種要件に照らして、当該プロ

ジェクトを事前に審査するプロセスを有効化（Validation）と言います。このた

め、有効化の手続きに入る前に、指定運営機関を選定する必要があります。指定

運営機関は２章Ⅱ．３でご説明した手続きにしたがってＣＤＭ理事会が信任し、

ＣＯＰ／ＭＯＰが指定することになります。指定運営機関のリストは公表（条約

事務局のホームページ＜http://cdm.unfccc.int/DOE＞）されますので、その中

から適当な機関を選んでいただき、契約に基づき、プロジェクトの有効化を依頼

することになります。 

 

３．地元利害関係者からのコメント及び環境・社会経済影響評価の実施 

（１）地元利害関係者からのコメント（→ＡＲパラ１２（ｂ）、P7） 

指定運営機関に提出するプロジェクト設計書の中で、ＣＤＭ実施事業者は、地

元利害関係者（local stakeholder）からのコメントを受付け、コメントに対し

ていかなる対応をしたかを盛り込む必要があります。「利害関係者」とは「ＣＤ

Ｍプロジェクトによって影響を受ける、もしくは受ける可能性のある個人、グ

ループ、共同体（community）などの一般人」とされており、「地元利害関係者」

の対象範囲の絞り方やコメント受付期間等の具体的な手続きについては、明確で

はありません。今後、ＣＤＭ理事会において個別案件の蓄積を通じて相場が形成

されてくると思われますが、ＣＤＭ事業推進の不要な妨げとなるような非合理的

なものにならないよう、ＣＤＭ理事会での働きかけを行っていく予定です。   

 

（２）社会経済及び環境影響評価（→ＡＲパラ１２（ｃ）、P7） 

通常のＣＤＭプロジェクトでの環境影響分析に加え、植林・再植林プロジェク

トでは、当該プロジェクトの実施地点及びその外の地域への社会経済影響分析を

プロジェクト設計書に盛り込むことが必要です。またプロジェクト参加者あるい

はホスト国により社会経済への負の影響が大きいと判断される場合には、ホスト

国によって定められる社会経済評価を実施する必要があります。このため、ホス

ト国の国内制度を事前によく調査する必要があります。 

 

４．プロジェクト設計書（ＰＤＤ）の提出 

（２） プロジェクト設計書（→ＡＲパラ１２、P7） 

ＣＤＭ実施事業者は、プロジェクト設計書を指定運営機関に提出し、当該指定

運営機関の有効化審査を受けます。プロジェクト設計書には以下のような項目が

盛り込まれていることが必要です（詳細は本章参考２をご覧下さい）が、具体的

なプロジェクト設計書の様式については、今後ＣＤＭ理事会にて検討される予定
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となっています。またプロジェクト設計書作成上、重要な位置づけを占めるベー

スライン、クレジット期間、リーケージ、モニタリングについては、下記の

（２）～（５）をご覧下さい。 

① プロジェクト概要 
② 現在の環境状況 
③ 土地の所有・利用者の状況 
④ 炭素プール 
⑤ 使用するベースライン方法 
⑥ リーケージ最小化のための方法 
⑦ プロジェクトの開始日及び選択したクレジット期間 
⑧ 選択した非永続性を担保する方法 
⑨ 環境影響分析・必要に応じた環境影響評価の結果及び対応策 
⑩ 社会経済分析・必要に応じた社会経済影響評価の結果及び対応策 
⑪ 公的資金に関する情報とＯＤＡの流用でないことの宣誓書 
⑫ 利害関係者のコメントとそれへの対応 
⑬ モニタリング計画 
⑭ 追加的な純吸収量に関する計算 
 

（２）ベースライン（→ＡＲパラ１２（ｄ）、１８―２２、P7,9-10） 

ベースラインとは、当該ＣＤＭプロジェクトが存在しなかった場合に、生じて

いたであろう温室効果ガスの吸収状況の予想を意味します。ベースラインとプロ

ジェクトの実施による実際の温室効果ガス吸収量との差分が、クレジットとして

発行されることになるため、ベースラインの設定方法は極めて重要です。ベース

ラインは以下の考え方に基づいてプロジェクト実施事業者が設定することになり

ます。 

① ＣＤＭ理事会に承認された方法を用いること（新たな方法を用いる場合、

５．（２）の手続きが必要となります。） 

② ベースラインの設定における方法論、前提条件、パラメーター、データ

ソース等については、プロジェクトの不確実性を考慮に入れて、透明性、

過剰にクレジットを算定しないように防止することを担保すること 

③ プロジェクトベース（個々のプロジェクトに応じて設定されるもの）であ

ること 

④ 一定の要件を満たす小規模植林・再植林ＣＤＭプロジェクトについては、

簡易な手続をとること 

⑤ ホスト国における様々な情勢を考慮したものであること 

⑥ ひとつ以上の炭素プールの炭素量変化の計測を一定の条件下であれば省略

可能となること 

⑦ ベースラインの方法論選定については、以下の中から最も適切なものを選

 107



択すること 

      ・これまでの実績炭素蓄積変化量のうちで適用可能なもの 

    ・経済的に最適な土地利用の場合の炭素蓄積変化量 

    ・プロジェクトが開始された時期での最も起こったであろう土地利用におけ

る炭素蓄積変化量 

   

ベースラインの設定方法に関しては、専門家の知見を踏まえ、ＣＤＭ理事会が、

更に詳細なガイドラインを作成することになっています。我が国としてもＣＤＭ

理事会のメンバーになっていることから、ベースライン方法論の承認に当たって、

引き続きインプットを図っていく予定です。 

 

（３）クレジット期間（→ＡＲパラ２３、P10） 

  クレジット期間とは、ＣＤＭプロジェクトからＣＥＲを生み出すことができ

る期間のことです。プロジェクト設計書の中で、プロジェクト実施事業者は以下

の２つのアプローチから選択をすることになります。 

  ①最大２０年で、最多２回まで更新可能（計６０年）。但し、更新に当たっては、

指定運営組織がベースラインの有効性もしくは新たなベースラインの使用につ

き判断を行い、ＣＤＭ理事会に対して通知することが必要です。 

②最大３０年、更新なし。 

   

（４）リーケージ（→ＡＲパラ１（ｅ）、パラ２４、P5,10） 

リーケージとは、プロジェクト境界（project boundary）の外で生ずる温室

効果ガスの排出増であって、「計測可能であり、かつプロジェクトとの因果関係

が あ る も の （ measurable and attributable to the afforestation or 

reforestation project activity）」 をいいます。プロジェクト境界とは、「プ

ロジェクト実施事業者の管理が及ぶ地理的な境界」と定義されています。ＣＤ

Ｍプロジェクトによる追加的吸収量を計算する際に、負のリーケージが生じて

いる場合は、その分が差し引かれることになります。ただし、measurable とは

どの程度なのか等は現在のところ明確ではありません。今後、個々のプロジェ

クトに応じてＣＤＭ理事会で判断されていくことになりますが、ＣＤＭ事業を

ディスカレッジするような非合理的なものにならないよう、ＣＤＭ理事会の場

で働きかけを行っていく予定です。 

 

（５）モニタリング計画（→ＡＲパラ２５―３０、P11-12） 

モニタリングとは、プロジェクトの実施に伴う実際の排出量を計測・評価する

ことです。ベースラインとモニタリングを通じて計測された実際の吸収量との差

分が tＣＥＲ及び lＣＥＲの発行につながるため、ベースライン設定と並び、モ

ニタリングの厳密な実施も極めて重要です。 
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 モニタリング計画は、ベースラインと同様、既にＣＤＭ理事会で承認した方法

論を用いることが求められ、以下のような項目が盛り込まれていることが必要で

す（新たな方法論を用いる場合は５．（２）の手続きが必要）。なお、小規模プロ

ジェクトについては簡便な手続きが適用される予定です。 

 

①クレジット期間内におけるプロジェクト境界内のプロジェクトによる全温室効

果ガス吸収量の計測・評価に必要な全関連データを収集し保存すること 

②クレジット期間内におけるプロジェクト境界内のベースライン設定に必要な全

関連データを収集し保存すること 

③クレジット期間内のリーケージに関するデータを収集し保存すること 

④ 上記リーケージを最小化する対策に関する情報の収集・保存 
⑤ 炭素プール計測の省略が吸収量の増加とならないことを示す透明かつ検証可
能な情報の収集 

⑥ プロジェクト境界内の土地所有・利用者の変化の状況 
⑦ モニタリングプロセスの品質保証や品質管理手続 
⑧ 植林・再植林事業からの吸収増加量やリーケージを定期的に計測するための
手続 

 

モニタリングの方法論に関しては、ＣＤＭ理事会が、更に詳細なガイドライン

を作成することになっています。なお、小規模プロジェクトに関するモニタリン

グ計画の簡素化手続きについては、ＣＯＰ１０（2004 年 11 月 29 日～12 月 10

日）にて決定される予定です。我が国からもＣＤＭ理事会のメンバーになってい

ることから、モニタリング方法論の承認に当たって、引き続き積極的にインプッ

トを図っていく予定です。 

 

５．指定運営機関による有効化審査 

プロジェクト設計書の提出を受けた指定運営機関は、以下のようなステップを

踏んで有効化審査を行います。 

（１） 有効化の要件のチェック（→ＡＲパラ１２(a)～(i)、P7-8） 

提出されたプロジェクト設計書を踏まえ、以下のようなＣＤＭプロジェクトの

要件が満たされているかどうかを審査します。 

①ＣＤＭのホスト国、投資国（日本政府）の参加要件が満たされていること 

② ローカル利害関係者のコメントを受け付け、対応結果を提出していること 
③ プロジェクト実施者が、環境影響分析及び社会経済分析を実施していること、
もしそれらの影響が重大な場合、それぞれ環境影響評価及び社会経済影響評

価を実施していること 

④ プロジェクトが存在しなかった場合に比べて追加的な吸収増加があること 
⑤ 炭素蓄積のピークをねらった検証のタイミングがさけられていること 
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⑥ 非永続性に関するアプローチ（tＣＥＲか lＣＥＲのどちらか）が示されてい
ること 

⑦ ＣＤＭ理事会によって既に承認されたベースライン、モニタリング方法論を
用いていること（新たな方法論を用いる場合は、下記（２）の所定の手続き

を踏んで承認されたものであること） 

⑧ モニタリング、検証及び報告が規定に従ったものであること 
⑨ プロジェクトがマラケシュアコード、ＡＲ、ＣＯＰ／ＭＯＰやＣＤＭ理事会
での関連決定に沿ったものであること 

 

（２）新たなベースライン、モニタリング方法論が用いられている場合の扱い（→

ＡＲパラ１３、P8） 

既にＣＤＭ理事会で承認されているベースライン、モニタリング方法論とは別

の新たな方法論が用いられている場合は、指定運営機関の有効化に先立って、Ｃ

ＤＭ理事会によるレビューが行われます。ＣＤＭ理事会は最大４か月以内に新た

な方法論を審査し、承認した場合にはその旨が公表され、有効化手続きを前に進

めることができます。ただし、ＣＤＭ理事会から承認を受けたベースライン、モ

ニタリング方法論についてＣＯＰ／ＭＯＰから見直しの要請が来た場合、今後、

当該方法論を用いることはできなくなり、ＣＯＰ／ＭＯＰからの指示に基づく見

直しが必要になります。なお、この場合であっても、当該方法論に基づいて既に

登録を受け、クレジット期間に入っているプロジェクトは影響を受けません。 

 

（３）ホスト国、投資国の承認書等の確認（→ＡＲパラ１５（ａ）、P8） 

ＣＤＭ実施事業者から提出されたホスト国、投資国（日本政府）からプロ

ジェクト承認書、当該プロジェクトが持続可能な発展に資する旨のホスト国か

らの確認書を確認します。 

 

（４）プロジェクト設計書の公表・パブリックコメント（→ＡＲパラ１５（ｂ）～

（ｃ）、P8 及び第９回ＣＤＭ理事会報告書 Annex7） 

  指定運営機関は、ＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイトにリンクしているプロジェクト設計書が   

掲載されるウェブサイトを立ち上げるか、あるいは直接ＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイト上で   

プロジェクト設計書を公表するかのいずれかを行います。また、指定運営機関は事務   

局に対しウェブページのアドレス、ＣＤＭプロジェクトの名称、有効化要件へのコメント

の開始日と締め切り日につきプロジェクト設計書が公表される１０日前に通知します。 

  事務局はＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイト上に指定運営機関のウェブページのリンクを貼

るか、あるいはプロジェクト設計書を掲載します。事務局は、ＵＮＦＣＣＣのＣＤＭサイト

上とＣＤＭニュースにてプロジェクト設計書の掲載場所、ＣＤＭプロジェクトの名称、有

効化要件へのコメントの開始日と締め切り日につきアナウンスします。事務局はアナ

ウンスされた段階で直ちに指定運営機関に告知します。 
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  指定運営機関は、ＣＤＭ実施事業者から提出されたプロジェクト設計書を公表し、

４５日以内にＣＤＭ事業の有効化要件につき、締結国、利害関係者、ＵＮＦＣＣＣが指

定するＮＧＯからのコメントを受け付け、そのコメントは公表されます。 

 

（５）有効化の決定（→ＡＲパラ１５（ｄ）～（ｅ）、P8） 

コメント受付期間を経過した後、指定運営機関は、プロジェクト設計書等、

実施事業者から提出された資料や、受領されたコメントを踏まえて、当該ＣＤ

Ｍプロジェクトの有効化の可否を決定します。有効化が決定された場合、指定

運営機関からプロジェクト実施事業者に対して、有効化の確認とＣＤＭ理事会

への有効化報告の提出（これが６．の登録要請に該当します）の日程を通知し

ます。有効化の決定がなされなかった場合は、その理由を通知することとなり

ます。 

  

６．ＣＤＭ理事会による登録 

（１） 指定運営機関からの登録要請（→ＡＲパラ１５（ｆ）～（ｇ）、P9） 

指定運営機関は、有効化を決定した後、ＣＤＭ理事会に対し、プロジェクト設

計書、ホスト国からの確認書、受領したコメントへの対処を含む有効化報告書

を提出し、当該ＣＤＭ事業の登録を要請すると同時に、同報告書を公表します。

登録（registration）とは、ＣＤＭ理事会がプロジェクトをＣＤＭプロジェク

トとして公式に受け入れることであり、その後の検証（verification）、認証

（certification）、ＣＥＲの発行（issuance）といった一連のプロセスの前提

条件となります。詳細な手続きについては、第９回ＣＤＭ理事会で決定されて

います。 

 

（２）ＣＤＭ理事会による登録決定（→ＡＲパラ１６、P9） 

指定運営機関がＣＤＭ理事会に対して登録要請をした日から８週間以内に、

関係国（すなわち、日本国政府とホスト国政府）やＣＤＭ理事会の委員３名以

上から有効化要件に関するレビュー要請がなければ、当該ＣＤＭ事業はＣＤＭ

理事会の登録を受けることになります。 

 

（３）ＣＤＭ理事会によるレビュー（→ＡＲパラ１６、１７、P9） 

   レビュー要請があった場合、ＣＤＭ理事会は遅くとも次回ＣＤＭ理事会会合

までにレビューを終了し、決定内容及びその理由をプロジェクト参加者に通知

するとともに、公表することとされています。なお、登録されなかったプロ

ジェクトは、適切な見直しを行えば、再度、有効化や登録の手続を行うことが

できます。 
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７．ＣＤＭ実施事業者によるモニタリング 

ＣＤＭ理事会の登録を受けたプロジェクトはＣＤＭプロジェクトとして実施に移

されますが、ＣＥＲを獲得するためには、プロジェクトから実際に温室効果ガス

の追加的な吸収増加が生じていることが必要です。そのため、プロジェクト実施

後にモニタリング、検証、認証といった一連のプロセスが必要になります。 

（１）ＣＤＭ実施事業者によるモニタリング計画の実施（→ＡＲパラ２５－２９、

P10-11） 

プロジェクト実施後、ＣＤＭ実施事業者は、プロジェクト設計書に記載したモ

ニタリング計画を実施することとなります。プロジェクト設計書に記載されたモ

ニタリング計画を実施することは、後述するクレジットの発行及び発行の前提と

なる検証や認証の条件となっています。 

   仮にモニタリング計画を変更する場合は、計画変更がより正確なモニタリング

実施のための改善に資することをＣＤＭ実施事業者が証明し、指定運営組織の審

査を経て有効化の判断を受けることが必要です。 

 

（２）モニタリング結果の報告（→ＡＲパラ３０、P11） 

  ＣＤＭ実施事業者は、指定運営機関に対し、モニタリング結果を報告します。

モニタリング結果報告を踏まえ、ベースライン吸収量から実際の吸収量を差し引

き、さらにリーケージ分を引いた上で、モニタリング期間中にＣＤＭ事業から生

じた tＣＥＲあるいは lＣＥＲが計算されることになります。 

 

８．指定運営機関による検証 

（１）検証（→ＡＲパラ３１～３２、P12）  

検証（verification）とは、指定運営組織が、プロジェクト実施事業者のモニ

タリング報告を踏まえ、定期的に行う独立のレビューであり、ＣＤＭ事業による

吸収量増加を事後的に決定し、tＣＥＲあるいは lＣＥＲ発行の基礎となる重要

なプロセスです。 

第１回目の検証はプロジェクト実施者によって選ばれた時期に行うことが可能

です。その後、クレジット期間の最後まで 5年ごとに検証が行われます。 

 

（２）検証手続（→ＡＲパラ３４（ａ）－（ｊ）、P12-13） 

指定運営組織は、プロジェクト実施事業者から送付されたモニタリング報告を

公表すると共に、以下のような検証を実施します。  

① 事業者から提出されてくる各種書類が、登録されたプロジェクト設計書の内
容及びＡＲと齟齬がないかを確認 

②必要があれば立入検査等も実施し、プロジェクト実績のレビューや地元利害関

係者のインタビュー、計測データの収集、モニタリング計測器の正確性

チェックを実施 
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③社会経済及び環境影響がモニタリング計画どおりにモニタリングされているか

どうかを決定 

④プロジェクト境界内で土地所有・利用に影響を与える変化がなかったかどうか

を決定 

⑤ 炭素蓄積のピーク時に検証をさけているかどうか、データ収集に重大なシ

ステムエラーがないかどうか等をレビュー 

⑥ 必要に応じ、他の情報源からのデータも使用 

⑦ モニタリング結果をレビューし、モニタリング方法論が正しく適用され、

書類が完全で透明性のあるものであることを認証 

⑧ 必要があれば、モニタリング計画の変更を勧告 

⑨ あらかじめＰＤＤに登録されていた計算方法を用いて、必要があれば上記

①、②、⑥及び⑦に関するデータを用いて純吸収量を決定 

⑩ 現実のプロジェクト活動と登録済みのプロジェクト設計書との間に不一致

がある場合、事業者に通知し、追加的情報を聴取 

 

（３）検証報告書の提出（→ＡＲパラ３４（ｋ）、P13） 

指定運営機関は、上記の手続きを経て、ＣＤＭ事業参加者、関係国（日本国政

府及びホスト国政府）、及びＣＤＭ理事会に対して、検証報告書を通知し、報告

書内容を公表します。 

 

９．指定運営機関による認証（→ＡＲパラ３１～３２、３５、P39,40） 

  認証（certification）とは、指定運営機関が上記８．の検証報告書を踏まえ、

一定期間内にＣＤＭ事業が達成した追加的吸収増加量（当該プロジェクトが存在

しなければ発生していなかった吸収量）を書面で確認することをいいます。 

 第１回目の検証はプロジェクト実施者によって選ばれた時期に行うことが可能

です。その後、クレジット期間の最後まで 5年ごとに検証が行われます。 

 指定運営組織は、当該認証後、速やかにＣＤＭ実施事業者、関係国（日本国政

府及びホスト国政府）、ＣＤＭ理事会に対して書面で認証報告書を通知し、その

内容が公表されます。 

 指定運営機関からＣＤＭ理事会への認証報告書の提出をもって認証された量に

相当するＣＥＲの発行をＣＤＭ理事会に要請したことになります。検証報告書と

認証報告書の違いについては、前者が指定運営機関によるチェックプロセスの報

告であるのに対し、認証報告書の提出はＣＤＭ理事会に対するＣＥＲの発行要請

を意味するという点です。 

 

10．ＣＤＭ理事会による tＣＥＲあるいは lＣＥＲの発行 

（１）指定運営機関によるＣＥＲ発行の要請（→ＡＲパラ３６、P13） 

事業者が tＣＥＲを選択した場合、指定運営機関が行うＣＤＭ理事会への認証
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報告書の提出によって、認証された吸収量と同量のクレジット発行がＣＤＭ理事

会に申請されたこととなります。 

事業者が lＣＥＲを選択し、純吸収量が前回の認証報告時よりも増加している

場合、指定運営機関が行うＣＤＭ理事会への認証報告書の提出によって、前回認

証時の吸収量との差（すなわち増分）のクレジット発行がＣＤＭ理事会に申請さ

れたこととなります。逆に純吸収量が前回認証報告時よりも減少している場合、

その旨理事会に対し通報されます。 

 

（２）ＣＤＭ理事会によるＣＥＲ発行手続き（→ＡＲパラ３７、P13） 

通常のＣＤＭの際と同じ手続きで行われます（２章１０．ＣＤＭ理事会による

ＣＥＲの発行の項参考）。 

  

11. 非永続性へのアプローチ 
（１） プロジェクト実施者による非永続性へのアプローチの選択（→ＡＲパラ３

８～４０、P14） 

 非永続性とは、排出削減と異なり、伐採や火災等により森林が失われると植林

したところでの炭素固定効果が永続しないことを意味します。こうした非永続性

への対処のアプローチとして、プロジェクト実施者は、下記（２）あるいは

（３）のアプローチのどちらかを選択しなければなりません。一度選択したアプ

ローチはクレジット期間中固定され、変更はできません。 

 

（２） tＣＥＲ（→ＡＲパラ４１～４４、P14） 

 附属書Ⅰ国は、発行された tＣＥＲをその期の温室効果ガス削減義務を達成す

るために使うことが可能です。このクレジットは翌期への繰越は認められており

ません。 

 tＣＥＲは発行された翌期末で有効期限が切れます。有効期限末の日付情報は

シリアル番号に追加されており、有効期限が過ぎた tＣＥＲの移転はできません。 

 tＣＥＲの有効期限が切れる前に当該 tＣＥＲと同量のＡＡＵ、ＣＥＲ、ＥＲ

Ｕ、ＲＭＵあるいは tＣＥＲで置き換えるため、国別登録簿内に tＣＥＲリプ

レース口座を設けることとされています。リプレースすることによって有効期限

までの永続性を担保しています。 

 

（３） lＣＥＲに関する規定（→ＡＲパラ４５～５０、P14-15） 

 附属書Ⅰ国は、発行された lＣＥＲをその期の温室効果ガス削減義務を達成す

るために使うことが可能です。このクレジットは翌期への繰越は認められており

ません。 

 lＣＥＲはクレジット期間末で有効期限が切れます。更新可能なクレジット期

間を選択した際には、最後のクレジット期間末で有効期限が切れます。有効期限
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末の日付情報はシリアル番号に追加されており、有効期限が過ぎた lＣＥＲの移

転はできません。 

 lＣＥＲの有効期限が切れる前に当該 lＣＥＲと同量のＡＡＵ、ＣＥＲ、ＥＲ

Ｕ、あるいはＲＭＵで置き換えるため、各約束期間毎に国別登録簿内に lＣＥＲ

リプレース口座を設けることとされています。リプレースは、(a)有効期限末、

(b)認証報告でＤＯＥが吸収量が前回の認証時よりも減少していた分、あるいは、

(c)認証報告がなされてなかった場合に行われます。 

 ＤＯＥの認証報告で(b)吸収量が前回認証時よりも減少していることが判明し

た場合、ＣＤＭ理事会は、 

① トランザクション・ログ管理者に各登録簿にある当該 lＣＥＲの既発行量を調
べるよう要求する。その際、直前及び現在の約束期間の償却口座と保有口座

においてまだリプレースされているものといないものとを区別する。 

② トランザクション・ログに当該 lＣＥＲは保有口座あるいは償却口座に移転す
ることはできない旨すぐに通知する。すでに国がリプレースの手続きを完了

している場合は、その国の保有口座にあるものは再び移転可能となる。 

③ 上記①で判明したリプレースされるべき減少分を発行量全体で除した割合を
計算する。 

④ 各国に上記③で計算した割合に応じてリプレースすべき量を通知する。各国
は３０日以内にリプレースしなければならない lＣＥＲと同量のＡＡＵ、ＣＥ

Ｒ、ＥＲＵ、ＲＭＵあるいは同じプロジェクトの lＣＥＲを現在の約束期間の

lＣＥＲリプレース口座に移転しなければならない。移転すべき量が小数点と

なる場合は切り上げて整数で計算する。 

 

また、(c)認証報告がなされていなかった場合、ＣＤＭ理事会は、 

① トランザクション・ログ管理者に各登録簿にある当該 lＣＥＲの既発行量を調
べるよう要求する。その際、直前及び現在の約束期間の償却口座と保有口座

においてまだリプレースされているものといないものとを区別する。 

② トランザクション・ログに当該 lＣＥＲは保有口座あるいは償却口座に移転す
ることはできない旨すぐに通知する。 

③ 各国に上記①に応じてリプレースすべき量を通知する。各国は３０日以内に
リプレースしなければならない lＣＥＲと同量のＡＡＵ、ＣＥＲ、ＥＲＵ、Ｒ

ＭＵあるいは同じプロジェクトの lＣＥＲを現在の約束期間の lＣＥＲリプ

レース口座に移転しなければならない。 

 

Ⅴ．クレジット獲得後の手続や処分  

 

１．クレジット獲得後の手続き 

 通常の CDM と同じ手続きが想定されます 

 115



 

２．植林・再植林事業によるクレジットにかかる諸制限について 

（１） 植林・再植林の事業により獲得したクレジットは、獲得及び移転差し引き

のネットで国全体として、２０１２年末の第一約束期間終了時点において、

１９９０年の総排出量の１％以内に留める必要があります。（→ＭＡ／ＣＤＭ

決定文パラ７(b)、P22） 

（２） また、植林・再植林ＣＤＭクレジットは tＣＥＲ及び lＣＥＲのいずれも次

期約束期間に繰り越すことができません。さらに、有効期間が切れる前にリ

プレースをする必要があります。（→ＡＲパラ４１、４４、４５、４８、P14-

15） 

（３） したがって、植林・再植林ＣＤＭクレジットの保有・売却等に関しては、

所要の対応が必要となる可能性があります。 
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（参考１） 

運営機関信任のためのガイドライン（Appendix A、P18） 

 

下記以外は、通常のＣＤＭのものと同じ 

 

１．運営機関は以下の要件を満たしていることが求められる。 

（１） ＣＤＭのルールやＣＯＰ／ＭＯＰにおける関連の決定に規定された運営機関

の機能を遂行する専門的能力を有しており、特に以下の点について十分な知

識、理解を有しているか、もしくはこれらにアクセス可能であること。 

② 植林・再植林ＣＤＭ事業の有効化、認証、検証に関する事項（特に環

境及び社会経済関連） 

③ ベースラインの設定、吸収・排出モニタリングに関する専門知識等、

植林・再植林ＣＤＭ事業に関する技術的事項 

⑥ 温室効果ガスの排出及び吸収量の計算方法 
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（参考２） 

プロジェクト設計書（Appendix B、P18-20） 

 

植林・再植林用のＣＤＭプロジェクト設計書に盛り込まれるべき情報の概要は以

下のとおり。 

 

１．植林・再植林プロジェクト内容の説明（目的、植林の樹種等の技術的事項、プ

ロジェクトの実施場所及び境界） 

２．現在の環境条件（気候、水文学、土壌、エコシステム、希少種の存在） 

３．土地の法的所有権、現在の土地保有権及び土地利用の状況 

４．選択された炭素プール及び一部の炭素プールを省略する場合、透明性があり検

証可能な理由・情報 

５．使用するベースライン方法論 

（１）既に（ＣＤＭ理事会により）承認されているベースライン方法を用いる場合

は、その内容及び当該ベースライン方法がプロジェクトにどう適用されるか

についての説明 

（２）新たなベースライン方法論を用いる場合は、以下の点を提出 

   － ベースライン方法論の説明及び当該方法論を選択した妥当性 

   － ベースライン設計に用いた指標・データ・前提条件及び不確実性に関する

評価 

   － ベースライン吸収量の見通し 

   － 可能性のあるリーケージのソース 

（３）その他の考慮事項（当該方法は如何に透明かつ安全サイドでのスタンスで確

立されたかについての説明など） 

６．リーケージを最小化するために講じる方法 

７．プロジェクトの開始日、その証明及び選択したクレジット獲得期間（３０年か

２０年で２回までの更新可のいずれか） 

８．非永続性への選択したアプローチ（tＣＥＲか lＣＥＲ） 

９．プロジェクトがない場合に比べて吸収量が追加的に増加しているかについての

説明 

10．環境影響分析、必要に応じた環境影響評価の結果とそれらに係る補足説明 

11．社会経済影響分析、必要に応じた社会経済影響評価の結果とそれらに係る補足

説明 

12．プロジェクトに含まれる公的資金に関する情報と日本国政府から交付されたＯ

ＤＡの流用でないことの確認書 

13．利害関係者のコメントとそれへの対応 

14．モニタリング計画 

（１）必要とされるデータとデータ品質に関する証明 
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（２）データ収集やモニタリング方法論 

（３）ＣＤＭ理事会で承認されていない新たなモニタリング方法を用いる場合は、

そのモニタリング方法論に関する説明及びその評価等が必要となる 

15．クレジットの計算 

（１）ベースライン吸収量算定のための計算式に関する説明 

（２）リーケージ算定のための計算式に関する説明 

（３）プロジェクトによる吸収量算定のための計算式に関する説明 

（４）クレジット算定のための計算式に関する説明 

（５）上記をサポートする参考資料 
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（参考３） 

ベースライン、モニタリング方法論の確立に関する参照事項（Appendix C、P21） 

 

 通常のＣＤＭと同じ（２章 参考５参照、） 
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（参考４） 

ＣＤＭ登録簿に関する追加要件（Appendix D、P21） 

 

１． ＣＤＭ理事会は tＣＥＲ及び lＣＥＲの発行、保有、移転、獲得及び取消を

正確に計上することを目的としてＣＤＭ登録簿を確立し、これを維持。 

 

２． ＭＡで規定されているＣＤＭ登録簿に関する要件は、ここに記載されていな

い限り、tＣＥＲ及び lＣＥＲにも適用される。 

 

３． ＣＤＭ登録簿はＭＡで規定されている口座以外に以下の口座を設ける。 

（１）ＣＤＭ登録簿の保有口座上で有効期限の切れた tＣＥＲ及び lＣＥＲを取消し

（cancellation）するための口座 

（２）検証報告で吸収量が前期よりも減少あるいは所用の検証報告がされておらず

無効となった lＣＥＲをリプレースするための口座 

 

４． tＣＥＲ及び lＣＥＲは有効期間末の日付がシリアル番号の追加要素として加

わる。 

 

５． ＣＤＭ登録簿の管理者は植林・再植林ＣＤＭ活動の認証報告を受け取った日

付を記録しておき、lＣＥＲが発行されたプロジェクトに関し直近の認証報告

が提出されてから５年以内に認証報告が提出されていないケースについて理

事会に通知する。 

 

６． ＭＡに規定するＣＤＭ登録簿で公開される情報には tＣＥＲ及び lＣＥＲの有

効期間末の日付の情報が加わる。 
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モニタリング・検 審査 
（審査方法等については
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第４章 

 

共同実施（ＪＩ）利用ガイド 

 

Ⅰ．ＪＩプロジェクト総論 

１．共同実施（ＪＩ）とは何か 

共同実施（ＪＩ）とは、京都議定書第６条に基づくメカニズムであり、附属書Ⅰ国

が他の附属書Ⅰ国において省エネプロジェクト等、温室効果ガスの排出削減（もし

くは吸収増大）につながるプロジェクトを実施し、当該プロジェクトが存在しな

かった場合に比して追加的な排出削減（もしくは吸収増大）があった場合、当該排

出削減量（もしくは吸収量増大量）に対してＥＲＵ（Emission Reduction Unit）と

よばれるクレジットが発行され、その全部または一部を、プロジェクトを実施する

附属書Ⅰ国が自国の排出削減目標達成に用いることができるというものです。以下、

便宜上、プロジェクトを実施する側の附属書Ⅰ国を「投資国」、受け入れる側の附属

書Ⅰ国を「ホスト国」と呼ぶことにします。また参照条文として記載しているのは、

ＫＰであれば京都議定書、MAであればCOP７で決定された京都議定書の運用ルールが

規定されているマラケシュアコードを指します。なお、マラケシュアコードのJI該

当部分について、原文では事務局の手違いによりパラ番号が途中から記載されてい

ませんが、仮に、順序通りに記載したと想定される場合のパラ番号を本利用ガイド

においては便宜上使用しています。 

 

 

２．ＪＩの２トラック・アプローチ 

（１）ＪＩは京都議定書に基づく温室効果ガス排出削減減目標を有する附属書Ⅰ国

同士のメカニズムです。即ち、ＥＲＵの移転を行ったとしても、ホスト国と投資

国で削減しなければならない温室効果ガス量の合計は変わらないという「ゼロ・

サム」です。附属書Ⅰ国と排出削減目標を有していない非附属書Ⅰ国との間で行

われ、ＣＤＭ理事会や指定運営機関のチェックプロセスを経て新たなクレジット

（ＣＥＲ）が生み出されるＣＤＭと大きく異なるのはこの点です。 

（２）具体的には、 ＪＩに伴うクレジットの移転は、ホスト国のＡＡＵもしくはＲ

ＭＵの一部が、ＥＲＵに変換されて投資国に移転されることを意味します（→議

定書 3 条１０項、3 条 11 項参照）。プロジェクトの実施に伴う追加的排出削減量

（もしくは吸収増大量）が過大に評価された場合、ホスト国からの移転量がプロ

ジェクト実施に伴う実際の追加的排出削減量よりも大きいことになり、ホスト国

にとって排出削目標達成上、マイナスになります。このため、ホスト国はプロ

ジェクト実施に伴う排出削減量（もしくは吸収増大量）を厳密にチェック・評価

した上でＥＲＵを発行することになります。 

（３）したがって、ホスト国が自国の温室効果ガス排出量をきちんと把握する体制
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が整っている限り、基本的にＪＩプロジェクトの実施に伴うＥＲＵの発行、移転

はホスト国と投資国の間の調整に委ねられます。これを通称、「第１トラック」と

呼んでいます。他方、ホスト国が自国の排出量をきちんと把握できていない場合、

プロジェクトの追加的排出削減量（もしくは吸収増大量）のチェックやＥＲＵの

発行を的確に行えない可能性が高いことから、ＣＤＭにおけるＣＤＭ理事会や指

定運営機関と類似した第三者機関（６条監督委員会、指定独立機関）による検証

（verification）プロセスが必要になります。これを通称、「第２トラック」と呼

んでいます。どのような場合に第１トラック、第２トラックが適用されるか、６

条監督委員会、独立機関の概要については、後述のⅡ．及びⅢ．を御参照くださ

い。 

 

３．ＪＩプロジェクトとは何か（→MA/JI 決定文前文） 

（１）京都議定書及びマラケシュアコード上、ＪＩプロジェクトとして特定分野の

プロジェクトに限定する（ポジティブ・リスト）もしくは特定分野のプロジェク

トを除外する（ネガティブ・リスト）といった規定はありません。このため、原

則としてどのようなプロジェクトでも、投資国、ホスト国の承認プロセス（後述

Ⅳ．参照）にのせることができます。 

（２）ただし、マラケシュ・アコード決定文において、原子力施設から得られるク

レジットについては、京都議定書の削減目標達成に使用することを「差し控える

（refrain from）」とされています。また、ＪＩについては、ＣＤＭと異なり、シ

ンクプロジェクトの対象範囲等について特段の制限が設けられておらず、森林管

理を含む全てのシンク活動をＪＩプロジェクトとすることができます。 

 

４ＪＩプロジェクトの実施時期、クレジット獲得時期（→MA/JI 決定文パラ５、

P6） 

（１）ＣＤＭプロジェクトにおいては、２００８年以前のプロジェクト実施、クレ

ジットの獲得が認められていますが、ＪＩについては、ＣＤＭと異なり、ＥＲＵ

を獲得できるのは２００８年以降になります。 

（２）他方、マラケシュ・アコードでは、２０００年時点で開始しているプロジェ

クト（projects starting as of the year 2000）については、ＪＩプロジェクト

として適格たり得ると規定されており（→決定文パラ５）、２００８年以降のクレ

ジット獲得を目指し、ＪＩプロジェクトを２００８年以前の段階で認定を受け、

実施をすることは可能です。 

（３）またプロジェクトの開始時期が２０００年以前の段階であったとしても、適

格であるケースが有り得ると考えられますが、プロジェクトの開始時期について

は種々の解釈が可能であることから、必要に応じ、政府担当窓口に御相談下さい。 
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５．得られたＪＩクレジット（ＥＲＵ）の扱い 

取得したＥＲＵは自由に売買可能です。ただしバンキング制限などいくつかの制

限がありますので、詳細は後述Ⅴ．を参照してください。 

 

Ⅱ．ＪＩに係わる関連組織 

ＪＩプロジェクトを実施するに当たっては、ホスト国と投資国以外に、京都議

定書締約国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ）、第 6 条監督委員会、信任独立機関という３つ

の組織が関与します。このうち、第 6 条監督委員会、信任独立機関については、

ホスト国が所定の条件を満たしておらず、上記２．（３）で述べた第 2 トラックが

採用された場合、ホスト国にかわってＥＲＵの認証を行うことになります。３つ

の組織の具体的な役割は以下のとおりです。 

 

１．ＣＯＰ／ＭＯＰ（→MA/JI パラ 2、P8） 

  ＣＯＰ／ＭＯＰは京都議定書の実施に関する最高意思決定機関であり、ＪＩを定

めた議定書 6 条の施行に関するガイダンスを与えると共に、２．の 6 条監督委員

会を監督する役割を果たします。なお、ＪＩプロジェクト実施事業者が直接ＣＯ

Ｐ／ＭＯＰとやりとりするケースは想定されません。 

 

２. ６条監督委員会（Article 6 Supervisory Committee、P9） 

（１）任務（→MA/JI パラ３） 

６条監督委員会は、第 2 トラックにおいて、ホスト国に代わって、JI プロ

ジェクトからのＥＲＵの認証を行う機関であり、ＣＤＭにおけるＣＤＭ理事会に

相当する役割を果たします。その具体的な機能としては以下のものがあげられま

す。 

  ① ＣＯＰ／ＭＯＰに対する活動報告 

  ② 独立機関の信任 

  ③ ②の基準・手続きのレビュー 

  ④ ベースライン及びモニタリングの報告ガイドライン、基準のレビュー 

  ⑤ プロジェクト設計書作成要領の作成  

  ⑥ レビュー手続きの実施 

⑦ マラケシュ・アコードに盛り込まれた手続き規定に追加的な規定の検討（Ｃ

ＯＰ／ＭＯＰで検討） 

 

（２）構成（→ＭＡ／ＪＩパラ４、P9） 

6 条監督委員会は、以下の４つのグループから、１０名のメンバーを、ＣＯＰ

／ＭＯＰが選任することによって発足します。非附属書Ⅰ国が多数を占めるＣＤ

Ｍ理事会と異なり、附属書Ⅰ国が多数（6 名）を占める構成になっています。ま

た、ＣＯＰ／ＭＯＰが選任することになるため、実際に発足するのは、京都議定
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書が発効して以降であり、具体的な選任プロセスについても今後、決定されるこ

とになります。 

  ① 移行経済諸国である附属書Ⅰ国（いわゆる旧ソ連・東欧諸国）から３名 

  ② 上記以外の附属書Ⅰ国から 3名 

  ③ 非附属書Ⅰ国から 3名 

④ 小島嶼国から 1名 

 

（３）開催頻度・定足数（→ＭＡ／ＪＩパラ９、１４，１８、P10.11） 

6 条監督委員会は少なくとも年２回開催され、定足数は附属書Ⅰ国の多数 （4

名）、非附属書Ⅰ国の多数（3 名）の参加を得て 3分の２以上（7名以上）が出席

することが必要です。また、６条監督委員会には別途の定めがない限り、全締約

国、UNFCCC（気候変動枠組み条約事務局）指定のオブザーバー、利害関係者がオ

ブザーバーとして参加することができます。オブザーバーの手続きは今後、６条

監督委員会で決定されることになりますが、オブザーバー参加を希望される場合

は、政府担当窓口までご相談下さい。 

 

（４）議決（→ＭＡ／ＪＩパラ１５、P11） 

6 条監督委員会の議決は原則コンセンサスですが、それが困難な場合、出席メ

ンバーの 4分の 3の多数決によって決定されることになります。 

 

３．独立機関(Independent Entity) 

  独立機関は、第 2 トラックにおいて、6 条監督委員会から信任を受け、ＪＩプロ

ジェクトが議定書６条や関連ガイドラインの要件を満たしているかどうかを実質的

に審査する役割を担います。6 条監督委員会がＣＤＭ理事会に対応する役割を担う

のに対し、独立機関はＣＤＭにおける指定運営機関に相当する役割を担うことにな

ります。 

   ＣＤＭと同様、ＪＩプロジェクトを円滑に実施していくためには、我が国の機関

が独立機関として信任を受けることが重要であり、政府としてもそのための支援策

を講じていく予定です。 

（１）信任手続き（→ＭＡ／ＪＩ附則Ａ、P15） 

  独立機関は 6 条監督委員会によって信任を受けることになりますが、そのため

には人員面、資金面、責任体制、ＪＩに関する専門的知見、独立性、信頼性等の

面で厳しい基準をクリアすることが必要です。具体的な基準については、本ガイ

ドラインの参考１をご覧下さい。独立機関の信任基準は、ＣＤＭの指定運営機関

の信任基準に準拠して作られており、信任にあたっての運用はＣＤＭの指定運営

機関の先行事例が参考になると思われます。 

 

（２）独立機関の信任取り消し（→MA/JI パラ４２、P15） 
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 ６条監督委員会がレビューを行い、信任独立機関が附則Ａに規定する基準を満

たしていないことが判明した場合、聴聞の機会を与えた上で当該機関の信任を剥

奪・停止することになります。信任独立機関の資格剥奪・停止が決定された場合、

当該機関に迅速に書面で通知されると共に一般に公表されます。また資格の停

止・剥奪に当たっては、それによってマイナスの影響を受けるプロジェクト実施

事業者に聴聞の機会を与えることになっています。 

 

（３）独立機関の信任停止・剥奪がプロジェクトに与える影響（→MA/JI パラ 43-45、

P16）  

 自分のプロジェクトが第２トラックのプロセスを経た場合、検証を行った独立

機関の信任が停止・剥奪されることは大きな問題です。したがって信任独立機関

の資格剥奪・停止が公表される場合は、注意が必要です。 

マラケシュアコードでは、検証済みのプロジェクトについては、検証を行った

独立機関の信任が停止・剥奪されたとしても、「当該プロジェクトに関する決定

に大きな問題がない限り」原則として影響を受けないこととされています。ただ

し、いかなる場合が「大きな問題」に該当するかの具体的基準は未だ整備されて

いません。 

検証内容に大きな問題が発見された場合、６条監督委員会は別の信任独立機関

に対して検証内容の評価を行わせ、過剰なＥＲＵが移転されていた場合、資格停

止となった独立機関が自らの責任で３０日以内に過剰発行分と同量のＡＡＵ、Ｅ

ＲＵもしくはＣＥＲを獲得してホスト国の相殺勘定に入れることになります。 

なお、レビューに要する費用は信任を停止・剥奪された独立機関が負担するこ

とになります。 

 

Ⅲ．ＪＩの参加資格 

ＪＩを活用するためには、ホスト国、投資国が一定の参加資格を満たしているこ

とが前提となります。 

 

１．担当政府機関の指定（→MA/JI パラ 20(a)、P11） 

（１） ＪＩの手続においては、Ⅳ．で御説明するようにホスト国、投資国における

プロジェクトの政府承認が必要である他、信任独立機関からのプロジェクト

検証結果の通知の受付、６条監督委員会に対するレビュー要請等、ホスト国、

投資国の政府の役割が規定されています。このため、ホスト国、投資国の担

当政府機関を具体的に指定し、事務局に通報する必要があります。我が国に

おいては、２００２年７月１９日に設置された京都メカニズム活用連絡会

（構成：内閣官房、経済省、環境省、外務省、農林水産省、国土交通省）が

これに当たり、事業承認については本連絡会が行います。なお、事業承認の

申請については、連絡会のいずれの省庁においても受理できるようになって
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おります。 

（２） 経済産業省では産業技術環境局環境政策課に設置された京都メカニズムヘル

プデスクが窓口となり、プロジェクトの承認のみならず、ＪＩプロジェクト

実施全般に関し、幅広く御相談に対応していくことにしています。 

 

２．ＪＩプロジェクト承認の国内ガイドライン・手続の策定（MA/JI パラ 20(b)、

P11） 

ＪＩプロジェクトを承認するための国内ガイドライン・手続き（利害関係者の

コメント検討（パブリックコメント）、モニタリング、検証を含む）を定め、事

務局に通報する必要があります。本利用ガイドはこうしたガイドラインも盛り込

んでいくことを想定して作成されたものです。 

 

３．ホスト国・投資国の参加資格（ＭＡ／ＪＩパラ２１－２７、P12.13） 

（１） 参加要件 

附属書Ⅰ国がＪＩを用いてＥＲＵの移転及び獲得を行うためには、以下の要件

を満たしておく必要があります。但し、要件を満たす必要があるのはあくまで

日本政府であって、事業者の方にはその必要はありません。 

① 京都議定書の締約国であること 

② 京都議定書の規定に基づき、初期割当量が確定されていること 

③ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、国内における排出量、 

吸収量の算定システムを有していること 

④ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づく国別登録簿を有してい

ること 

⑤ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、直近のインベント 

リーが提出されていること（第１約束期間については、内容審査は排出源

からの排出量のインベントリーに係わるものに限られ、吸収源のインベン

トリーについては提出の有無のみをチェック） 

⑥ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、初期割当量の算定に 

関する補足情報が提出されていること 

 

（２） 参加資格の発生 

附属書Ⅰ国は、上記の参加資格を満たしていることを事務局に報告してから、

１６ヶ月間の間に、京都メカニズムの参加資格を管轄する遵守委員会執行部か

ら特段の問題提起がなされない限り、参加資格を満たしているとみなされます。

また遵守委員会執行部が参加資格との関係で問題を提起しない旨の決定を行っ

た場合、１６ヶ月経過する以前の段階でも参加資格が発生します。 

 

（３）第 1トラックと第 2トラック 
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Ⅰ．２．でご説明したように、ＪＩプロジェクトによるＥＲＵの発行手続き

にはホスト国・投資国間の調整に全てを委ねる第１トラックと、第三者機関

（６条監督委員会、認証独立機関）が介在する第２トラックとがありますが、

いずれのトラックが適用されるかは、ホスト国が上記（１）の条件を満たして

いるか否かで決まります。 

①第１トラックが適用される場合 

ホスト国が、上記（１）の条件を満たしている場合、第 1 トラックが適用さ

れ、ホスト国自身がＪＩプロジェクトによる追加的排出削減量（または吸収

増加量）を検証し、ＥＲＵを発行できます。第 1 トラックが適用できる場合

であってもホスト国の判断により、第 2 トラックを選択することも可能です。 

 ②第 2 トラックが適用される場合 

ホスト国が上記（１）の条件を満たしていない場合、第２トラックが適用さ

れ、ＪＩプロジェクトによる追加的排出削減量（または吸収増加量）の検証

は６条監督委員会による手続きを経ることになります。この場合であっても、

（１）の①、②及び④の条件を満たしていなければなりません。 

 

（４）条約事務局によるリストの公表 

気候変動枠組み条約事務局が参加資格を有する締約国、資格停止となった締

約国のリストを公表することになっていますので（公表方法としては、条約事

務局のホームページ＜http://www.unfccc.int/＞への掲載などが想定されま

す。）、ホスト国が上記の資格を有するかどうかは、当該リストを見ればわかり

ます。我が国の参加資格が発生した場合、条約事務局のリストに掲載されると

同時に、我が国政府も内外にその旨を公表する予定です。 

 

４．民間企業の参加資格（→ＭＡ／ＪＩパラ２９、P13） 

（１） マラケシュ・アコードではホスト国による法人のＪＩへの参加の承認

（authorization）が明文化されており、民間企業のＪＩへの参加が前提と

されています。日本国の法人によるＪＩへの参加承認については、後ほどご

説明する政府によるＪＩプロジェクトの承認がこれに該当します。 

（２） また締約国政府が民間企業の参加を承認した場合であっても、京都議定書の

義務の履行は引き続き、当該政府の責任となります。 

（３） また、民間企業がＥＲＵの移転・獲得を行うためには、その時点で民間企業

の参加を承認した締約国がＥＲＵの移転・獲得を行う資格を有していること

が必要です。いずれにせよ、ＥＲＵを獲得できるのは２００８年以降になり

ますので、２００８年以前の段階でプロジェクトの発掘や相手国との連絡調

整、プロジェクトの適格性審査等を行うことは可能です。 

 

５．参加資格を喪失した場合とその回復手続き（→ＭＡ／遵守 XV．パラ４、X．パ
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ラ２、P9） 

（１） 仮に遵守委員会執行部が、ある附属書Ⅰ国が、ＥＲＵの移転・獲得に係わる

上記３．（１）の資格を満たさなくなったと判断した場合、当該附属書Ⅰ国

の参加資格が停止されることになります（この場合、参加承認を受けた民間

企業も同様の扱いとなります）。 

（２） 資格停止となった附属書Ⅰ国は、所要の措置を講じた上で、遵守委員会執行

部に対して資格回復の申請を行うことができます。専門家審査チームが

チェックを行い、参加資格に係わる問題が解決したとの報告書を提出した場

合は、遵守委員会執行部が「引き続き問題がある」との決定を下さない限り、

参加資格が回復されます（これに伴い、民間企業の参加資格も回復されるこ

とになります）。 

 

 

Ⅳ．日本が投資国となる場合のＥＲＵを獲得するまでの手続き－第２トラックを中

心に－ 

 

本章では、ＥＲＵを獲得するまでの手続きの流れについてご説明します。Ⅲ．３．

でご説明したように、ＪＩのＥＲＵ発行手続きについては、ホスト国が一定の参加

資格を満たしているか否かによって第１トラックと第２トラックがあります。ホス

ト国の参加資格の有無については、第１約束期間が開始するまでには明らかになり

ますが、２００８年以前の段階では、ホスト国ともご相談の上、いずれかのトラッ

クを前提に準備を進める必要があります（ホスト国が将来参加資格を獲得できるか

どうかについて不確実性があると考えられる場合には、第２トラックを前提に準備

を進めた方がより安全であると考えられます）。以下では、より複雑な手続きが必要

とされる第２トラックを中心にご説明します。 

 

１．投資国、ホスト国によるＪＩプロジェクト承認（MA/JI パラ３１（ａ）、P14） 

ＪＩプロジェクトを実施しようとする事業者は、投資国とホスト国からＪＩ実

施に関して書面で承認を得ておく必要があります。この承認書はⅣ．５．でご

説明する信任独立機関によるＪＩプロジェクトの適格性審査の際に必要とされ

るものです。 

（１）政府における承認手続き 

日本政府によるプロジェクト承認は、信任独立機関や６条監督委員会が行うよう

なプロジェクト内容の審査を目的とするものではなく、むしろ日本企業が関与し

ているＪＩプロジェクトを把握し、必要に応じ支援することを趣旨とするもので

す。我が国の承認決定を行う機関としては、先述の通り京都メカニズム活用連絡

会と決定いたしましたが、承認申請に当たっての詳細な手続き（承認申請書等）

については２００２年１０月１６日に決定し、１０月１８日より承認申請の受付
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を開始したところです（はじめに 参考３参照）。 

 また、マラケシュアコードでは、承認のタイミングについての具体的な規定は

ありませんが、日本国政府による承認についてはＪＩの諸手続きにおいて政府が

必要に応じてサポートできるよう、信任独立機関への関連書類の提出に先立って

手続きを終えておく事をお勧めします。 

 ①政府担当窓口 

事業承認の窓口となり、またプロジェクトの開始から京都議定書に基づく排

出削減量等の発行に至るまでの側面支援を行うプロジェクト支援担当省庁につ

いては、内閣官房、経済産業省、環境省、外務省、農林水産省、国土交通省の

中からプロジェクト実施者が選択することが可能となります。事業承認申請の

みならず側面支援も行う担当省庁を選択するということとなりますので、当該

ＪＩプロジェクトの性格に照らして最も知見を有している政府の省庁に承認申

請を行なうことが適当と考えられます。経済産業省では、環境政策課に設置さ

れた京都メカニズムヘルプデスク室が、プロジェクト実施に係る相手国政府と

の連絡・調整や承認手続き等を含め、種々のご相談事項に対応させていただき

ます。 

 

 ②承認に関わる提出書類 

 以下の項目を盛り込んだ申請書類を作成し、政府担当窓口に提出いただくこ

とになります。 

◇実施主体（国内及びホスト国の事業者名、担当者名、住所、連絡先） 

◇プロジェクトの概要 

・ プロジェクトの名称 

・ プロジェクトの対象地区の概要 

・ プロジェクトの概要 

・ プロジェクトの対象とする温室効果ガス 

・ プロジェクトの実施スケジュール 

・ ホスト国の持続可能な開発の達成の支援 

・ ホスト国の承認の可能性に関する情報 

・ 環境への影響 

・ ベースライン 

・ 予想される温室効果ガス排出削減量又は吸収量 等 

 

③政府部内における申請の処理、承認の発出 

  冒頭述べたように、プロジェクト内容の実質的審査を目的とするものではな

いため、政府担当窓口として申請書類を受理すれば、提出書類に形式的な不備

（記載漏れ等）がないかを確認の上、承認基準に照らし承認書の発出、送付を

行うこを想定しています。仮に形式要件不備の場合にはその旨をご連絡します。 
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 （２）ホスト国における承認 

ホスト国における承認については、別途ホスト国により用意されるガイドラ

インに基づき承認を受けていただくことになります。その際ホスト国政府の対

応など何かお困りのことがあれば、政府担当窓口にご相談下さい。 

 

２．信任独立機関の選定（→ ＭＡ／ＪＩパラ３０、P13） 

第２トラックでは、６条監督委員会の信任を受けた独立機関が、ＪＩプロジェ

クトが京都議定書や関連ガイドラインの要件を満たしているかを審査する認証

（verification）のプロセスが必要です。このため、認証プロセスに入る前に、

特定の信任独立機関を選定することが必要です。信任独立機関は、Ⅱ．３でご説

明した手続きに従って６条監督委員会が信任することになります。信任独立機関

のリストは公表されますので、その中から適当な機関を選んでいただき、契約に

基づき、プロジェクトの認証を依頼することになります。 

 

３．環境影響評価等の実施（→ＭＡ／ＪＩパラ３３（ｄ）、P14） 

    信任独立機関が認証を行う際に、プロジェクト実施事業者がプロジェクトの

実施地点及びその周辺地域への環境影響分析を実施し、環境への影響が大きいと

判断される場合に環境影響評価を実施していることが求められます。したがって

プロジェクト設計書の手続きに先だって環境影響分析（もしくは評価）の実施が

必要になります。ただし、環境影響分析、評価の要否、手続き、両者のデマケ

（いかなる場合が「影響が大きいと判断される場合」に該当するか）等について

は、ホスト国の国内手続きに従って行うこととされており、それ以上の作業は必

要ありません。このため、ホスト国の国内制度を事前によく調査する必要があり

ます。 

 

４．プロジェクト設計書の提出（→ＭＡ／ＪＩパラ３１、P14） 

（１）プロジェクト設計書 

JI プロジェクト実施事業者は、プロジェクト設計書を信任独立機関に提出し、

当該独立機関の認証手続きを受けます。プロジェクト設計書には以下の事項を

盛り込むことが必要ですが、更なる詳細については、ＣＤＭのプロジェクト設

計書ガイドラインやＣＤＭ理事会の作業を参考に、６条監督委員会がＣＯＰ／

ＭＯＰでの決定を目指してガイドラインを作成することになっています。した

がってプロジェクト設計書の詳細は現時点では特定できませんが、ＣＤＭのプ

ロジェクト設計書のスペック（２章 Ⅳ．４、参考４参照）とほぼ同じものに

なると予想されます。 

① ホスト国、投資国から承認を受けていること 
② プロジェクトの実施により追加的な排出削減（または吸収量増大）が生じて
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いること 

③ 適切なベースライン、モニタリング計画を有していること 
 

（２）ベースライン・モニタリング（→ＭＡ／ＪＩ附則Ｂ、P18） 

ベースラインとは、当該ＪＩプロジェクトが存在しなかった場合に生じていた

であろう温室効果ガス排出状況のシナリオであり、モニタリングとは、ＪＩプロ

ジェクトの実施による実際の排出量を計測・評価することです。ベースラインと

プロジェクトの実施による実際の温室効果ガス排出量のモニタリング結果との差

分がＥＲＵとして移転されることになるため、適切なベースライン設定方法、モ

ニタリング計画は極めて重要です。具体的基準は本利用ガイド末尾の参考２をご

覧下さい。またＣＤＭ利用ガイドのⅣ．４．（２）、（５）も参考になります。 

ベースライン、モニタリングの基準についても、プロジェクト設計書と同様、

ＣＤＭ理事会での作業を参考に、今後、６条監督委員会においてレビュー・改訂

されることになります。またＣＤＭ理事会で承認されたベースライン設定方法、

モニタリング計画の手法が、ＪＩ第２トラックにおいてもデファクトスタンダー

ドになる可能性が高いため、ＣＤＭの運用実績を注視する必要があります。 

 

５．信任独立機関によるプロジェクト設計書の適格性決定 

（１）プロジェクト設計書の公表、パブリックコメント（→MA/JI パラ３２、 

P14） 

信任独立機関に提出されたプロジェクト設計書は事務局を通じて公開され、信

任独立機関は公表後、３０日以内に全締約国、利害関係者、ＵＮＦＣＣＣが指定

するオブザーバーからの意見を受け付けることとなっています。 

 

（２）信任独立機関によるプロジェクトの適格性審査（→ＭＡ／ＪＩパラ３３、 

P14） 

信任独立機関は、パブリックコメント終了後に、下記の点においてプロジェク

トが妥当であることを決定します。 

①ホスト国、投資国からのプロジェクト承認がなされていること 

②プロジェクトの実施に伴い追加的排出削減（または吸収量増大）が生じる見込

みであること 

③適切なベースライン、モニタリング計画を有していること 

④ホスト国の規定に基づく環境影響分析を提出し、影響が大きいと認められる場

合にホスト国の手続きにしたがい環境影響評価を実施していること。 

 

（３）信任独立機関による適格性の決定及び公表（→ＭＡ／ＪＩパラ３４、P14） 

信任独立機関がＪＩプロジェクトとして適格性を決定後、条約事務局を通じて、

決定理由、パブリックコメントの概要、コメントへの対応ぶりを含め、決定内容
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を公表します。公表後、４５日以内に６条監督委員会の委員３名以上もしくは関

係国（すなわち日本国政府とホスト国政府）からのレビュー要請がなければ上記

の決定はファイナルになります。 

 

(4)６条監督委員会によるレビュー（→MA/JI パラ３４，３５、P14） 

レビュー要請があった場合には、６条監督委員会は遅くとも６か月以内若しく

は次回会合までにレビューを終了し、決定内容や理由をプロジェクト実施事業者

に連絡するとともに一般に公表します。レビューの結果、ＪＩプロジェクトとし

て妥当でないと判断された場合の取り扱いについては明確な規定はありませんが、

ＣＤＭの有効化手続きと同様、適切な見直しを行えば、再度手続きを行えるもの

と考えられます。 

 

６．ＪＩプロジェクト実施事業者によるモニタリング（ＭＡ／ＪＩパラ３６、P15） 

上記手続きによって認証されたプロジェクトは、ＪＩプロジェクトとして実施

に移されますが、ＥＲＵを獲得するためには、プロジェクトが実際に温室効果ガ

スの追加的削減（もしくは吸収量増大）につながっていることが必要です。この

ため、プロジェクト実施後、ＪＩプロジェクト実施事業者は、信任独立機関によ

り妥当であるとされたモニタリング計画に基づいてモニタリングを行い、実際に

生じた排出量削減（または吸収量増大）実績を信任独立機関に提出するとともに、

一般に公表することが求められます。 

 

７．信任独立機関による排出削減（吸収量増大）実績の決定 

（１）信任独立機関による排出削減（吸収量増大）実績の決定・公表（MA/JI パラ

37,38、P15） 

信任独立機関は、提出された排出量削減（または吸収量増大）実績があらか

じめ決定を受けた方法でモニタリングされ計算されたものであることを決定し、

その決定内容と理由を条約事務局を通じて公表します。公表後、１５日以内に

当事国（即ち日本国政府及びホスト国）もしくは６条監督委員会の３人以上か

らのレビュー要請がなければ上記決定は確定します。 

 

（２）排出削減（吸収量増大）実績に関する６条監督委員会のレビュー（MA/JI パ

ラ３９、P15）  

レビュー要請があった場合、以下の手続きで６条監督委員会によるレビューが

行われます。 

① ６条監督委員会は、レビュー要請を受けた後、次回会合又は遅くとも３０

日以内に対応方針を決定し、レビュー要請が妥当であるとされた場合はレ

ビューを実施（※レビュー要請が妥当でないとされた場合については特段規

定がありませんが、おそらくレビュー要請者に報告して調整することになる
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と考えられます）。 

② レビューを実施した場合、３０日以内に終了。 

③ レビュー終了後は、プロジェクト実施者にレビュー結果を通報するととも

に、決定内容及び理由を一般に公表。  

 

８．ホスト国によるＥＲＵの発行・移転 

上記の決定を踏まえ、ホスト国が自国のＡＡＵ（排出削減プロジェクトの場

合）もしくはＲＭＵ（シンクプロジェクトの場合）をＥＲＵに変換し、あらかじ

めホスト国との間で合意された配分に基づき、当該ＥＲＵの全部または一部を我

が国に移転することになります。 

また、公的資金を伴うプロジェクトに係るクレジットの日本政府と事業者との

配分についても、あらかじめなされた合意に基づき行われることとなりますが、

配分ルールについては今後検討する予定です。 

 

９．ホスト国が第１トラックの要件を満たしている場合 

（１）ホスト国が第１トラックの要件を満たしている場合、Ⅳ．１．にあるような

日本政府の承認手続きが必要であることは第２トラックと同様ですが、ホスト

国による承認や認証のプロセスはホスト国自身が定めるガイドラインに従って

行われることになります。 

（２）どのようなガイドラインを設定するかは、ホスト国の判断に委ねられますが、

パブリックコメント、環境影響評価、ベースライン、モニタリングの設定等、

第２トラックにおいて信任独立機関、６条監督委員会がチェックする項目をホ

スト国自身がチェックする内容になる可能性が高いと思われます。 

（３）いずれにせよ、第１トラックにおいては、第三者機関を介在させる第２ト

ラックに比してホスト国の役割が極めて大きくなります。ホスト国との関係で

お困りの点があれば、政府担当窓口にご相談下さい。 

 

Ⅴ．ＥＲＵ獲得後の手続き・処分 

 

２００８年以降、獲得したＥＲＵについては、事業者の自主行動計画の達成に用

いたり、排出量取引を通じて売買をすることが可能です。その際の留意点は以下の

とおりです。 

 

（１）   ＥＲＵを次期約束期間にバンキングできる量は、国全体で初期割当量の

２．５％以内です。このため、２０１２年末において状況に応じ、保有してい

るＥＲＵにつき、国内外での売却等、所要の対応が必要な場合があります。 

（２） また、結果として日本国が削減目標を不遵守の場合は、事業者の方は翌期

へのバンキングは不可能となりますのであらかじめご留意頂く必要があります。
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日本が不遵守となっている場合、排出量取引に基づく移転資格も停止されるた

め、海外への売却もできません。このため、日本政府や他の日本法人に売却す

る等の対応が必要になる可能性があります。 

 

Ⅵ．日本がＪＩのホスト国となる場合 

 

最後に、日本がＪＩのホスト国となる場合についてご説明します。ＪＩの場合、

日本法人が海外でＪＩプロジェクトを実施するのみならず、外国法人が日本国内

でＪＩプロジェクトを実施する可能性もあります。この場合、上記Ⅳ．において

ご説明してきた手続きの中で、日本がホスト国としての役割を担うことになりま

す。 

 

１．第１トラックと第２トラック 

（１）日本がⅢ．３の参加資格を満たすまでの間は、第２トラックが適用され、投

資国及びホスト国である日本政府の承認を得た後、信任独立機関及び６条監督

委員会がプロジェクトの妥当性審査やＥＲＵ移転のベースとなる追加的排出削

減量（吸収増大量）を認証することになります。 

（２）また日本が参加資格を得た場合、第１トラックが適用され、プロジェクト承

認のみならず、プロジェクトの妥当性審査や追加的排出削減量（吸収増大量）

の認証も日本政府が行うことになります。ただし、第１トラックが適用できる

場合であっても日本政府が第２トラックを選択することは可能です。 

 

２．日本政府によるプロジェクト承認 

（１）日本でＪＩプロジェクトを実施する場合、当該プロジェクトが存在しなかっ

た場合に比して追加的な排出削減があり、その一部を日本が獲得できる限り、

日本にとってもメリットがあります。但し日本からのＥＲＵの移転は、日本の

ＡＡＵの一部の移転であるため、追加的な削減量（吸収増大量）については厳

密なチェックを行う必要があります。 

（２）このため、Ⅳ．２．で述べたように、日本法人が海外でＪＩ事業を実施する

場合、ホスト国もしくは６条監督委員会、信任独立機関によるプロジェクトの

実質的審査が行われるため、日本政府によるプロジェクト承認も形式要件の

チェックで足りるものと考えられますが、日本国内におけるＪＩプロジェクト

の承認については、異なるアプローチが必要になります。具体的には第１ト

ラック、第２トラックに応じて以下のような対応になることが考えられます。 

  ①第２トラックの場合 

信任独立機関や６条監督委員会が実質的審査を行うため、Ⅳ．１．（１）．

②で述べたような書類の提出で足りるものと思われます。 

②第１トラックの場合 
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日本政府がプロジェクトの実質的審査を行うことになるため、Ⅳ．１．の

プロジェクトの承認とⅣ．５．のプロジェクトの適格性審査を一体として扱

い、プロジェクトが妥当であると認められた時点でホスト国としてのプロ

ジェクトの承認を行うことになります。 

（３）なお、政府担当窓口については、ＣＤＭと同様、当該ＪＩプロジェクトに詳

しい省庁がご相談に乗ります。経済産業省では、環境政策課に設置された京都

メカニズムヘルプデスク室がプロジェクト実施に係る相手国政府との連絡・調

整や承認手続等を含め、種々のご相談事項に対応させていただきます。 
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（参考１） 

独立機関の信任ガイドライン（Appendix A、P16） 

 

１．独立機関たる要件 

（１）法人または国際機関であること 

（２）責任ある経営の下で、ＪＩ事業計画の認証、削減量の検証など運営機関の行

う事務量・質に必要な人員を有していること 

（３）資金的安定性、事業に対する保険の担保、事業に必要な資本を有しているこ

と 

（４）事業実施に伴う法的・資金的責任をカバーできる体制が整備されていること 

（５）組織内の責任分担、事業遂行等に関する内部手続を有しており、かつ公開さ

れていること、 

（６）規定されているＪＩ事業について運営組織が行う事業につき、以下の事項の

専門的理解と知識を有していること、 

①ＪＩに関する規約、ＣＯＰ／ＭＯＰ及びＣＤＭ理事会での決定事項 

②事業の認証に関する事項、特に環境関連事項 

③ベースライン設定やモニタリング方法論等のＪＩ事業に係る技術的側面 

④ＪＩ事業に関連する環境監査要件やその方法 

⑤人的起源の排出や吸収源の計測方法 

（７）品質保証や認証に関する決定を含め、事業遂行に関する責任・実施の体制を

有していること。指定を申請する独立機関は以下を提出 

①代表責任者、役員、管理者等の指名、経験、職務分担 

②代表責任者以下の職務分担、監督、管理体制を示した組織図 

③品質保証の方針及び手続き 

④書類管理を含む事務手続き 

⑤指定運営機関の職員の採用・訓練に関する方針・手続き 

⑥苦情、訴訟、紛争処理の手続き 

（８）訴訟係争中の案件、詐欺などの、事業遂行上の不適切な事案を有していない

こと、 

 

２．独立機関は業務遂行において以下のような要件を満たすことが必要 

（１）信頼性が高く、独立性を有し、無差別で透明性の高い形で業務を遂行し、以

下の要件を満たしていること。 

①公平性を守るための書面体制が確立していること 

②独立機関が大きな組織の一部局であり、当該組織の他の部局がＪＩプロ

ジェクトに関与している場合、以下を証明・申告していること 

・ 関連組織のどの部局がどのＪＩ活動に関与し、関与する可能性がある    

かを全て明らかにすること 
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・ ＪＩを実施する当該組織の他部門との利害関係がないことを明示 

・ ＪＩを実施する他部門との潜在的な利害関係の可能性が無く、独立性 

に影響を与えないこと 

（２）プロジェクト実施事業者から得られた情報に関し、秘密保持の適切な手当が

できていること 
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 (参考２) 

ベースライン設定、モニタリングの基準（Appendix B、P18） 

 

１．ベースライン設定の基準 

（１）ベースラインとは、ＪＩプロジェクトが存在しなかった場合の排出量及び吸

収量を合理的に示すシナリオであり、プロジェクト境界内にある京都議定書附属

書Ａに掲げる全ての排出源、吸収源をカバーすることが必要。 

 

（２）ベースラインは以下の考え方に基づいて設定 

① プロジェクト横断的な要素（Multi-project emission factor）を用いつつ、
プロジェクトベース（個々のプロジェクトに応じて設定されるもの）である

こと 

② アプローチ、前提条件、方法、指標、データ等の選択に関して透明性のある
方法 

③ 国家及び部門における方針、部門における改革ｲﾆｼｬﾃｨﾌﾞ、燃料獲得可能性、
発電設備計画、経済・景況などの状況を考慮すること 

④ プロジェクトの範囲外の活動の縮小から生じる ERU は含めないこと 
⑤ 不確実性を考慮し、保守的な前提条件を利用していること 
 

（３）プロジェクト実施事業者は、ベースライン選択の正当性を証明する。 

 

２．モニタリング 

（１）プロジェクト実施事業者は、プロジェクト設計書に以下を内容とするモニタ

リング計画を含める。 

① 排出・吸収量の推計・測定に必要な全てのデータの収集・保管 
② 排出・吸収量のベースラインの確定に必要な全てのデータの収集・保管 
③ プロジェクトの範囲外における排出量の増加、吸収量の減少についてのデー
タの収集・保管及び潜在的情報源の証明 

④ ホスト国の手続きに従った環境影響にについての情報の収集・保管 
⑤ 品質管理、モニタリングプロセス手続きの管理 
⑥ 排出量の減少、吸収量の増加、リーケージ効果についての定期的な計算方法 
⑦ ②、⑥にかかげる計算に係わるステップの書面化 
 

（２）モニタリング計画を改定する場合は、計画変更がより正確なモニタリング実

施のための改善に資することをプロジェクト実施事業者が証明し、信任独立機

関に提出。 

（３）モニタリング計画（改定された場合、改定後のもの）の実施は、認証の条件。 
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第５章 

 

排出量取引利用ガイド 

 

１．排出量取引とは何か 

 排出量取引（ＥＴ）とは京都議定書第１７条に基づくメカニズムであって、京都

議定書第３条の削減目標を達成するために、附属書Ⅰ国間でクレジットの取得・移

転を行うことができる制度です。取得・移転の対象となるクレジットは、以下の４

つであり、第１約束期間から移転・取得が可能になります。 

① ＡＡＵ（Assigned Amount Unit） 

京都議定書３条７項、８項に基づいて計算された附属書Ⅰ国の初期割当量に相

当するクレジットを、第１約束期間前に、当該附属書Ⅰ国が国別登録簿内に発行。 

② ＥＲＵ（Emission Reduction Unit） 

共同実施を通じて発行されたクレジット 

③ ＣＥＲ(Certified Emission Reduction) 

排出削減のＣＤＭを通じて発行されたクレジット 

④ ｔCER 及びｌCER 

  新規植林・再植林のＣＤＭを通じて発行されたクレジット（有効期限が短いも

のと長いものの２種類がある） 

⑤ ＲＭＵ(Removal Unit) 

京都議定書第３条第３項、第４項に基づく吸収源活動による附属書Ⅰ国のネッ

トの吸収量であって、京都議定書第８条の専門家チームのレビューで認められた

ものに相当するクレジットを、当該附属書Ⅰ国が国別登録簿内に発行。 

 

２．排出量取引の参加資格 

(１) 附属書Ⅰ国の参加要件（→ＭＡ／ＥＴパラ２、P52） 

附属書Ⅰ国が、排出量取引の下でＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの取引（取

得・移転）を行うためには、以下の要件を満たしていることが必要です。 

① 京都議定書の締約国であること 

② 京都議定書の規定に基づき、初期割当量が確定されていること 

③ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、国内における排出量、吸

収量の算定システムを有していること 

④ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づく国別登録簿を有しているこ

と 

⑤ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、直近のインベントリーが

提出されていること（第１約束期間においては、内容審査は排出源からの排出

量のインベントリーに係わるものに限られ、吸収源のインベントリーについて

は提出の有無のみをチェック） 
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⑥ 京都議定書の規定及び所定のガイドラインに基づき、初期割当量の算定等に関

する捕捉情報が提出されていること 

 

（２）参加資格の発生（→ＭＡ／ＥＴパラ３、P53） 

附属書Ⅰ国は、上記の参加資格を満たしていることを事務局に報告してから、

１６ヶ月の間に京都メカニズムの参加資格を管轄する遵守委員会執行部から特段

の問題提起がなされなければ、参加資格を満たしているとみなされます。また遵

守委員会執行部が参加資格との関係で問題を提起しない旨の決定を行った場合、

１６ヶ月経過する以前の段階でも参加資格が発生します。したがって２００８年

１月１日から排出量取引を開始できるようにするためには、その１６ヶ月前まで

に参加資格を満たしている旨の通報を条約事務局に対して行う必要があります。 

 

（３）条約事務局による有資格締約国リストの公表（→ＭＡ／ＥＴパラ４、P53） 

条約事務局は、排出量取引の参加資格を有する締約国、及び参加資格を停止さ

れた締約国のリストを保有し、これを公表することになっています。日本の参加

資格が発生した場合、このリストに掲載されると同時に、日本政府も内外にその

旨を公表することになります。 

  

３．法人の参加（→ＭＡ／ＥＴパラ５、P53） 

（１） マラケシュアコードでは「締約国による法人（legal entities）の排出量取

引への参加の承認（authorization）」が明文化されており、法人の排出量取

引への参加は当然の前提とされています。したがって民間企業の方も幅広く

参加できます。 

（２） 法人の参加には、日本の国別登録簿内での口座開設が必要となりますが、具

体的な開設手続きは、今後、定められる予定です。また、排出量取引に参加

する法人のリストは政府が公表すると同時に、条約事務局に通報されること

になっています。 

（３） 法人参加が認められる場合であっても、排出量取引に基づく国別登録簿間の

クレジットの移動は、締約国の責任の下に行われることになります。また法

人の参加を承認した締約国が排出量取引の参加資格を満たしていなかったり、

参加停止となった場合、当該法人も排出量取引の下でのクレジットの取得・

移転を行うことができません。したがって日本企業が排出量取引に参加する

ためには日本政府が参加資格を満たしていることが要件になります。 

 

 

４．参加資格を喪失した場合とその回復手続き 

（１） 参加要件を満たさなくなった場合（MA/遵守 XV．パラ４、X．パラ２、

P52.53） 
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   仮に遵守委員会執行部が、ある附属書Ⅰ国が、ＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、Ｒ

ＭＵの取得・移転に係わる上記２．（１）の資格を満たさなくなったと判断した

場合、当該附属書Ⅰ国の参加資格が停止されることになります（この場合、参

加承認を受けた民間企業も同様の扱いとなります）。 

   資格停止となった附属書Ⅰ国は、所要の措置を講じた上で、遵守委員会執行

部に対して資格回復の申請を行うことができます。専門家審査チームがチェッ

クを行い、参加資格に係わる問題が解決したとの報告書を提出した場合は、遵

守委員会執行部が「引き続き問題がある」との決定を下さない限り、参加資格

が回復されます（これに伴い、民間企業の参加資格も回復されることになりま

す）。 

（２） 京都議定書不遵守となった場合 

     （→ＭＡ／遵守 XV．パラ５、X．パラ３，４、P53） 

また、約束期間終了後、ある附属書Ⅰ国が京都議定書３条に基づく排出削減

目標を達成できなかった場合、京都議定書の不遵守となり、次期約束期間にお

いて排出量取引によるクレジット移転資格を停止されることになります（この

場合、民間企業も同様の扱いとなります）。（１）の場合はクレジットの獲得・

移転がいずれも停止されるのに対し、（２）の場合、資格停止となるのはクレ

ジットの移転のみであることにご注意下さい。これは目標達成のためにはメカ

ニズムの活用によるクレジットの獲得が必要になるためです。 

資格停止となった附属書Ⅰ国は、遵守行動計画を提出して参加資格の回復を

申請することができます。専門家審査チームがチェックを行い、参加資格に係

わる問題が解決したとの報告書を提出した場合は、遵守委員会執行部が「引き

続き問題がある」との決定を下さない限り、参加資格が回復されます（これに

伴い、民間企業の参加資格も回復されることになります）。 

 

５．約束期間リザーブ（ＣＰＲ：Commitment Period Reserve） 

（１）約束期間リザーブとは（→ＭＡ／ＥＴパラ６、P54） 

約束期間リザーブとは、付属書Ⅰ国が、排出量取引の下でクレジットを売り過

ぎ、結果的に不遵守になることを防ぐため、国別登録簿内に一定量のクレジット

を常時保持していることを求めるというものです。約束期間リザーブとして保持

が求められる水準は①、②のいずれか低い方です。 

① 初期割当量の９０％（日本の場合、基準年排出量の９４％×５×９０％） 

② 直近の報告排出量の５倍 

 

※約束期間リザーブは排出量取引においてネットの売り手となるロシア等を想

定して設けられた規定であり、京都議定書の目標達成のためにクレジットの

獲得が必要な我が国にとっては実質上の関連性は低いものと考えられます。 

 ※約束期間リザーブは、排出量を移転した締約国が売り過ぎによって不遵守と
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なった場合、既に移転されたクレジットが有効か（クレジットを取得した国

の目標達成に使えるか否か）という、いわゆる「責任論」に対応するために

設けられた規定です。したがって、約束期間リザーブを維持しつつ、移転さ

れたクレジットについては、結果として移転した国が不遵守になったとして

も、その有効性には影響がないものと解されます。 

 

（２）約束期間リザーブの構成（→ＭＡ／ＥＴパラ７、P.54） 

約束期間リザーブは、ＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵから構成されます。 

 

（３）約束期間リザーブ維持のための取引制限（→ＭＡ／ＥＴパラ８、９、P54） 

初期割当量の設定から義務達成のための整理期間が終了するまでの間、締約国

は保有クレジット量が約束期間リザーブを下回るような排出量の移転を行うこと

ができません。仮に約束期間リザーブが所定の量を下回った場合には、締約国は

事務局からの通報を受け、３０日以内に必要量を満たさなくてはなりません。 

 

（４）ＥＲＵ移転と約束期間リザーブの関係（→ＭＡ／ＥＴパラ１０、P54） 

６条監督委員会による認証プロセスを経て移転されるＥＲＵについては、約束

期間リザーブに基づく取引制限は適用されません。例えばロシアからのＥＲＵの

移転によって、約束期間リザーブの水準が所定の量を下回るとしても、当該ＥＲ

Ｕの移転が差し止められることにはなりません。 

 

６．排出量取引の実施に向けた取り組み 

当面の取組として、第一約束期間以前は、官民による実験シミュレーション

などの取り組みを推進し、その結果や海外での取組事例の分析を通じて、知見

を蓄積していく予定です。各国における取組事例等の情報提供を希望する場合

は、ヘルプデスクまでご連絡ください。 
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第６章 
 

京都議定書第７条第４項の概要 

 

Ⅰ．割当量の計算 

 

 この章では、京都メカニズム利用の基礎となる割当量はどのように確立されるの

か、京都メカニズムを通じて割当量への加除がどのように行われ、その結果、京都

議定書の遵守はどのように評価されるのか等についてご説明します。 

 なお、2003 年 12 月のＣＯＰ９にて新規植林・再植林に関するＣＤＭプロジェク

トのテキストが決定され、新たにｔCER、ｌCER の２種類のクレジットが定められま

した。この章でＣＥＲと記述のあるものについては、原則このｔCER、ｌCER を含む

ものとします。 

 

１．割当量とは何か 

「割当量」（Assigned amount pursuant to Article 3, paragraph 7 and 8）

とは、各附属書Ⅰ国が、その約束期間中に排出することを許された温室効果ガス

の量のことを指しています。ここでいう「割当量」は、約束期間開始時点におい

て許容されている排出量（いわゆる「初期割当量」）のことであって、約束期間開

始後に、京都メカニズムの利用等によって増減する分は含んでいません。つまり、

各附属書Ⅰ国がその約束期間中に排出できる温室効果ガスの総量は、京都メカニ

ズムの利用等によって変動することになりますが、「割当量」自体は、その約束期

間中変動することのない、固定された値ということになります。 

なお、割当量の確立は、附属書Ⅰ国が、クリーン開発制度、共同実施、排出量

取引のいずれに参加するにしても必要となる、非常に重要な項目ですが、基本的

に国の義務であり、京都メカニズム実施者が個別に割当量を確定する必要はあり

ません。 

 

２．第一約束期間における割当量の計算 

（１）割当量の考え方（→ＭＡ／７－４パラ５、P57） 

第一約束期間における各附属書Ⅰ国の割当量は、基準年（注１）におけるそ

の附属書Ⅰ国の温室効果ガスの排出量（注２）に、京都議定書の附属書Ｂに掲

載されている国ごとの比率（日本の場合、９４％）をかけ、さらにそれを５倍

することによって計算されます。 

（注１）基準年は、通常は１９９０年です。ただし、いわゆる「移行経済国」（ロ

シア・東欧諸国）については、１９９０年以外の年を基準年とすること

ができます。また、ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６の３つの温室効果ガスにつ

いては、１９９５年を基準年として選択できます。 
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（注２）森林等による吸収量・排出量の算定方法は、２００３年１２月に開催さ

れたＣＯＰ９で実質決定されました。 

 

（２）割当量に関する報告事項（→ＭＡ／７－４パラ６－８、P58） 

各附属書Ⅰ国は、割当量の確立を促進するために、以下の①、②の項目を内

容とする報告書を事務局に提出することが必要です。この報告書提出の詳細な

手続きはＣＯＰ８までに決定しています。それによると、この報告書は、２０

０７年１月１日までに提出することとなっており、提出後速やかに、専門家検

討チームによるレビューが入ることになります。前述したとおり、この報告書

が提出されてから１６ヶ月間、遵守委員会から何の問題提起もなされなければ、

京都メカニズムへの参加資格を獲得することになります。 

  ①報告内容第一部（既に事務局に提出済みの場合は、その旨記載する） 

－基準年（１９９０年又はそれ以外の選択された年）から入手可能な直近の年

までの、排出・吸収に関する完全な目録 

－代替フロン（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６）の３つのガスに関する基準年 

－議定書第４条に基づいて、複数の附属書Ⅰ国が共同で排出削減目標を達成す

ることに合意した場合の、その合意事項 

－排出・吸収に関する目録に基づいた割当量の計算 

②報告事項第２部 

－約束期間留保の計算（議定書第１７条、排出量取引の項を参照） 

－議定書第３条３及び３条４に基づく吸収源活動に起因するクレジットの算定

に当たって使用した、樹冠率に関する単一最小単位、地域範囲及び樹高に

係る選択値、並びにこれらの選択値と国連食糧農業機関やその他国際機関

が従来提出している値との一貫性に関する説明 

－議定書第３条４に規定する吸収源活動として何を選択したか、その活動を第

一約束期間のクレジットの算定に含めるかどうか、及びその活動に関する

地域範囲を、排出量・吸収量の見積に関する国内制度の中でどのように特

定するのか、についての説明 

－議定書第３条３及び３条４に基づく各々の活動について、クレジットを毎年

算定するか、約束期間分をまとめて算定するかの特定 

－議定書第５条１に基づく、排出量・吸収量の見積に関する国内制度の説明 

－国別登録簿の説明 

 

３．割当量への追加及び割当量からの控除  

前述のとおり、割当量そのものは約束期間を通じて固定される値ですが、その

約束期間に排出が許容される温室効果ガスの総量は、京都メカニズムの利用等に

よってクレジットの追加・控除が発生するため、増減します。国内登録簿の中に

自らの口座を開いている個々の京都メカニズム実施者についても、本ルールに
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従って、それぞれの所有クレジットが計算されることになります。具体的に、割

当量へのクレジットの追加、割当量からのクレジットの控除が生じるのは、以下

の場合です。なお、これらの追加・控除は、約束達成のための調整期間（専門家

レビューチームによる、約束期間の最後の年のレビューが終了した日としてＣＯ

Ｐ／ＭＯＰが定めた日から１００日間）の最後に行われます。 

 

（１）割当量へのクレジットの追加（→ＭＡ／７－４パラ１１、P59） 

①議定書第６条及び１７条に基づいて ERU を取得した場合 

②議定書第１２条及び１７条に基づいて取得した CER が、第１７条に基づき移転

された CER よりも多い場合 

③議定書第第１７条に基づき AAU を取得した場合 

④議定書第第１７条に基づき RMU を取得した場合 

⑤議定書第３条３及び３条４に基づく活動による吸収が同排出を上回ったことを

受けて、RMU が発行された場合 

⑥前期約束期間より、ERU、CER 又は AAU が繰り越された場合 

 

（２）割当量からのクレジットの控除（→ＭＡ／７－４パラ１２、P60） 

①議定書第６条及び１７条に基づいて ERU が移転された場合 

②議定書第１７条に基づいて AAU が移転された場合 

③議定書第１７条に基づいて RMU が移転された場合 

④議定書第３条３及び３条４に基づく活動による排出が吸収を上回ったことを受

けて、ERU、CER、AAU 又は RMU が取り消された場合 

⑤遵守委員会が、前期約束期間において議定書第３条１に規定する排出削減義務

を達成していないと判断したことを受けて、ERU、CER、AAU 又は RMU が取り消

された場合（実際に取り消されるクレジットの量は、前期約束期間における超

過排出分の１．３倍） 

⑥その他の事情によって、ERU、CER、AAU 又は RMU が取り消された場合 

 

４．遵守評価（→ＭＡ／７－４パラ１３，１４、P60） 

第３条１に規定する排出削減義務を遵守しているかどうかの評価は、その約束

期間において有効な（すなわち、償却可能な）ERU、CER、AAU 及び RMU の合計と、

その約束期間中に実際に排出された温室効果ガスの総量を比較することによって

行われます（「償却」については、Ⅱ．３をご参照下さい）。すなわち、前者が後

者を上回れば排出削減義務を遵守したことになり、前者が後者を下回れば、不遵

守ということになります。この遵守評価は、議定書第８条に基づいて専門家検討

チームが行うこととなっており、そのガイドラインはＣＯＰ８で合意されていま

す。 
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５．次期約束期間への繰り越し（→ＭＡ／７－４パラ１５，１６、P61） 

（１） 繰越しできるクレジット 

約束達成のための調整期間が終了した時点で、償却可能な ERU、CER、AAU 及び

RMU の合計が、その約束期間に実際に排出された温室効果ガスの総量を上回る場

合には、その上回った分について、以下を上限として翌約束期間に繰り越すこと

ができます。 

① RMU から変換されておらず、かつ当該約束期間において償却も取消もされて

いない ERU であって、初期割当量の２．５％までのもの 

② 当該約束期間において償却も取消もされていない CER であって、初期割当量

の２．５％までのもの 

③ 当該約束期間において償却も取消もされていない AAU 

 

（２）繰越しできない場合 

RMU は、繰り越すことができません。また、クレジットの繰り越しが認められ

るのは、あくまで、約束達成のための調整期間が終了した時点で、国全体とし

て余剰クレジットがある場合です。したがって個々の京都メカニズム実施者が

余剰クレジットを所有していたとしても、必ずしもそれを繰り越すことが出来

るとは限らないため、注意が必要です。 

 

Ⅱ．登録簿に関する必要事項 

 

京都メカニズムに基づく国際的なクレジットのやりとりは、国別登録簿（国別登

録簿内に開設された民間企業の口座を含む）の間で行われます。この章では登録簿

に関する種々の規定をご紹介します。 

 

１．登録簿とは何か 

 

（１）国別登録簿の設置（→ＭＡ／７－４パラ１７、P61） 

日本を含めた京都議定書の附属書Ⅰ締約国は、クレジットの発行、保有、移

転、取得、取消、償却を正確に算定するために一つの登録簿を作成、維持する

ことが義務づけられています。 

 

（２）登録簿管理者（→ＭＡ／７－４パラ１８、P61） 

各締約国は、国別登録簿の維持のため、登録簿管理者を指定することになり

ます。我が国ににおいては、経済産業省及び環境省が登録簿管理者として共同

で国別登録簿の運営管理を行うこととなっております（はじめに 参考２ ４．

参照）。 

（３）国別登録簿の様式（→ＭＡ／７－４パラ１９、P61） 
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国別登録簿は、ＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの発行、保有、移転、取得、

取消、償却、繰越をカバーする標準化された電子的データベースの形式をとり、

その詳細な構造、データフォーマットについてはＣＯＰ８での決定を踏まえ、

ＣＯＰ／ＭＯＰで確定される予定です。 

 

（４）各クレジットの扱い（→ＭＡ／７－４パラ２０、P61） 

各々のＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵは一つの登録簿において一つの口座

のみで保有されます。即ち、あるクレジットが複数の口座に同時に存在するこ

とはありません。 

 

（５）各種口座の機能（→ＭＡ／７－４パラ２１、P61） 

 国別登録簿には以下の口座が設けられます。 

①保有口座（締約国政府の口座） 

②保有口座（締約国政府の承認を得た法人の口座） 

③取消口座（土地利用、林業に関わる活動によってネットで排出が生じた場合、

同量のクレジットを発生したクレジットを取り消すため、約束期

間ごとに少なくとも一つ設置） 

④取消口座（前回の約束期間において不遵守であった場合に、超過分の１．３

倍に相当するクレジットを取り消すため、約束期間ごとに一つ設

置） 

⑤取消口座（③、④以外のクレジットを取り消すため、約束期間ごとに少なく

とも一つ設置） 

⑥償却口座（約束期間ごとに一つ設置） 

⑦ｔCER リプレース口座（ｔCER の有効期限が切れる前に当該ｔCER と同量のＡ

ＡＵ、ＣＥＲ、ＥＲＵ、ＲＭＵあるいはｔCER で置き換えるため、

約束期間ごとに一つ設置） 

⑧ｌCER リプレース口座（ｌCER の有効期限が切れる前に当該ｌCER と同量のＡ

ＡＵ、ＣＥＲ、ＥＲＵあるいはＲＭＵで置き換えるため、約束期

間ごとに一つ設置） 

 

※排出量取引利用ガイド３．及び５．でご説明したように、民間企業の国別

登録簿内での口座開設手続は今後定められることになります。 

 

（６）口座番号（→ＭＡ／７－４パラ２２） 

各口座には口座番号が割り当てられます。日本の登録簿の場合、「jp」の二文

字の次に識別のための番号が加わります。 
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 国別登録簿 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

政府口座 Ａ社口座 Ｂ社口座… 

ＣＤＭクレジット ＪＩクレジット 

 
①第一約束期間終了時点の 
  総クレジット（排出枠）量 

ＥＲＵ ＣＥＲ 
ＡＡＵ 

各国別初期割当排出量 
(1990年排出実 

績比 94％分) 
ＲＭＵ 

比 較 

 

 

 

 

 

国内総排出インベントリー 

 

 

 

 

（７）国別登録簿の設置に向けての取

①システム開発 

国別登録簿については、ＣＯ

フェース部分の一般的な設計要件

２００４年早々に完成する予定で

共同で国別登録簿のシステム開発

の開発を終えたところです。 

今後は、国際的な議論の場にお

に応じて更なるシステム開発を行

を踏まえて、国際的な議論にもイ

②ＣＤＭ登録簿による代替 

国別登録簿が設置されるまでの

たＣＥＲはＣＤＭ理事会の設置す

きます（２章 Ⅴ．１．参照） 

 

①≧②であれば遵守 
①＜②であれば不遵守
②総排出実績 

組み 

Ｐ８で外部（他国の登録簿等）とのインター

が決定され、詳細な機能仕様及び技術仕様は

す。これを念頭に、経済産業省及び環境省は

を進めており、平成１４年度までに基幹機能

いて決定された詳細な機能仕様及び技術仕様

うとともに、我が国のシステム開発の成果等

ンプットをしていくこととしています。 

間、民間事業者がＣＤＭ事業を通じて獲得し

るＣＤＭ登録簿保留口座で保管することがで
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②国内

登録簿

海外

登録簿

口座Ｃ

口座Ｄ

口座Ａ

口座Ｂ

事業者Ｃ

事業者Ｄ事業者Ｂ

事業者Ａ

国際機関
（ＣＤＭ理事会）

ＣＤＭ登録簿

国内 海外

③移転

④取得

①取得

 ⑤転売 ⑥取得

⑦取得

 

２．ＥＲＵ、ＡＡＵ、ＲＭＵの発行 

ＡＡＵ、ＥＲＵ，ＲＭＵは各附属書Ⅰ国が自国の国別登録簿内に発行すること

になります。それぞれのクレジットの発行方法、クレジットの態様については以

下のとおりです。なお、非附属書Ⅰ国で創出されるＣＥＲは、ＣＤＭ理事会がＣ

ＤＭ登録簿内に発行することになります（２章 Ⅳ．１０、参考８参照）。 

 

（１）ＡＡＵの発行（→ＭＡ／７－４パラ２３，２４、P62） 

附属書Ⅰ国は約束期間における取引を開始する前に、割当量（Assigned 

Amount）に相当する量のＡＡＵを国別登録簿に発行します。ＡＡＵには以下の

シリアル番号が付与されます。 

① 約束期間：ＡＡＵが発行された約束期間 

② 原産締約国（Party of Origin）：ＩＳＯ３１６６の二桁記号を使用 

③ タイプ：ＡＡＵであることを識別 

④ ユニット：識別された約束期間、原産締約国に特定の番号 

（２）ＲＭＵの発行（→ＭＡ／７－４パラ２５－２８、P62.63） 

附属書Ⅰ国は、京都議定書８条に基づく専門家レビューが終了し、関連する

実施上の問題が解決された後、議定書３条３項、４項の活動から発生するネッ

トの吸収量増大に相当する量のＲＭＵを国別登録簿に発行します。専門家レ

ビューによって問題点が指摘された場合、それが解決するまでは、ＲＭＵの発

行ができません。なお、議定書３条４項に基づく活動（森林管理、土地利用
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等）については、マラケシュで決定された国別上限（日本の場合、１３００万

炭素トン）以上、ＲＭＵを発行しないこととされています。 

また、各締約国は、３条３項、３条４項に基づく活動毎に、ＲＭＵを毎年発

行するか、５年分まとめて発行するかを選択することができます。  

ＲＭＵには以下のシリアル番号が付与されます。 

① 約束期間：ＲＭＵが発行された約束期間 

② 原産締約国（Party of Origin）：ＩＳＯ３１６６の二桁記号を使用 

③ タイプ：ＲＭＵであることを識別 

④ 活動：ＲＭＵが発行された活動（植林、再植林、森林管理等） 

⑤ ユニット：識別された約束期間、原産締約国に特定の番号 

 

（３）ＥＲＵの発行（→ＭＡ／７－４パラ２９、P63） 

ＪＩプロジェクトの実施によってＥＲＵを移転する場合、附属書Ⅰ国は、既

に発行されているＡＡＵもしくはＲＭＵをＥＲＵに転換し、国別登録簿に発行

してから他の附属書Ⅰ国の国別登録簿に移転します。この場合、当該ＡＡＵ、

ＲＭＵには当該ＪＩプロジェクトの識別番号が付され、クレジットのタイプも

ＥＲＵであることを示すものに変わります。 

 

３．移転、獲得、取消、償却、繰越 

（１）移転（transfer）（→ＭＡ／７－４パラ３０、P63） 

ＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵは、登録簿間及び登録簿内での移転が可能

です。 

 

（２）獲得 (acquisition)（→ＭＡ／７－４パラ３１、P63） 

植林・再植林に伴うＣＥＲのネットの獲得量（獲得量から他国への移転量を

引いたもの）については所定の量（９０年比１％）を超えてはならないことに

なっています（２章 Ⅴ．４参照） 

 

（３）取消 (cancellation)（→ＭＡ／７－４パラ３２、３５、３７、P64） 

  ① 吸収源活動がネット排出となった場合 

専門家によるレビューの結果、京都議定書第３条３項、４項に基づく活動

がネットで排出になる場合、当該附属書Ⅰ国は、超過分に相当するＣＥＲ、

ＥＲＵ、ＡＡＵ、ＲＭＵを国別登録簿内の取消口座に移転する必要がありま

す。 

  ② 不遵守となった場合 

またある約束期間において排出削減目標の不遵守があった場合、当該附属

書Ⅰ国は超過分の１．３倍に相当するＣＥＲ、ＥＲＵ、ＡＡＵ、ＲＭＵを次

期約束期間において取消口座に移転する必要があります。 
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③ 取消口座に入ったクレジットの取り扱い 

取消口座に入ったＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵを更に登録簿内外で移

転させたり、削減目標達成に用いたり、次期約束期間に繰り越したりするこ

とはできません。 

 

（４）償却 (retirement)（→ＭＡ／７－４パラ３４、３５、P64） 

  ① 償却が必要な場合 

調整期間終了前に、各附属書Ⅰ国は、京都議定書第３条１項の目標達成の

ため、当該約束期間において有効なＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵを償却

口座に移転させ、償却する必要があります。 

  ② 償却口座に入ったクレジットの取り扱い 

償却口座に入ったＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵを更に登録簿内外を移

転させたり、削減目標達成に用いたり、次期約束期間に繰り越したりするこ

とはできません。 

 

（５）繰越（carry over）（→ＭＡ／７－４パラ３６、P６４） 

各附属書Ⅰ国は、国別登録簿に存在するＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵであって、

取消、償却されていないものについては次期約束期間に繰り越すことができま

す。ただし、ＥＲＵ、ＣＥＲのバンキングについては数量上限があり、ＲＭＵ

については繰り越せないことに留意する必要があります（本章Ⅰ．５参照） 

 

４．トランザクション・ログ 

（１）トランザクション・ログとは（→ＭＡ／７－４パラ３８、P65） 

ＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＥＲＵなどのクレジットの発行、移転、取消、償却

など登録簿内及び登録簿間の全ての動きをチェックし、不整合やダブルカウント

等を防ぐため、条約事務局はトランザクション・ログとよばれるチェックシステ

ムを設置、管理することになっています。民間企業が行うＪＩ、ＣＤＭ、排出量

取引に伴うクレジットの移転もトランザクション・ログのチェックを受けること

になります。 

 

（２） トランザクション・ログによるチェック（→ＭＡ／７－４パラ４２、

P65.66 及びＡＲパラ５１～５６、P15） 

トランザクション・ログは、各種クレジットの発行、移転、取消、償却に先

立って、当該取引を行う登録簿からの報告を受け、以下の点で不整合がないか

を自動チェックします。 

  ①全ての取引に関するチェック事項 

  －既に償却され、もしくは取り消されたクレジットではないか 

  －２つ以上の登録簿に重複して存在しているクレジットではないか 
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  －トランザクション・ログによって、既に不整合が指摘されているにもかか

わらず未解決のクレジットではないか 

      －不正に繰り越されたクレジットではないか（例えばＲＭＵは繰越できな

い） 

  －不正に発行されたクレジットではないか 

② 登録簿間の移転に関するチェック事項 

    －取引に関与する締約国は京都メカニズムの参加資格を満たしているか（参

加資格については、ＪＩ、ＣＤＭ、排出量取引利用ガイドを参照） 

  －移転元の約束期間リザーブは確保されているか（約束期間リザーブについ

ては５章 ５．参照） 

③ 吸収源活動からのＣＥＲ取得に関するチェック事項 

   －９０年比１％上限は守られているか（注：ＣＥＲの１％上限は、約束期間

全体でのネット獲得量であるため、吸収源活動からのＣＥＲ活動に関する

チェックは、当該ＣＥＲを償却する際に行われることとなります） 

－tＣＥＲ及び lＣＥＲが、国内の森林による吸収がネットで排出となったり、

不遵守になった場合に、付属書Ⅰ国の取消口座へ移転されていないか、ま

た、ＣＥＲが過剰に発行された場合に、ＣＤＭ登録簿上の取消口座に移転

すれていないか 

－国別登録簿の保有口座上あるいはＣＤＭ登録簿の保留口座上の有効期限の

切れた tＣＥＲ及び lＣＥＲがそれぞれの登録簿の取消口座に移転されてい

るかどうか 

－トランザクション・ログは償却口座上あるいはリプレース口座上の tＣＥ

Ｒ及び lＣＥＲの有効期限が切れていないかどうか 

－付属書Ⅰ国が有効期限の切れた tＣＥＲ及び lＣＥＲのリプレースが行わ

れているかどうか 

④ ＣＥＲの償却に関するチェック事項 

   －当該附属書Ⅰ国はＣＥＲを目標達成に用いる資格を有しているか 

 

（２）各登録簿の対応（→ＭＡ／７－４パラ４３、P66） 

トランザクション・ログはチェック結果を、発行、移転、取消、償却等の取引

を開始する登録簿（initiating registry）及び移転の際に受け手となる登録簿

（acquiring registry）に通知します。チェック結果に応じて、各登録簿は以

下のような対応をします。 

① 問題がある場合 

問題があるとの結果が通知された場合、処理を開始する登録簿は取引を終

了し、その旨をトランザクション・ログ及び受け手となる登録簿に通知しま

す。トランザクション・ログは問題点を事務局に通知し、議定書８条に基づ

くレビューの対象となります。トランザクション・ログからの通知があった
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にもかかわらず移転されたＣＥＲ、ＥＲＵ、ＡＡＵ、ＲＭＵについては、問

題が解決するまで、京都議定書の目標達成のために用いることはできません。 

② 問題がない場合 

問題がないとの通知を受けた場合は、取引を開始する登録簿は、取引を完

了若しくは停止させ、その旨をトランザクション・ログに対して通知します。

受け手となる登録簿が存在する場合は、当該登録簿からもトランザクショ

ン・ログに対して通知を行うとともに、送り手となる登録簿と受け手となる

登録簿が互いに通知し合うことになります。 

  ③ 取引記録の公表 

トランザクション・ログは全ての取引記録、取引完了日時を公表します。 

 

５．公開情報  

国別登録簿では、以下の情報については秘密ではない（non-confidential）情報

として、インターネットを通じてアクセス可能なユーザーインターフェースを提供

することが求められています。この規定は、民間企業が国別登録簿内に有する口座

についても適用されるものです。 

 

（１） 国別登録簿内の口座に関する情報（→ＭＡ／７－４パラ４５、P67） 

① 口座の保有者名 

② 口座のタイプ（保有口座、取消口座、償却口座） 

③ 約束期間 

④ 代表者識別番号（国別識別記号と、代表者に特定の識別番号を使用） 

 

（２） ＪＩプロジェクトに関する情報（→ＭＡ／７－４パラ４６、P67） 

① プロジェクト名 

② プロジェクトの場所（ホスト国、都市あるいは地域） 

③ ＥＲＵの発行年 

④ 現行ルール上、公表するとされている書類（プロジェクト設計書、モニタリ

ング結果、信任独立機関による認証結果、ＥＲＵの発行等） 

（注）ＣＤＭプロジェクトに関する情報は、ＣＤＭ登録簿によって公開される

ことになります。 

 

（３）各年のユニットの保有・取引状況（→ＭＡ／７－４パラ４７、P67） 

①口座における年初のＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量 

②割当量として発行されたＡＡＵの総量 

③ＪＩプロジェクトの結果発行されたＥＲＵの量 

④他国の登録簿に移転されたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量（受け手とな

る口座、登録簿の名称を含む） 
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⑤議定書３条３項、４項に基づく各事業の結果発行されたＲＭＵの総量 

⑥他国の登録簿から獲得したＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量（送り手とな

る口座、登録簿の名称を含む） 

⑦ 議定書３条３項、４項の吸収源活動がネット排出となったことに伴い、取り消さ

れたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量 

⑧京都議定書の目標不遵守によって取り消されたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵ

の総量 

⑨その他の理由で取り消されたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量 

⑩償却されたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量 

⑪前の約束期間から繰り越されたＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの総量 

⑫現在の各口座におけるＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＲＭＵの保有状況 

 

６． 我が国における国別登録簿制度の整備、運用 

 我が国においては、経済産業省及び環境省が共同で国別登録簿の整備を進めると

ともに、国別登録簿管理者として共同で運営管理を行うこととされております（は

じめに 参考２ ４．参照）。 

 民間事業者等が京都メカニズムに参加し、京都議定書上のクレジットの取得、保

有、取引が安定的に行われるようにするためには、登録簿管理者が口座保有者の請

求に基づき、どのような場合にクレジットの記載を行い、どのような場合にクレ

ジットの移転を行うのかという、国別登録簿制度におけるクレジットの取扱ルール

を確定することが必要です。 

 今後、登録簿管理者がクレジットの取得等を行う民間事業者等の登録簿の利用条

件を定めることにより、国別登録簿制度におけるクレジットの取扱ルールが決定さ

れることとなります。 

 今後、こうした国別登録簿制度の運用ルールが確定された後に、我が国における

国別登録簿制度の運用が開始される予定です。 

 また、国別登録簿を通じて民間事業者等がクレジットを取得、保有、取引する際

には、クレジットがもつ財産的価値をどう認識するか、また、物理的実態をもたな

いクレジットの移転をどう認識するかが問題となります。 

 このため、国別登録簿の制度設計を前提として、①クレジットの取得等が企業会

計上、税務上どのように取扱われることが適切か、②クレジットを取り引きする際

の契約上の留意点、等の実務上の取扱いについても今後、本利用ガイドにおいて紹

介していく予定です。 

 



用語集 

 

①総合 

気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ：United Nation 

Framework Convention on Climate Change） 

気候変動問題への取り組みのため、１９９２年

に調印された国際条約。１９９４年に発効。 

 

京都議定書（ＫＰ:Kyoto Protocol）    P7 

１９９７年に採択された気候変動枠組条約の下

にある議定書。６種類の温室効果ガスについて、

先進国及び市場経済移行国（附属書Ⅰ国）に対

し、１９９０年比で国別の削減目標を課した。 

日本は２００２年６月に締結したが、２００４

年１月現在発効していない。 

 

附属書Ⅰ国（ＡＩ：Annex I Parties） 

気候変動枠組条約の附属書Ⅰに列挙されている

国であり、京都議定書附属書Ｂに掲げられた排

出削減に関する国別数量目標を有している。い

わゆる先進国、旧ソ連・東欧等の市場経済移行

国がこれに該当。なお、附属書Ⅰ国であるが、

附属書Ｂに該当する数値目標を有していない国

も少数ではあるが存在する。 

 

非附属書Ⅰ国（ＮＡＩ：Non Annex I Parties） 

いわゆる発展途上国であり、排出削減に関する

数値目標を有していない国をいう。 

 

マラケシュアコード（Marrakesh Accords） 

京都メカニズムを含む京都議定書運用ルールが

規定された文書。ＣＯＰ７（２００１年１１月）

において採択された。 

 

締約国会議（ＣＯＰ:Conference of the Parties） 

気候変動枠組条約締約国の最高議決機関。年に

１回開催される。 

 

科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合

（ＳＢＳＴＡ：Subsidiary Body for Scientific 

and Technological Advice） 

ＣＯＰの下に位置する補助機関で、気候変動枠

組条約に関連する科学的又は技術的問題に関す

る時宜にかなった情報と助言を、ＣＯＰとその

他の補助機関に提供する。年に２回程度開催さ

れる。 

 

実施に関する補助機関会合（ＳＢＩ：Subsidiary 

Body for Implementation） 

ＣＯＰの下に位置する補助機関で、ＣＯＰが条

約の実施の評価と検討を行うのを補佐する。年

に２回程度開催される。 

 

議 定 書の締約国会合（ＣＯＰ／ＭＯ

Ｐ:Conference of the Parties serving as the 

meeting of the Parties）      P55,125 

京都議定書締約国の最高議決機関。京都議定書

が発効すれば、ＣＯＰと同時期に開催される。 

 

京都メカニズム（Kyoto mechanisms)    P7 

京都議定書の削減目標を達成するために認めら

れた柔軟性措置。市場メカニズムを用いた費用

対効果の高い排出削減に向けた地球規模の取組

を可能にする制度。 

議定書第６条に基づく共同実施、議定書１２条

に基づくクリーン開発制度、議定書１７条に基

づく排出量取引の３つがある。 

 

共同実施（ＪＩ：Joint Implementation）P123 

附属書Ⅰ国間で省エネプロジェクト等を共同で

実施し、当該プロジェクトから得られる温室効

果ガスの追加的削減量の全部又は一部をクレジ

ットとして当事者間の合意に基づき移転する仕

組み。 

 

クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ：Clean 

Development Mechanism）        P53 

非附属書Ⅰ国（途上国）において附属書Ⅰ国が

省エネプロジェクト等を実施し、当該プロジェ

クトから得られる温室効果ガスの追加的削減量

を第三者機関が認証してクレジットを発行し、

その全部又は一部を当事者間の合意によって、

附属書Ⅰ国に移転する仕組み。 

 

排出量取引（ＥＴ：Emissions Trading） P141 

附属書Ⅰ国間で初期割当量（ＡＡＵ）や共同実

施、クリーン開発メカニズムを通じて獲得した

クレジット（ＥＲＵ、ＣＥＲ、ｔＣＥＲ、ｌＣ
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ｌＣＥＲ（long-term CER）       P144 ＥＲ）を売買する仕組み。 

 シンクＣＤＭを通じて発効された、長期の期限

付きクレジット。クレジット期間末まで有効。

発行したクレジット量は、５年毎に調整される。 

シンクＣＤＭ、吸収源ＣＤＭ      P103 

非附属書Ⅰ国（途上国）において附属書Ⅰ国が

植林・再植林を実施し、当該プロジェクトによ

って吸収された温室効果ガスを第三者機関が認

証してクレジットを発行し、その全部又は一部

を当事者間の合意によって、附属書Ⅰ国に移転

する仕組み。 

 

ＲＭＵ (Removal Unit)         P45 

京都議定書第３条第３項、第４項（植林、再植

林）に基づく吸収源活動による附属書Ⅰ国のネ

ットの吸収量。 

  

約束期間（Commitment Period） 森林                 P103 

京都議定書の目標期間。第１約束期間は2008年

～2012年。 

以下の３つの最低値を全て超えるものがシンク

ＣＤＭの森林の定義とされた。 

 ① 最低面積０．０５－１．０ha 

バンキング（Banking）繰り越し（Carry Over） ② 最低樹冠率１０－３０％ 

                   P148 ③ 成木の最低樹高２－５ｍ 

附属書Ⅰ国または附属書Ⅰ国の企業が保有クレ

ジットを次期約束期間に繰り越すこと。ＥＲＵ、

ＣＥＲ、ＡＡＵであって、取消、償却されてい

ないものが繰り越し可能。ただし、ＥＲＵ、Ｃ

ＥＲのバンキングについては数量上限があり、

ｔＣＥＲ、ｌＣＥＲ、ＲＭＵについては繰り越

せない。 

各国は①～③の最低値を決定・通知することと

なっている。 

 

クレジット（Credit）          P44 

京都議定書の削減目標達しに使うことができる。

ＡＡＵ、ＥＲＵ、ＣＥＲ、ｔＣＥＲ、ｌＣＥＲ、

ＲＭＵで構成される。 

  

約束期間リザーブ（ＣＰＲ：Commitment Period 

Reserve）               P143 

ＡＡＵ（Assigned Amount Unit、初期割当量） 

P44 

附属書Ⅰ国が、排出量取引の下でクレジットを

売り過ぎ、結果的に不遵守になることを防ぐた

め、国別登録簿内に一定量のクレジットを常時

保持していることを求めるというもの。約束期

間リザーブとして保持が求められる水準は①、

②のいずれか低い方。 

基準年及び削減目標に基づいて計算された附属

書Ⅰ国の初期割当量（日本の場合、基準年排出

量の９４％×５）。第１約束期間前に、当該附属

書Ⅰ国が国別登録簿内に発行。 

 

ＥＲＵ（Emission Reduction Unit）    P44 

① 初期割当量の９０％（日本の場合、基準年排

出量の９４％×５×９０％） 

共同実施を通じて発行されたクレジット 

 

ＣＥＲ（Certified Emission Reduction) ② 直近の報告によるインベントリ排出量の５

倍 通常の排出削減ＣＤＭを通じて発行されたクレ

ジット。  

インベントリ（Inventory）  

ｔＣＥＲ（temporary CER）        P114 温室効果ガス排出・吸収目録。各締約国は、定

期的に気候変動枠組条約に基づき条約事務局へ

インベントリを提出することとされている。 

シンクＣＤＭを通じて発効された短期の期限付

きクレジット。発行した約束期間のみ目標達成

に使える。クレジットを発行した約束期間の、

次の約束期間末まで有効。炭素蓄積の変化に応

じてクレジットを５年毎に再発行する。 

京都議定書で附属書Ⅰ国の数値目標が合意され

たことから、各国はインベントリの算定をより

正確に行うことが必要となっている。 
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政府承認          P18,61,105,130 

ＣＤＭ、ＪＩプロジェクトを実施しようとする

事業者は、投資国とホスト国からプロジェクト

実施に関して書面で承認を得ておく必要がある。 

 

Ｏ Ｄ Ａ の 流 用 （ Diversion of Official 

Development Assistance）       P26,63 

ＣＤＭについては、プロジェクトの資金源に公

的資金が含まれている場合には、当該公的資金

がＯＤＡの流用ではなく、日本国の資金的義務

とは分離され、組み込まれていない旨政府又は

公的なＯＤＡ実施機関により確認されているこ

とが必要。 

 

国別登録簿（National Registry）    P148 

クレジットの発行、保有、移転、取得、取消、

償却を正確に算定するための電子的なデータベ

ース。各附属書Ⅰ国に作成、維持することが義

務づけられている。 

 

取引ログ（Transaction Log）      P153 

ＥＲＵ、ＣＥＲ、ＡＡＵ、ＥＲＵなどのクレジ

ットの発行、移転、取消、償却など登録簿内及

び登録簿間の全ての動きをチェックし、不整合

やダブルカウント等を防ぐため、事務局が設置、

管理することになっているチェックシステム。

民間企業が行うＪＩ、ＣＤＭ、排出量取引に伴

うクレジットの移転もトランザクション・ログ

のチェックを受けることになる。 

 

②ＣＤＭ関連 

ＣＤＭ理事会（CDM Executive Board）   P56 

ＣＯＰ／ＭＯＰの下でＣＤＭ事業を実質的に管

理・監督する組織。ＣＤＭ事業の手続に関する

規約をＣＯＰ／ＭＯＰに提言すること、ベース

ライン、モニタリング、プロジェクト境界に関

する方法やガイドラインの承認、小規模プロジ

ェクトの定義や当該プロジェクトに係る簡易な

手続に関する規定のレビュー、運営組織の指定

について、その基準やレビューとともにＣＯＰ

／ＭＯＰへの提示、運営組織の信任に係る事務

などがその主な任務。 

 

指定運営機関（ＤＯＥ：Designated Operational 

Entity）                P57 

ＣＤＭ理事会からの信任に基づき、ＣＯＰ／Ｍ

ＯＰの指定を受け、ＣＤＭプロジェクトが議定

書１２条や関連ガイドラインの要件を満たして

いるかの内容をチェックし、当該プロジェクト

に伴う追加的排出削減量の認証作業を行う法人

ないし国際機関。 

 

ベースライン（Baseline）        P64 

当該ＣＤＭプロジェクトが存在しなかった場合

に、生じていたであろう温室効果ガスの排出（あ

るいは吸収）状況の予想。ベースラインとプロ

ジェクトの実施による実際の温室効果ガス排出

量（又は吸収量）との差分が、クレジットとし

て発行されることになる。 

ベースラインは、ＣＤＭ理事会で承認した方法

論を用いることが求められる。 

 

モニタリング（Monitoring）      P66,70 

プロジェクトの実施に伴う実際の排出量（ある

いは吸収量）を計測・評価すること。ベースラ

イン排出量（又は吸収量）とモニタリングを通

じて計測された実際の排出量との差分がＣＥＲ

の発行につながる。 

モニタリング計画は、ベースラインと同様、Ｃ

ＤＭ理事会で承認した方法論を用いることが求

められる。 

 

方法論パネル（Meth Panel：Methodology Panel） 

                   P89 

第４回ＣＤＭ理事会において理事会の下に設置

された、新方法論審査手続きを機能させるため

の組織。 

 

信任パネル（ＣＤＭ－ＡＰ：Accreditation 

Panel）                P77 

ＣＤＭ理事会の下で、ＯＥ候補を審査するため

の常設パネルで、ＯＥ候補別に組織されるＣＤ

Ｍ信任チームによる審査結果を基にＣＤＭ理事

会にそのＯＥ候補を信任するかどうかの勧告を

する。 

 

信任チーム（ＣＤＭ－ＡＴ：Assessment Team） 

                   P77 

ＣＤＭ信任パネルの下でＯＥ候補の詳細審査を
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実施し、基準に達しているかどうかをチェック

し、パネルに報告する。 

 

書類審査（Desk Review）         P79 

信任チームによるＯＥの信任プロセスの第一段

階。信任チームが事務局のサポートを受けなが

ら行う申請ファイルの書類審査。作業計画（特

に現地調査や立会検査のスケジュール調整）作

成も行う。 

 

現地調査（On-site Assessment）     P79 

信任チームはＣＤＭに関するマラケシュアコー

ドに含まれているＯＥの信任要件や、申請して

いるセクターに関する要件を申請者が満たして

いるかどうかの評価をオフィスを実際に訪問し

て行い、現地調査報告書をパネルに提出する。 

 

立会検査（Witnessing）         P79 

各立会検査は最低２名の信任チームメンバーに

より行われる。ＯＥが実際に申請されたセクタ

ーに関連する有効化審査に立ち会って行う検査。

彼らの業務の評価及び規定されているプロジェ

クト活動に関連する要件についての知識につい

ての評価が行われる。 

 

スコープ(Scopes)           P78 

ある指定運営機関が有効化、検証及び認証行為

を行う際、仕事の範囲を規定したセクターのこ

とを指しており、当該指定運営機関の業務は申

請時に記載されたセクターに限定されることと

なっている。ＯＥ候補は最低１つのセクターを

登録する必要がある。また、スコープ（セクタ

ー）の追加も可能。 

 

インディカティブレター（Indicative Letter） 

P82 

書類審査及び現地調査に合格したＯＥ申請者に

発出されるレターのこと。ＯＥが事業者から立

会検査の場をより円滑に提供してもらえる助け

として用意されることとなった。 

 

ホスト国（Host Party）         P59 

プロジェクトが実際に行われる附属書Ⅰ国。 

 

ＤＮＡ（指定国家機関：Designated National 

Authority）              P59 

ＣＤＭプロジェクトにおける担当政府機関。プ

ロジェクトの承認などの役割を持つ。日本は、

京都メカニズム活用連絡会（構成：内閣官房、

経済産業省、環境省、外務省、農林水産省、国

土交通省）がこれに当たる。 

 

プロジェクト設計書（ＰＤＤ：Project Design 

Document）             P64,85 

プロジェクト申請者が作成する、プロジェクト

の概要をまとめた申請様式。ベースライン・モ

ニタリング方法論、環境影響分析評価などの記

載が求められる。 

 

プロジェクト参加者（Project Participants） 

プロジェクトに何らかの形で参加する者。（現地

工場運営者、投資家、技術サプライヤー、ファ

イナンス機関等） 

 

有効化（Validation）          P67 

指定運営機関が、ＣＤＭ事業者の提出するプロ

ジェクト設計書の内容に基づき、ＣＤＭに係る

各種要件に照らして、当該プロジェクトを事前

に審査するプロセス。 

 

登録（Registration）          P69 

ＣＤＭ理事会がプロジェクトをＣＤＭプロジェ

クトとして公式に受け入れることであり、その

後の検証、認証、ＣＥＲの発行といった一連の

プロセスの前提条件となる。 

 

検証（Verification）          P71 

指定運営組織が、プロジェクト実施事業者のモ

ニタリング報告を踏まえ、定期的に行う独立の

レビューであり、ＣＤＭ事業による排出量削減

を事後的に決定し、ＣＥＲ発行の基礎となるプ

ロセス。 

 

認証（Certification）         P71 

指定運営機関が検証報告書を踏まえ、一定期間

内にＣＤＭ事業が達成した排出削減量の発行を

書面で要請すること。 

 

クレジット期間（Crediting Period） P65,108 

ＣＤＭプロジェクトからＣＥＲを生み出すこと
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シンクＣＤＭの場合 ができる期間。プロジェクト設計書の中で、プ

ロジェクト実施事業者は以下の２つのアプロー

チから選択をすることになる。 

プロジェクトがない場合に比べて吸収量が増加

しているかということ。 

排出源ＣＤＭの場合  

① 最大７年で、最多２回まで更新可能（計２１
年）。但し、更新に当たっては、指定運営組

織がベースラインの有効性もしくは新たな

ベースラインの使用につき判断を行い、ＣＤ

Ｍ理事会に対して通知することが必要。 

利害関係者（Stakeholder）       P63 

ＣＤＭプロジェクトによって影響を受ける、も

しくは受ける可能性のある個人、グループ、共

同体などの一般人。指定運営機関に提出するプ

ロジェクト設計書の中で、ＣＤＭ実施事業者は、

地元利害関係者からのコメントを受付け、コメ

ントに対していかなる対応をしたかを盛り込む

必要がある。 

② 最大１０年、更新なし。 
 

シンクＣＤＭの場合 

① 最大２０年で、最多２回まで更新可能（計６
０年）。但し、更新に当たっては、指定運営

組織がベースラインの有効性もしくは新た

なベースラインの使用につき判断を行い、Ｃ

ＤＭ理事会に対して通知することが必要。 

 

環境影響分析及び評価（Analysis of the 

Environmental Impacts and Assessment） 

                 P63,106 

当該プロジェクトの実施地点及びその周辺地域

への環境影響を分析し、環境への影響が大きい

と判断される場合には、ホスト国が規定する環

境影響評価を実施する必要がある。 

② 最大３０年、更新なし。 
 

プロジェクト境界（Project Boundary）  P66 

 プロジェクト実施事業者の管理が及ぶ地理的境

界。 社会経済影響分析及び評価（Analysis of the 

Socio-economic Impacts and Assessment）P106  

リーケージ（Leakage）          P66 通常のＣＤＭプロジェクトでの環境影響分析に

加え、植林・再植林プロジェクトでは、当該プ

ロジェクトの実施地点及びその外の地域への社

会経済影響分析をプロジェクト設計書に盛り込

むことが必要。またプロジェクト参加者あるい

はホスト国により社会経済への負の影響が大き

いと判断される場合には、ホスト国によって定

められる社会経済評価を実施する必要がある。 

プロジェクト境界の外で生ずる温室効果ガスの

排出源であって、計測可能であり、かつプロジ

ェクトとの因果関係があるもの。 

 

ベースラインアプローチ（Baseline Approach） 

                   P65 

ベースライン方法論の基礎となるもので、マラ

ケシュアコードにより以下の３つのアプローチ

が認められている。 

 

早期ＣＤＭ              P55 

① 現在の、またはこれまでの排出量 京都メカニズムの中で、ＣＤＭについてはいわ

ゆる「早期実施」を通じて第一約束期間が始ま

る前にクレジットを取得することが可能となっ

ている。２０００年以降に開始されたプロジェ

クトであって、２００５年末までにＣＤＭ理事

会に提出されたものについては、２０００年１

月１日よりも遡らない範囲で、登録日以前から

クレジットが獲得可能となる。 

② 経済的に最適な技術を用いた場合の排出量 
③ 過去５年間において実施された類似のプロ
ジェクトであって、その活動が同一の分野に

おいて上位２０％に入っているものにおけ

る排出量の平均 

 

追加性（Additionality）        P68 

 排出源ＣＤＭの場合 

小規模ＣＤＭ（Small Scale CDM）  P54,104 プロジェクトがない場合に比べて排出量が減少

しているかということ。 排出源ＣＤＭの場合 

以下のいずれかに該当するプロジェクト。  
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－最大発電容量が１５ＭＷ（もしくは相当分） 

までの再生可能エネルギープロジェクト 

－エネルギー供給／需要面でエネルギー消費量 

を最大年間１５ＧＷｈ（もしくは相当分）削 

減する省エネプロジェクト 

－人為的排出量を削減するプロジェクトであっ 

て排出量が二酸化炭素換算で年間１５キロ 

トン未満のもの 

通常のプロジェクトに比して、ベースラインの

設定やモニタリングの実施、ＣＤＭ実施プロセ

ス等について簡易な手続が適用される。 

 

シンクＣＤＭの場合 

吸収量が年間８キロトン未満のもので、かつ、

ホスト国が指定したコミュニティ・低所得者層

によって開発・実施されるもの。 

 通常のプロジェクトに比して、ベースライン

の設定やモニタリングの実施、ＣＤＭ実施プロ

セス等について簡易な手続が適用される。これ

らの簡易な手続きについては、ＣＯＰ１０で採

択される予定。 

 

ＣＤＭ登録簿          P73,94,121 

ＣＥＲが最初に発行される場所。ＣＥＲの発行、

保有、移転、獲得を正確に計上することを目的

としてＣＤＭ理事会によって確立・維持される

電子的なデータベース。 

 

③ＪＩ関連 

６条監督委員会（Article 6 Supervisory 

Committee）              P125 

第 2 トラックにおいて、JI プロジェクトからの

ＥＲＵの認証を行う機関であり、ＣＤＭにおけ

るＣＤＭ理事会に相当する役割を果たす。 

 

独立機関（Independent Entity）      P126 

第 2トラックにおいて、6条監督委員会から信任

を受け、ＪＩプロジェクトが議定書６条や関連

ガイドラインの要件を満たしているかどうかを

実質的に審査する役割を担う。ＣＤＭにおける

指定運営機関に相当する役割を担うことになる。 

 

第１トラック（First Track）      P128 

ホスト国がＪＩの一定の参加資格をみたしてい

る限り、基本的にＪＩプロジェクトの実施に伴

うＥＲＵの発行、移転はホスト国と投資国の間

の調整に委ねられる。このプロセスをいう。 

 

第２トラック(Second Track)      P128 

ホスト国がＪＩの一定の参加資格をみたしてい

ない場合、プロジェクトの排出削減量（もしく

は吸収増大量）のチェックやＥＲＵの発行を的

確に行えない可能性が高いことから、６条監督

委員会、指定独立機関による検証プロセスが必

要になる。このプロセスをいう。 
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